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信 頼 
される 運営のために 

よりよい保育を目指して 

子どものことを思ってしたつもりのことでも、“子どもの最善の利益”や

“人権擁護”の観点が欠けていると、不適切保育になってしまうことがあり

ます。 

「よりよい保育のためのチェックリスト」（横浜市作成）等を活用して日々

の保育を振り返る、職員の皆さんで対応方法を検討する機会を設ける、外部

の研修を受講するなどして、不適切保育の防止に留まらず、よりよい保育の

実現のための取組をお願いします。 

保護者から利用申込みを受けた時は、保

育を提供する必要があります（応諾義務）。 

以下のような理由で預からないのは × 

・就労要件で認定が出ているから、他の理

由では預からない。 

・土曜日に働いていることが分かる証明

書の提出がない場合、平日しか預からな

い。

・加配が必要な子の対応のために雇った

職員がお休みの日は、その子を預からな

い。

る か 預 開 園 日

食 給 職 員 配 置

日曜日、祝日、12 月 29 日～1 月 3 日

以外の日は、開園して保育を提供する必要

があります。開園記念日等園独自の休日

を設けることは × です。 

なお、お子さまが全員帰った後や、お子

さまが一人も来ない日については、職員が

園にいる必要はありません。ただし急な利

用希望にも対応できるよう、保護者から園

職員へ連絡がとれる体制にしてください。 

土曜日も含めて、園で調理した給食を提

供してください。 

調理設備の故障等、やむを得ない理由で

給食が提供できない場合は、仕出し弁当を

手配してください。それもできない場合に

は、保護者の同意を取ったうえでお弁当持

参を依頼することも可とします。 

※調理設備の点検や調理担当者の休み等

を理由に、お弁当持参を依頼することはで

きません。

お子さまがいる時間帯は、横浜市が定め

る職員配置基準を常に満たしてください。  

また、基準を満たしたうえで、子どもや

職員の特性等、園の状況に応じた配置と

し、安全な保育が実施できる体制を整えて

ください。特に朝夕の時間帯は注意が必

要です。 

なお、施設長は原則として子どもを保育

するための人員としてカウントできませ

んのでご注意ください。 

保 育 施 設 

１　運営する際の留意事項について
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保護者・近隣との関係づくり 

安心・安全・安定した保育を行うためには、保護者や近隣との良好な関係作りが必要不

可欠です。園に対するご意見やご要望があった場合、まずは丁寧に受け止めてください。

そのうえで、対応ができることと、対応できないことを整理して、保護者等の気持ちに配

慮した表現で伝えてください。 

「聴く」姿勢を見せなかったり、人によって対応が変わると保護者の不信感につなが

ります。職員個人任せにせず、組織として対応することを心掛けてください。 

保護者対応で判断に迷うことがあれば、臨床心理士や弁護士に相談することも有効な

手段です。 

行事などで普段よりも大きな音が出ることが見込まれる場合には、事前に説明するな

ど、近隣住民への配慮も大切です。 

 

金

 

銭

 

適

 

切

 

職

 

員

 

大

 

切

 

に は を に 

給付費の請求は適正に行ってください。 

なお、保育に必要な経費は給付費等に含

まれています。保護者から利用料以外の料

金を徴収する場合は、個人所有の日用品等

「保護者に負担させることが適当と認め

られるもの」に限り“実費”徴収が可能で

す。この場合、必ず重要事項説明書に記載

のうえ、保護者へ丁寧に説明して同意を得

てください。 

 

令和４年４月から、パワーハラスメント

防止措置が全ての事業主の義務となりま

した。 

大事なお子さまを保育するのは、保育士

等の職員です。職員を大切にしないと良い

保育は実現できません。 

風通しの良い職場環境ですか？職員の

相談先はありますか？退職者が続く場合、

理由は把握できていますか？大きなトラ

ブルになる前に、現場の変化に気付けるよ

う心がけましょう。 

 

故 事 薬 与

次のいずれかに該当する場合は、区役所

こども家庭支援課に事故報告書を提出し

てください。 

 

①死亡事故 ②重傷事故（全治 30 日以

上の負傷や意識不明） ③置き去り・行方

不明 ④不審者の侵入・盗難 ⑤市・区・

園のいずれかが報告を必要と判断した場

合（保護者とのトラブルに発展しそうな場

合等） 

 

 

原則、保育所ではお子さまに薬を与える

（与薬）ことはできません。 

ただし、保育中に与薬することがやむを

得ない場合に限り、必要かつ最小限の与薬

が可能です。この場合、保護者が記入する

「与薬依頼書」と医師が記入する「主治医

意見書」が必要です。 

なお、虫よけスプレーや日焼け止めも与

薬に該当します。 
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こ保運第 2097 号 

令和５年３月 31 日 

各保育・教育施設設置者 様 

施設長・園長 様 

こども青少年局保育・教育運営課長 

保育・教育支援課長 

 

保育所等における児童の安全に関する事項等について（通知） 

 

 日頃から横浜市の保育・教育行政に御協力いただきありがとうございます。 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第 159

号）等の公布に伴い、「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」等を改正し、「児童の

安全の確保」に関する事項として、「安全計画の策定」「送迎用自動車等の運行における園児の所在確

認」「通園用自動車等への安全装置の装備」を新たに規定します。また、合わせて「業務継続計画の策

定等」に関する事項を新たに規定します。 

 改正の内容及び対応事項については下記のとおりですので、各施設において、必要な対応をお願いし

ます。 

 

１ 安全計画の策定等 

(1) 対象施設 

  認可保育所、地域型保育事業 

 (2) 概要 

   児童の安全の確保を図るため、各年度において、以下を行うことを義務付けます。 

  ①安全計画を策定すること 

  ②職員に対し、安全計画を周知し、研修及び訓練等を定期的に実施すること 

  ③安全計画に基づく取組内容を保護者へ周知すること 

  ④安全計画を定期的に見直すこと 

 (3) 各施設における対応 

  ・児童福祉法や、保育所保育指針等に基づき、安全に関する取組は既に実施いただいているところ

ですが、各年度、当該年度が始まる前に、それらの取組を計画的に行うための年間計画（＝安全

計画）を策定します。 

  ・具体的には、安全点検や保護者・児童への安全指導等、訓練や研修の実施等を、「いつ、何を行

うか」整理し、必要な取組を安全計画に盛り込んでください。 

  ・安全計画に盛り込むべき内容や留意事項、安全計画の作成例については、既に送付しております 

「保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」（令和４年 12月 26日こ保運

第 1420 号）添付資料をご確認ください。なお、国が示す計画の安全計画の作成例については、

各園の実情に応じて変更して頂いて構いません。 

・作成後、市への提出の必要はありません。今まで通り監査等で対応状況を確認します。 

(4) 適用日 

   令和５年４月１日 
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 (5)参考資料 

  横浜市ホームページ「事故防止と事故対応について」＞4.事故関連の過去の通知について＞日付

「令和４年 12月 26日」中、国通知をご確認ください。 

  （https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/jikotaio/hoiku.html） 

 

２ 送迎用自動車等の運行における園児の所在確認  

 (1) 対象施設  

  認可保育所、地域型保育事業、認定こども園 

 (2) 概要 

   園児等の通園や園外活動などのために自動車を運行する場合、園児等への自動車への乗降の際 

に、点呼等の方法により園児の所在を確認することを義務付けます。 

 (3) 各施設における対応 

   具体的な所在確認の手順については、国の「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」及び横浜

市の「保育・教育施設における児童の車両送迎に係る安全ガイドライン」を参考に、各園の実態に

合わせて策定してください。 

 (4) 適用日 

   令和５年４月１日 

 (5) 参考資料 

   横浜市ホームページ「事故防止と事故対応について」＞保育・教育施設における児童の車両送迎

に係る安全管理ガイドラインについて 

  （https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/jikotaio/basu.html） 

 

３ 通園用自動車等への安全装置の装備 

(1) 対象施設  

  認可保育所、地域型保育事業、幼保連携型認定こども園 

 (2) 概要 

   通園用の自動車（座席が 2列以下の自動車を除く）を運行する場合は、当該自動車にブザーその

他の車内の園児等の見落としを防止する装置（＝安全装置）を装備し、当該装置を用いて降車時の

児童の所在を確認することを義務付けます。 

 (3) 各施設における対応 

   安全装置については、国が定める規格を満たした装置である必要があります。 

詳細については、国の制度に基づき、「保育所等における送迎用バスへの安全装置導入支援事 

業」を実施し、安全装置の設置費用の補助を行っています。下記(6)参考資料をご確認ください。 

（なお、同補助については、kintoneにて令和５年３月９日に通知しています。） 

 (4) 適用日 

   令和５年４月１日（ただし、令和６年３月 31日まで経過措置） 

 (5) 留意事項 

   安全装置の設置までの間も、バス送迎における安全管理を徹底するとともに、運転席に確認を促

すチェックシートを備え付け、所在確認を行ったことを記録するなど、所要の代替措置を講じる必

要があります。車内の確認を怠ることがないよう、各施設の送迎マニュアルに基づいた適切な対応

を行ってください。 
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 (6)参考資料 

   横浜市ホームページ「事故防止と事故対応について」＞こどもの送迎車両等の安心・安全対策支

援事業について  

（https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/jikotaio/anshin_anzentais

aku.html） 

   

４ 業務継続計画の策定等 

(1) 対象施設  

  (2)①②：認可保育所、幼保連携型認定こども園 

  (2)②のみ：地域型保育事業 

 (2) 概要 

  保育・教育施設において、次の項目を努力義務として定めます。 

① 業務継続計画を策定し、職員に対し周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施す

ること。定期的に業務継続計画の見直しを行うこと 

② 感染症及び食中毒の予防まん延止のための研修・訓練を実施すること 

 (3) 各施設における対応 

別添の国事務連絡「児童福祉施設等における業務継続計画等について」をご確認いただき、各施

設にて、業務継続ガイドライン、計画のひな形を参考に業務継続計画の策定並びに感染症及び食中

毒の予防まん延防止のための園内研修・訓練等を実施してください。業務継続計画の策定にあたっ

て、厚生労働省より研修動画が提供されておりますのでご参照ください。 

また、保育所、家庭的保育事業においては、「保育所における感染症対策ガイドライン（2018 年

改訂版）」（2022(令和４)年 10月一部改訂）もご参照ください。 

 (4) 適用日 

   令和５年４月１日 

 (5) 参考資料 

○業務継続ガイドライン・計画のひな形（横浜市ホームページ） 

（https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/jikotaio/hoiku.html） 

○保育所における感染症対策ガイドライン（2018年改訂版）（横浜市ホームページ） 

（https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shitukoujou/kansen/20190329095234280.html） 

○研修動画 

・児童福祉施設に係るBCPについて（https://youtu.be/KoSbvu_ulNE） 

・児童福祉施設に係る感染症対策について（https://youtu.be/Hj4y_3Tqjbg） 

 

 

 

 

 

 

【担当】 １～３ 横浜市こども青少年局保育・教育運営課 

ＴＥＬ ０４５－６７１－３５６４ 

Mail kd-unei@city.yokohama.jp 

４ 横浜市こども青少年局保育・教育支援課 

ＴＥＬ ０４５－６７１－４７７５ 

Mail kd-hoikushien@city.yokohama.jp 
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こ保支第 1796 号 

令和５年11月13日 

各保育・教育施設設置者 様 

施設長・園長 様 

こども青少年局保育・教育支援課長 

 

保育所等における業務継続計画のひな形について（周知） 

 

 日頃から横浜市の保育・教育行政に御協力いただきありがとうございます。 

 保育所等における業務継続計画の策定等について、令和５年３月に「こ保運第2097号 保育所等にお

ける児童の安全に関する事項等について（通知）」で通知したところです。 

 この度、市で国の業務継続ガイドライン等を基にした業務継続計画のひな形を作成しましたので、お

知らせいたします。各施設におかれましては、業務継続計画の策定、改訂の際に参考にしていただきま

すようお願いいたします。 

 なお、地域型保育事業は、業務継続計画策定の努力義務対象施設として規定されていませんが、参考

として送付いたします。施設内で適宜ご活用ください。 

 
●業務継続計画の策定等【令和５年４月１日～】  

 (1) 概 要 

  保育・教育施設において、次の項目を努力義務とします。 

① 業務継続計画を策定し、職員に対し周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施す

ること。定期的に業務継続計画の見直しを行うこと 

② 感染症及び食中毒の予防まん延止のための研修・訓練を実施すること 

 

(2) 対象施設 

  認可保育所、幼保連携型認定こども園：(1)①② 

  地域型保育事業：(1)②のみ 

 

(3) 各施設における対応 

(4)参考資料をご確認いただき、各施設にて、業務継続計画の策定並びに感染症及び食中毒の予

防まん延防止のための園内研修・訓練等を実施してください。なお、業務継続計画の策定にあたっ

て、厚生労働省より研修動画が提供されておりますのでご参照ください。 

 

(4) 参考資料 

○国事務連絡・業務継続ガイドライン・計画のひな形（横浜市ホームページ） 

（https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/jikotaio/hoiku.html） 

○保育所における感染症対策ガイドライン（2018年改訂版）（横浜市ホームページ） 

（https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shitukoujou/kansen/20190329095234280.html） 

○研修動画 

・児童福祉施設に係るBCPについて（https://youtu.be/KoSbvu_ulNE） 

・児童福祉施設に係る感染症対策について（https://youtu.be/Hj4y_3Tqjbg） 

 

 【担当】  横浜市こども青少年局保育・教育支援課 

事業調整係 

ＴＥＬ ０４５－６７１－４７７５ 
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 給⾷運営・⾷物アレルギー対応 
 

認可保育所における給食運営に関する事項 

Ⅰ 事務管理 

１ 調理従事者 

   給食数に見合った人数の配置にします。 

  子どもの健全な発育に必要な栄養を満たすための献立を作成するため、栄養士の雇

用も考慮します。また、栄養士を雇用した場合、栄養管理の事務時間が確保できるよう

調理従事者の体制を確保します。 

 
２ 給食会議 

給食の適正な運営のため、定期的（概ね月１回以上）に施設長を含む関係職員による

会議等を行い、記録を保存し情報を共有します。 

（「児童福祉施設における食事の提供に関する援助及び指導について 令和２年 3 月 31 日子発 0331 第 1 号 障発 0331 第８

号」「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画について 令和２年３月３1 日 子母発 0331 第１号」）「保育所

における食事の提供ガイドライン 平成 24 年３月 30 日 雇児保発 0330 第１号」） 

 
３ 予定献立表の作成 

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行います。 

内容は変化に富み、子どもに必要な栄養や嗜好を考慮したものとします。 

〔必要項目〕①実施日 ②発注及び喫食数（乳児・幼児・職員別） ③献立名  

④食品名 ⑤１人あたり使用量 ⑥総使用量 

（「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 第 14 条２、３、4 項」「児童福祉施設における「食事摂取基準」を

活用した食事計画について 令和２年３月３1 日 子母発 0331 第１号」）  

     
４ 実施献立の記録 

実際に提供した献立の内容を記録します。予定献立表をもとに変更内容を記入する

方法でもかまいません。 

   
５ 離乳食の給食記録 

離乳食対象の子どもが入所している場合は、対象園児の発育段階に合わせた離乳食

を提供します。幼児食と同様に離乳食献立を作成し、記録します。 

（「授乳・離乳の支援ガイド 2019 年３月」） 

 

６ 給与栄養量 

最新の「日本人の食事摂取基準」を基に給与栄養量の目標を設定し、必要な栄養量が

確保できるように献立作成を行います。 

さらに、定期的に子どもの発育・発達状況や栄養状態等を把握、評価し、目標の見直

しを含めた食事計画を改善します。 
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（「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 第 14 条 2、3 項」「保育所における食を通じた子どもの健全育成

（いわゆる「食育」）に関する取組の推進について 平成 16 年３月 29 日雇児保発第 0329001 号」「児童福祉施設における食事

の提供に関する援助及び指導について 令和２年 3 月 31 日子発 0331 第 1 号 障発 0331 第８号」「児童福祉施設における「食

事摂取基準」を活用した食事計画について 令和２年３月３1 日 子母発 0331 第１号」） 

 

７ 栄養量の計算 

作成した献立を実施する前に最新の「日本食品標準成分表」を使用して栄養価を算出

します。給与栄養量の目標と比較して必要に応じて調整します。 

   （「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 第 14 条 2、3 項」「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活

用した食事計画について 令和２年３月３1 日 子母発 0331 第１号」） 

 
８ 献立内容 

献立作成に当たっては、季節感や地域性等を考慮し、品質が良く、幅広い種類の食品

を取り入れるように努めます。また、子どもの咀嚼や嚥下機能、食具使用の発達状況等

を観察し、その発達を促すことができるよう、食品の種類や調理方法に配慮するととも

に、子どもの食に関する嗜好や体験が広がりかつ深まるよう、多様な食品や料理の組み

合わせにも配慮します。 

（「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 第 14 条 2、3 項」「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用

した食事計画について 令和２年３月３1 日 子母発 0331 第１号」） 

 
９ 献立内容の周知 

保育園で提供する食事については、事前にその献立内容について書面等で保護者に

周知します。 

（「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 第 48 条」「保育所における食を通じた子どもの健全育成（いわゆる

「食育」）に関する取組の推進について 平成１６年３月２９日雇児保発 0329001 号」） 

   
10 食育 

食育計画を「全体的な計画」及び「指導計画」に位置づくかたちで作成し、全職員の

共通理解のもとに計画的・総合的に展開します。また、食育計画に基づいて行われた実

践の過程を子どもの実態や子どもを取り巻く状況の変化などに即して反省、評価し、そ

の改善を行います。 

（「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 14 条 5 項」「保育所保育指針 第 3 章 2（1）（２）」「保育所にお

ける食を通じた子どもの健全育成（いわゆる「食育」）に関する取組の推進について 平成１６年３月２９日雇児保発 0329001

号）） 

 

11 発注 

食材の発注にあたっては、１人分量を明らかにし、子どもの入所数ではなく実際の登

園状況をふまえて発注量を決定することにより、極力過不足のないようにします。 

発注の記録として、発注書の控えを保管します。また、納品書も保管します。（「横浜市

児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 第 14 条 2、3、4 項」「児童福祉施設における食事の提供に関する援助及び指

導について 令和２年 3 月 31 日 子発 0331 第 1 号 障発 0331 第８号」「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食
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事計画について 令和２年３月３1 日 子母発 0331 第１号」（「社会福祉施設等における食品の安全確保等について 平成 20 年

３月７日雇児総発第 0307001 号」） 

 

12 職員食 

職員に食事を提供する場合は、食事代を徴収します。 

予定及び実施人数を正しく把握し、記録します。喫食量は幼児の 120～200％程度

とし、発注を適正に行います。 

 

13 検食 

施設の管理者として、子どもに見合った食事かどうか、栄養的・嗜好的・衛生的な観

点から提供する給食全て（市販品を含む）について試食を行います。また、子どもへの

安全面から子どもより先に試食します。 

検食者は、継続して評価できる職員（園長等）を決定し、この職員が不在の場合に検

食する者をあらかじめ決めておきます。 

検食記録（検食者印、検食時間、検食者の意見）を作成します。 

（「保育所における食を通じた子どもの健全育成（いわゆる「食育」）に関する取組の推進について 平成１６年３月 29 日雇児保

発 0329001 号」）（「社会福祉施設等における食品の安全確保等について 平成 20 年３月７日雇児総発第 0307001 号」） 

 

14 給食日誌 

実施献立名や日常衛生点検に関する記録、喫食人数等を記録します。検食記録簿を兼

ねてもかまいません。 

 

Ⅱ 衛生管理 

１ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理について 

  食品衛生法改正により、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化されました。具体的

な対応方法は次のとおりです。（食品衛生法第68 条） 

 

（１）「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従った衛生管理が実施されている場合 

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施しているものとして取扱います。 

 

（２）「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従った衛生管理が実施されていない場合 

 厚生労働省がホームページで公開している手引書を参考に「ＨＡＣＣＰに沿った衛

生管理」を実施することとされています。 

  施設に適する手引書の内容を確認後、手引書中の衛生管理計画書及び、記録の様式例

を使用し、計画を作成し、記録を開始します。既存のマニュアルや記録用紙がある場合

は、手引書に記載されている項目が網羅できているか、確認し、足りていない項目があ

れば、追加することでもかまいません。（チェーン展開する給食受託会社等では、本部

が作成し、各支店が実施している衛生管理マニュアルがＨＡＣＣＰに沿った衛生管理

に対応している場合もあります。） 

 ※ 市内保育・教育施設の多くは、（２）に該当します。 
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（３）給食に適する厚生労働省ホームページに公開している手引書 

 ア 「委託給食事業者向け」※直営給食でも参考とすることが可能です。 

 イ 「小規模な一般飲食店」 

 ウ 「旅館・ホテルにおけるＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」 

 ※ １回の提供食数が 20 食程度以上の給食施設はアを、20 食程度未満はイやウを参考

にするとよいです。 

 

（参考）厚生労働省ウェブページ「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html 
 

２ 届出について 

   

（１）営業の届出 

  新規施設については、給食提供開始前に届出が必要なので、各区福祉保健センター生活

衛生課に届出をします。 

  届出方法は、各区福祉保健センター生活衛生課窓口での書面による届出の他、国の食品

衛生申請等システムを利用した届出をします。届出者は給食施設を設置する個人または法

人となります。 

  ただし、調理業務委託実施園は、受託者が営業許可を得ていれば、園の届出は不要で

す。 

 

（２）食品衛生責任者の選任 

  給食を提供する施設は、「食品衛生責任者」を選任します。 

  食品衛生責任者は、「調理師」「栄養士」「管理栄養士」「食品衛生責任者養成講習会

を修了した者」から選任します。 

  食品衛生責任者の届出は、（１）の「営業の届出」と同時に行います。 

  食品衛生責任者の変更については、「営業許可申請事項・営業届出事項変更届」を用い

て、各区福祉保健センター生活衛生課に届け出ます。 

  なお、食品衛生責任者はこども青少年局が主催する衛生管理講習会、または各区福祉保

健センター生活衛生課が主催する食品衛生責任者実務講習会を年１回以上受講し、食品衛

生に関する新たな知見の習得に努めてください。 

 

※ 衛生管理１と２に関しては、１回の提供食数が２０食程度未満の給食施設には適用

されませんが、給食施設に適する厚生労働省ホームページに公開している手引書を参

考に引き続き衛生管理に努めます。 

 

※ １回の提供食数が５０食以上の給食施設は「給食開始届出書」を各区福祉保健課健康

づくり係に提出します。「給食開始届出書」の届出義務者は設置者（施設側）です。 

  

（参考）横浜市ウェブページ「特定給食施設・給食施設における栄養管理」 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/kenkozukuri/eiyo/kyusyokueiyoukanri.html 
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３ 主な衛生管理 

（１）職員の検便 

調理従事者は、臨時職員を含め、月に１回以上の検便（腸管出血性大腸菌検査を含

める）を実施します。その他の職員についても、臨時職員を含め、子どもの処遇に直

接関わる職員は、調理従事者と同様、月１回の検便を実施します。 

（「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 第 13 条 2 項」「大量調理施設衛生管理マニュアル 最終改正：平

成 2９年６月 16 日生食発 0616 第１号」「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画について 令和２年３

月３1 日 子母発 0331 第１号」「保育所における食事の提供ガイドライン 平成 24 年３月 30 日 雇児保発 0330 第１号」） 

 

（２）調理作業 

調理作業は衛生面に配慮し、当日処理を心掛け、安全で安心できる食事を提供しま

す。調理終了から喫食までの時間（衛生時間）は、極力短くします。適温での食事と

食中毒発生防止のため、調理後の食品は調理終了後２時間以内に喫食することが望

ましいです。夕食などを提供する場合は、調理終了時間を考慮し、調理担当者のロー

テーション勤務で対応することが望ましいです。 

（「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 第 13 条 2 項」「大量調理施設衛生管理マニュアル 最終改正：

平成 29 年６月 16 日生食発 0616 第１号」「保育所における食事の提供ガイドライン 平成 24 年３月 30 日 雇児保発 0330

第１号」「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」） 

 

（３）日常衛生点検の実施及び記録 

①加熱調理食品の中心温度（７５℃以上、１分間以上） 

②調理作業前及び作業後の冷蔵庫・冷凍庫の温度 

③調理作業前及び作業後の使用水の点検（色、濁り、におい、異物） 

※ さらに貯水槽を使用している場合は、遊離残留塩素濃度が 0.1 ㎎／Ｌ以上で

あることを検査します。 

以上の項目を毎日実施し、記録を保存します。 

（「社会福祉施設における衛生管理について 平成９年３月 31 日 社援施第 65 号」「大量調理施設衛生管理マニュアル」最終

改正：平成 29 年６月 16 日生食発 0616 第１号」「保育所における食事の提供ガイドライン 平成 24 年３月 30 日 雇児保発

0330 第１号」「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」） 

 
（４）害虫駆除 

害虫の駆除を年に２回以上実施し、記録を保存します。また、害虫の生息を認めた

ときには、その都度駆除します。 

（「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 第 13 条 2 項」「「食品衛生法施行規則第 66 条の 2」「大量調理

施設衛生管理マニュアル 最終改正 平成 29 年６月 16 日生食発 0616 第１号」「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理の

ための手引書」「食品衛生法等施行に関する要綱 令和３年５月 25 日 健食品第 166 号 第８条別表４」） 

  
（５）食器・調理器具等の洗浄と消毒 

食器・調理器具等の使用後は、流水で洗浄し、さらに 80℃、５分間以上又はこれ

と同等の効果を有する方法で殺菌した後、乾燥させ、清潔な保管庫を用いるなどして

衛生的に保管します。 
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※消毒方法：①熱風消毒保管庫②煮沸消毒③薬剤消毒④乾燥後アルコール消毒 

※熱風消毒保管庫を使用する場合は、８０～９０℃で３０分以上を目安とします。 

※食器洗浄機（食器乾燥機）を使用する場合は、殺菌条件（80℃、５分間以上）

を満たしているか確認します。満たしていない場合は、他の消毒方法で実施します。 

（「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 第 13 条 1，2 項」「児童福祉施設における「食事摂取基準」を

活用した食事計画について 令和２年３月３1 日 子母発 0331 第１号」「保育所における食を通じた子どもの健全育成（いわゆ

る「食育」）に関する取組の推進について 平成 16 年３月 29 日」「食品衛生法施行規則第 66 条の 2」「大量調理施設衛生管理

マニュアル 最終改正平成 29 年６月 16 日生食発 0616 第１号」「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」） 

 

（６）まな板 

まな板は食品別に区別して使用します。生魚用、生肉用、野菜用、調理済み食品用

等に分け、専用のものを用意し混同しないようにします。 

 木製のまな板は水分が残りやすく、細菌が繁殖しやすいので、プラスチック製や合

成樹脂製のものが望ましいです。 

（「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 第 13 条 1、2 項」「児童福祉施設における「食事摂取基準」を

活用した食事計画について 令和２年３月３1 日 子母発 0331 第１号」「食品衛生法施行規則第 66 条の 2」「大量調理施設衛

生管理マニュアル 最終改正 平成 29 年６月 16 日生食発 0616 第１号」「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための

手引書」） 

 

（７）検査用保存食 

検体（原材料及び調理済み食品）を食品ごとに５０ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニー

ル袋等）に入れ、密封し、－２０℃以下で２週間以上保存します。 

なお、原材料は洗浄・殺菌等を行わず、購入した状態で保存します。 

また、検体の量が 50ｇを確保できない食品は、１食分の量を保存します。 

（「食品衛生法施行規則第 66 条の 2」「大量調理施設衛生管理マニュアル 最終改正 平成 29 年６月 16 日生食発 0616 第

１号」「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」「保育所における食を通じた子どもの健全育成（いわゆる「食

育」）に関する取組の推進について 平成 16 年３月 29 日」） 

 

（８）調理従事者の衛生管理 

 ア 健康状態の申告 

   下痢や嘔吐、発熱等体調が悪い時は、ノロウイルスや食中毒菌を保有している可能

性が高くなります。出勤せずに責任者に申し出ます。また、健康状態を就業前に記録

します。  

イ 手の状態、爪、装飾品 

  爪には多くの菌や汚れが、傷や手荒れ、化膿創、吹き出物の表面には、多くの黄色

ブドウ球菌が存在している可能性があります。爪は短く切り、日常のケアで皮膚の健

康を維持します。手等の状態は、健康状態と一緒に就業前に記録します。また、指輪、

腕時計、ピアス、マニキュア等の装飾品は全て外します。 

 ウ 身だしなみ 

   人に由来する異物や微生物を調理室に持ち込まないように、また食品への毛髪混

入や唾液等による汚染を発生させないように、清潔な調理服、調理帽、マスクを着用
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し、身だしなみを整えます。 

   また、調理室内での履物も室内専用にします。 

エ 手洗い 

調理室内の手洗い設備には、石けん、消毒液、爪ブラシを設置し、これらを使用し

た手洗いを励行します。また、手拭きタオルは共用とせず、ペーパータオル等を使用

します。 

（「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 第 13 条 1，2 項」食品衛生法施行規則第 66 条の 2」「大量調

理施設衛生管理マニュアル最終改正 平成 29 年６月 16 日生食発 0616 第１号」「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理の

ための手引書」） 

（９）トイレ 

専用の手洗い設備、専用の履物を備えます。また、調理担当者専用のトイレがある

ことが望ましいです。 

（「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 第 13 条１,2 項」「大量調理施設衛生管理マニュアル 最終改正 

平成 29 年６月 16 日生食発 0616 第１号」「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」）  

 
 

（10）ゴミの処理 

蓋付きのポリバケツを調理室内に設置し、作業終了後は調理室外に保管します。 

   （「食品衛生法施行規則第 66 条の 2」「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」） 

 

４ その他 

（１）食器 

子どもの発達・発育に合った食器・食具を使用します。定期的に更新することが望

ましいです。 

（「保育所における食を通じた子どもの健全育成（いわゆる「食育」）に関する取組の推進について 平成１６年３月 29 日

雇児保発 0329001 号」「保育所における食事の提供ガイドライン 平成 24 年３月 30 日 雇児保発 0330 第１号」 
 

（２）調乳 

調乳は、「乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン」

（FAO/WHO 共同作成）をもとに行います。 

調乳室の手洗い場には石けんと消毒液を設置し、調乳前にはこれらを使用した手洗

いを行います。また、手拭きタオルは共用とせず、ペーパータオル等を使用します。 

 
（３）調理業務の委託   

調理業務を委託する場合は、「保育所における調理業務の委託について（平成１０年２月

１８日児発第 86 号厚生省児童家庭局長通知）」に従います。 
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（４）食物アレルギー 

   国の「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」をもとに、平成 26 年３月に

横浜市版のマニュアル（「保育所における食物アレルギー対応マニュアル」）を作成

し、市内保育・教育施設に配付しています。横浜市ホームページからも入手可能です。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/kyuusyoku/20140220104339.html 

 

   園児のアレルギー疾患の状況を把握する医療機関が記載する文書として、「保育所

におけるアレルギー疾患生活管理指導表（別紙１）」を使用します。 

  また、食物アレルギー誤食事故が発生した場合は、「給食関係報告書（食物アレルギ

ー誤食）（別紙２）」を用いて、区に提出します。 

「誤食事故の発生」とは、対象園児がアレルゲンを含む食事を食べた（口に入れた）

場合を言います。 

  なお、ヒヤリ・ハットについては、区への報告は必要ありませんが、誤食事故防止に

つなげていくため、保育・教育施設内での情報共有は必要です。 

※ 状況に応じて、各区福祉保健センター生活衛生課による電話や立ち入りの調査を

行います。 

（参考：「別紙３食物アレルギー誤食事故防止及び事故発生時の対応の徹底について」「別紙４アレルギー誤食連絡体制フ

ロー図」） 

  

【給食提供について】 

  平成 27 年４月からの「子ども・子育て支援新制度」が施行されて以降、横浜市では

土曜日を含めた週６日開所を前提に保育所等への給付を行っています。 

そのため、週６日間、昼食の時間をまたいで保育する子どもに対して、原則、おやつ・

昼食を含む給食を提供することとなっています。 

  園の個別事情等により給食（おやつ・昼食）の提供ができない場合は、事前に子ども

の保護者全員に説明を行い、同意を得ることが必要です。ただし、保護者から給食提供

の依頼がある場合は提供が必要です。 
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様
式

１
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給食関係報告書（食物アレルギー誤食） 

 

NO     ― 

種別(該当に○) 事故   ／   ヒヤリ･ハット 

保育・教育施設名 （      区）   

施設長（園長）名   

発生日時    年   月   日 （  曜日） ＡＭ・ＰＭ   ：   

献立名  

原因食材(アレルギー)  エピペンの処方 有・無 

子どもの年齢  

発生 

状況 

と 

対応 

 

時間  
 
 
 
 
 
 
 
※医療機関の受診について 
 

 

子どもの様子と 

対応 
 

保護者対応  

発生原因  

再発防止策  

報告対象： 食物アレルギー対応食の提供で、誤食や、誤食につながる問題が発生した場合 
 

様式７ 
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こ 保 人 第 7 3 0 号 
平 成 2 9 年 9 月 1 1 日 

 
各保育・教育施設設置者 様  
        施設長 様  

横浜市こども青少年局保育・教育人材課長  
 

食物アレルギー誤食事故防止及び事故発生時の対応の徹底について（通知） 

  
 本市保育・教育行政の推進に御協力いただき、ありがとうございます。  

食物アレルギー誤食事故は、子どもの生命の危険にも及ぶことが想定され、事故防止が 
重要です。貴保育・教育施設におかれましては、日頃より食物アレルギー誤食事故防止に

努めておられることと思いますが、今一度マニュアル等を参考に事故防止の対応の再点検

を行っていただくとともに、誤食事故発生時の対応方法についても確認 し、全職員への周

知・徹底をお願いいたします。  
 
・食物アレルギー誤食事故が発生した際には、「保育所における食物アレルギー対応マニ

ュアル」にもとづき、「給食関係報告書」にて各区こども家庭支援課へ報告いただくこと

になっています。報告された「給食関係報告書」は、保育・教育人材課で取りまとめ、

区を通して情報提供させていただいています。職員間での内容の共有や研修での活用等

により、事故防止にお役立ていただきますよう、お願いします。  
 
 

 
・また、平成 28 年 10 月に、アレルギー誤食事故発生時の迅速な対応のため、以下に該

当する事例があった場合は、まず、各区こども家庭支援課へ速やかに電話で第一報 して

いただくようお願いしています。（平成 28 年 10 月 20 日こ保人第 814 号）  
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
※「保育所における食物アレルギー対応マニュアル」（平成 26 年 3 月発行）  
  http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/unei/20140220104339.html  

担当 保育・教育人材課  
宮本・古川  

         電話 045-671-2397 
  FAX 045-664-5479                             

🌼🌼各区へ電話で第一報していただきたい事例 

① 重篤事故発生時(救急搬送、エピペン使用等) 
② 発症者が複数の場合  
③ 調理室での混入、または納品された加工食品での混入が原因と疑われる場合  

 
【③の例】  
・アレルゲンを除去した除去食を調理、提供したが、喫食後に食物アレルギーと思われる症状が発生
し、原因が特定できていない場合  
・パンやウインナー、練り製品などの加工品も含めて、アレルゲンのない食材を発注し、アレルギー
対応食を提供したが、喫食後に食物アレルギーと思われる症状が発生した場合  

 

🌼🌼食物アレルギー誤食事故が起きた際には、「給食関係報告書」を区役所に提出してください。 

※添付資料：給食関係報告書（食物アレルギー誤食等）【様式７】  
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電話で第一報 

情報共有 

電話で第一報 

 

 
 

一覧表添付 

情報共有 一報 

一報 
一報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重篤事故 

② 発症者が複数 

③ 調理室・加工食品での混入が原因の疑い 

症状の確認 

アレルギー誤食事故発生 

事故発生原因の分析 

再発防止策の検討 

給食関係報告書の作成 

区

こ

ど

も

家

庭

支

援

課 

こども 

青少年局 

保育・教育

支援課 報告書を取りまとめ、

各施設、医療局へ 

情報提供 

症状有 

第一報後、給食関係 

報告書の提出を確認 

内容の確認 

医療局食品衛生課 

症状無 
非該当 

該当 

情報共有 

保育・教育施設等での食物アレルギー誤食事故発生時の連絡体制

必要に応じて施設等へ

電話連絡や立入調査を

実施 

施

設

等 

報告書確認 聞き取り 

電話で第一報 

区生活衛生課 
報告書を確認 

報告書送付 

聞き取りメモに

よる報告 

給食関係報告書の提出 

施設等は、第一報後、

給食関係報告書を 

作成し提出 

令和５年４月１日更新 
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１ 給付認定について

保育所等、幼稚園、認定こども園を利用する際は、

利用に伴う給付にあたって、教育・保育の必要性に

応じた給付認定を受ける必要があります。

※給付認定は必ず利用を開始するまでに受ける必要が

あります。

保育所等、施設型給付園（以下「幼稚園」）、
認定こども園の利用に対して給付

＜給付認定の種類＞

給付認定は、支給される給付の種類により、

・「教育・保育給付認定（法第19条認定）」

・「施設等利用給付認定（法第30条の４認定）」

に区分されます。

幼稚園・認定こども園における預かり保育、
認可外保育施設、一時保育 等の利用に対して
給付（無償化給付）

法第19条
認定

法第30条の４
認定

⇒保育所等、幼稚園、認定こども園の教育時間の
利用には、法第19条認定が必須

２　認定利用調整・利用決定後の手続きについて
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認定区分 年齢
保育の
必要性

利用できる施設・事業

法第19条１号認定

＜教育標準時間＞

満３歳
以上

なし※
幼稚園

認定こども園（教育利用）

法第19条２号認定

＜保育標準時間／
保育短時間＞

満３歳
以上

あり
保育所

認定こども園（保育利用）

法第19条３号認定

＜保育標準時間／
保育短時間＞

満３歳
未満

あり

保育所、認定こども園（保育利用）

家庭的保育事業、小規模保育事業

事業所内保育事業など

＜法第19条認定の区分＞

利用者は、３つの区分のいずれかの認定を受ける必要があります。

※ 保育の必要性があっても、幼稚園・認定こども園（教育利用）を
利用する場合は、原則、法第19条１号認定となります。
幼稚園等の預かり保育に係る認定については、 30条で説明します。

＜保育必要量＞

法第19条２号または３号認定を受ける方は、「給付費

を支給する量」である保育必要量※の認定も行います。

保育必要量は『保育標準時間』または『保育短時間』の

２種類に区分されます。

※保育必要量は、保護者の意向や保育を必要とする状況（就労など）

から、横浜市が決定します。

１日あたり最長11時間の保育に対する給付

１日あたり最長８時間の保育に対する給付

保育標準時間

保育短時間

保育所等
認定こども園（保育利用）
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認定区分 年齢等
保育の
必要性

利用できる施設・事業

法第30条の４

１号認定

満３歳
以上

なし 私学助成園 等

法第30条の４

２号認定

３歳児
クラス以上

あり

幼稚園等預かり保育

認可外保育施設、一時保育 等
法第30条の４

３号認定

２歳児
クラス以下

かつ
非課税世帯

あり

＜法第30条の４認定の区分＞

幼稚園等預かり保育の利用者が無償化の対象となるためには、

法第30条の４ ２号または３号認定を受ける必要があります。
※市型預かり保育（わくわく！はまタイム）は、

２号・３号認定に満たない就労等の場合でも利用可能です。

給付認定のまとめ

利用者が必要な認定区分は、次の通りとなります。

預かり保育 教育標準時間（4時間） 預かり保育

幼稚園
認定こども園（教育利用）

保育所等
認定こども園（保育利用）

法第19条 １号認定（必須）

法第30条の４ ２号または３号認定
（預かり保育等を利用し、無償化を受ける場合）

法第19条 ２号または３号認定（必須）

保育標準時間（11時間）または保育短時間（8時間）
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２ 利用手続きについて
幼稚園・認定こども園（教育利用）と、保育所等・認

定こども園（保育利用）では、利用開始までの手続きが
異なります。

園が入園内定者を決定する。

内定者は給付認定申請を行う。
（園にて書類を取りまとめ、横浜市へ提出

していただきます。）

園の利用開始

区役所にて、保育の必要度に
応じて利用調整を行う。

保護者は区役所に給付認定
と利用の申請を行う。

園と保護者との間で利用契約を結ぶ。
※私立保育所を除く

内定した場合

幼稚園・認定こども園（教育利用） 保育所・認定こども園（保育利用）

（１）令和６年４月利用（新規）の手続き

時期 園 利用者 区役所 市事務処理ｾﾝﾀｰ

10月

11月

12月

１月～
２月

３月

４月

幼稚園
認定こども園（教育利用）

利用契約の報告※６

重要事項説明⇒利用契約※５

契約締結登録者一覧
※７ 利用料通知書

利用開始

応募

園児募集

申請書とりまとめ
※４

認定申請※３

内定者の一覧
(施設利用者一覧)

利用案内配付※１

入園内定※２

認定
給付認定決定通知書

契約登録・
副食費免除
の決定

申請受付
↓

システム反映
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【説明】

番号 項目 説明

※１ 利用案内配付
(区役所→園)

申請書同封の利用案内を10月上旬ごろ園に送付します。

※２ 利用案内配付
(園→利用者)

園から利用者（主に内定者）に、利用案内を配付します。
※利用案内は、各区役所でも配付しています。

※３ 認定申請 内定者から園に申請書類（給付認定申請書、利用施設等
届出書、マイナンバー記入用紙 等）※を提出します。
※法第30条の４ 2号・3号認定が必要な方は、保育の必要性を

証明する書類も必要です。

※４ 申請書類の
とりまとめ

園にて申請書類をとりまとめます。
（指定日に横浜市の委託事業者が書類を回収します。）

※５ 利用契約 施設利用者一覧を確認の上、利用契約を締結します。
※必要に応じて利用者から給付認定決定通知書の提示を受けて

ください。

※６ 利用契約の
報告

施設利用者一覧を加除修正して契約者一覧を作成し、
園所在の区の区役所こども家庭支援課に提出します。

※７ 契約締結登録
者一覧

４月からの利用が決定した児童について、区役所から園
に契約締結登録者一覧を送付します。
（一覧には、副食費の免除対象者も記載されています。）

幼稚園
認定こども園（教育利用）

(２)毎月の新規申込手続き

時期 園 利用者 区役所

利用開始月

重要事項説明⇒利用契約※３

契約締結登録者一覧※５ 利用料通知書

利用開始

内定者の一覧
（施設利用者一覧）

※ 利用開始月に間に合うよう、早めの手続きが必要です。

幼稚園
認定こども園（教育利用）

利用契約の報告
※４ 契約登録・

副食費免除
の決定

認定

認定申請※１

給付認定決定通知書

入園内定

申請書類とりまとめ
※２
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【説明】

番号 項目 説明

※１ 認定申請 内定者から園に申請書類（給付認定申請書、利用施設等
届出書、マイナンバー等）※を提出します。
※法第30条の４ 2号・3号認定が必要な方は、保育の必要性を

証明する書類も必要です。

※２ 申請書類
とりまとめ

申請書類をとりまとめ、利用開始日までに園所在の区の
区役所こども家庭支援課に提出します。

※３ 利用契約 施設利用者一覧を確認の上、利用契約を締結します。
※必要に応じて保護者から給付認定決定通知書の提示を受けて

ください。

※４ 利用契約の報告 施設利用者一覧を加除修正して契約者一覧を作成し、
園所在の区の区役所こども家庭支援課に提出します。

※５ 契約締結者一覧 該当月からの利用が決定した児童について、区役所から
園に契約締結登録者一覧を送付します。
（一覧には、副食費の免除対象者も記載されています。）

幼稚園
認定こども園（教育利用）

利用者（保護者）は居住市区町村において認定を受ける必要があります。

居住市区町村に確認していただき、その指示に基づいて対応をお願いします。

１

申請書は市区町村により異なります。

事前に居住市区町村から園が取り寄せてご用意いただくか、居住市区町村に
保護者から問い合わせるようご案内ください。

２

園と利用者の間で契約を締結します。

支給認定証、又は利用者負担額に関する通知の提示を受け、写しをもらって
ください。

３

認定証等の写しを横浜市に送付します。

こども青少年局保育・教育運営課給付担当に提出してください。

４

居住市区町村より、利用料のお知らせ等が届きます。５

(３)市外に居住する児童の場合
幼稚園

認定こども園（教育利用）

※提出日などのスケジュールは、利用者の居住市区町村にご確認ください。
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（４）令和６年４月利用（一次申請）について

時期 園 利用者 区役所 市事務処理ｾﾝﾀｰ

10月

11月

12月

１～２月

３月

４月

利用申請

認定給付認定決定通知書

内定者の一覧
（施設・事業利用調整結

果一覧）※１

利用調整結果

又は

利用の決定
利用料の決定契約締結登録者一覧

※４

利用料通知書

利用開始

認定申請

内定 保留

重要事項説明⇒利用契約※２

利用案内配付

利用契約の報告※３

保育所等
認定こども園（保育利用）

申請受理
↓

システム反映

一次利用調整

保留の場合は、自動的に二次
利用調整の対象になります。

【説明】

番号 項目 説明

※１ 施設・事業
利用調整結
果一覧

利用調整の結果として、内定者の一覧である施設・事業利
用調整結果一覧を区役所から園に送付します。

※２ 利用契約 施設・事業利用調整結果一覧を確認の上、利用契約を締結
します。（必要に応じて利用者から給付認定決定通知書の提示を
受けてください。）
※私立保育所を除く

※３ 利用契約の
報告

施設・事業利用調整結果一覧を加除修正して契約者一覧を
作成し、園所在の区の区役所こども家庭支援課に提出しま
す。
※私立保育所を除く

※４ 契約締結登
録者一覧

令和６年４月からの契約者が決定し、区役所から園に契約
締結登録者一覧を送付します、
（一覧には、各利用者の利用料が記載されています。）

保育所等
認定こども園（保育利用）
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時期 園 利用者 区役所

１月

２月

３月

４月

自動的に翌月以降の利用
調整の対象になります。
（翌年３月31日まで）

利用調整結果（一次）
の場合

保留

二次利用調整

利用調整結果通知
又は内定 保留

内定者の一覧
（施設・事業利用調整結

果一覧）

利用の決定
（利用料の決定）

契約締結登録者一覧 利用料通知書

利用開始

重要事項説明⇒利用契約

（５）令和６年４月利用（二次申請）について

利用契約の報告

認定

給付認定決定通知書

利用申請認定申請

保育所等
認定こども園（保育利用）

時期 園 利用者 区役所

利用
開始
前月

利用
開始月

（６）毎月の利用申請について

認定申請

利用申請
認定

給付認定決定通知書

利用調整結果通知

又は内定 保留

内定者の一覧
（施設・事業利用調整結

果一覧）

重要事項説明⇒利用契約

利用締結登録者一覧

利用調整

利用契約の報告

利用料通知書

利用を希望する月により、
申請期間が異なります。

保留の場合は、自動的に翌月
以降の利用調整の対象になり
ます。

利用開始

保育所等
認定こども園（保育利用）

利用の決定
（利用料の決定）
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（７）市外に居住する児童の場合

※申請締切日などのスケジュールは、利用者の居住市区町村にご確認
ください。

保育所等
認定こども園（保育利用）

利用者（保護者）は横浜市の申請締切日の一週間程度前までに居住
市区町村に給付認定申請及び利用申請を行います。

１

居住市区町村から利用者あてに利用調整結果が通知されます。２

園と利用者の間で契約を締結します。 ※私立保育所を除く３

居住市区町村から、利用料のお知らせ等が届きます。４

３ 保育所等と幼稚園の併願について

幼稚園の内定を得た利用者が、保育所等の入所を併願している場合が
あります。

１

保育所等の利用を申請する場合、一旦、法第19条２号認定を受ける
必要があります。

２

保育所等の利用調整の結果を区から利用者に通知します。
あわせて、区から利用者に対し、入園の意向の有無を幼稚園に伝える
よう連絡をします。

３

利用調整の結果、保育所等が保留となり、幼稚園を利用する場合、
原則、利用者は、法第19条１号認定への認定変更を区に申請します。

※ただし、幼稚園に通いながら保育所等の空きを待つ場合は、認定変更を
せず法第19条２号認定のまま幼稚園を利用します。

４
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時期 幼稚園 利用者 区・市事務処理ｾﾝﾀｰ

認定・利用申請

申請書類
とりまとめ

入園内定

園児募集 応募

申請受理

認定申請

認定決定通知書

２号

利用調整結果
通知

利用調整

幼稚園の利用を希望 幼稚園と保育所の
利用意向確認施設・事業利用者一覧

利用契約の報告

２号

２号

契約登録・
副食費免除
の決定

利用開始

利用料通知書

10月頃

11月頃

１月

２月

３月末

４月

保育所と幼稚園の併願

認定変更申請 認定変更（２号→１号）

※スケジュールは4月一次利用調整の場合

１号

申請受理

契約締結登録者一覧

重要事項説明⇒契約締結

認定（２号）

４ 現況確認について

対象者については、毎年、保育を必要とする状況に引き続き該当して

いることの確認を行う必要があります。そのため、対象の保護者に対して

現況届出書及び証明書類の提出を求めています。

この確認を『現況確認』といいます。

また、対象者①の方に提出いただく書類は、９月から翌年８月までの

利用料を確定するためにも必要です。

現況届出書の利用者への配付・回収にあたっては、園を通じて行って

います。詳細は４月ごろに別途お知らせいたします。

対象者

①保育所等・認定こども園（保育利用）を利用している方

②幼稚園・認定こども園（教育利用）を利用し、法第30条の４
２号・３号認定を持っている方

-38-



・保育の必要性が確認できず、保育所等・認定こども園（保育利用）

を利用できなくなります。

・預かり保育の部分について、無償化の対象外となります。

現況届出書の提出がない場合

保育所等、認定こども園（保育利用）

幼稚園、認定こども園（教育利用）

＜スケジュール予定＞

4月下旬 園を通じて利用者に現況届出書を配付

5月下旬 利用者が園に現況届出書等を提出

園が横浜市に現況届出書等を提出

８月下旬 利用者に利用料変更通知書等、

園に施設・事業利用者一覧及び

契約児童情報変更票を送付

9月1日 利用料変更

園

保護者 横浜市

(1)現況届出書を配送
（市委託の配達業者）

(2)現況届出書を配付

(3)現況届出書を提出

(4)回収した現況届出書を提出

(６)施設・事業利用者一覧
契約児童情報変更票
を送付

(７)利用料変更通知書等を送付

(５)審査事務

現況確認の流れ
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３－１ 地域型保育事業（小規模・事業所内・家庭的）連携施設設定について 

 

１ 連携施設設定の目的 
地域型保育事業は、０～２歳児が対象であり、かつ 19 人以下の定員構成で保育所等と比べ小規模です。

３歳児以降（１号及び２号認定）の「卒園後の進級先の確保」や、保育従事者等が２人から５人程度と少

人数となり施設面積も小規模となるため「保育内容の支援」が求められています。そのため、利用児童に

対する継続的な保育・教育の提供のため連携施設の設定が必要となります。 

また、連携施設は、保護者が園を選択する際の一要素となります。 

 

２ 連携施設の基準及び連携内容 

(1) 連携施設設定基準 

「横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例」（以下「基準条例」という。） 

 

 

 

 

 

 

(2) 連携内容（大きく３つに分かれています。） 

ア 保育内容の支援 

   

 

 

                                                      

① 集団保育を体験させるための機会の設定 

     例：「園庭での合同保育」、「合同での行事」、「園庭の開放」、等 

② 保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言 

③ その他の保育の内容に関する支援 

例：「嘱託医による合同の健康診断」、「合同での職員研修」等 

 

 

イ 卒園後の進級先の確保 

   

 

 

 
 

※連携施設は一つの地域型保育事業において複数設定することも可能です。 

 

 

 

ウ 代替保育の提供 

   

 

 

 
※法人等で、円滑に法人内での対応ができる場合や、十分な保育士数を確保しておりその中で 

対応できる場合等においては、必ずしも設定する必要はありません。 

 

 

 

利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育

事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。（基準条例第６条（１）） 

当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児（事業所内保育事業の利用

乳幼児にあたっては、第 43 条のその他乳幼児に限る。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該

利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保

育を提供すること。（基準条例第６条（３）） 

必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供すること

ができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。）を提供すること。

（基準条例第６条（２）） 

利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の

終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事

項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園を適切に確保しなければならない。（基

準条例第６条抜粋） 
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３ 連携施設設定の手続き 

 (1) 地域型保育事業者と連携先（保育所、幼稚園、認定こども園）で覚書を締結します。 

(2) 覚書の記載内容については任意ですが、記入内容について注意点があります。 

「５覚書作成にあたっての注意事項」、「６覚書の作成例」参照。 

 (3) 覚書締結後は、連携元となる地域型保育事業者が下記覚書提出先に覚書の写しをご提出ください。 

提出締切 

締結内容 

覚書提出先 保育内容の

支援 

卒園後の 

進級先 

代替保育の

提供 

認可確認申請書提出

期日もしくは、開所日

まで 

必須※１ 任意 
こども青少年局 

こども施設整備課 

 

開所後～ 

 

変更又は新規締結の場合に提出 
各区 

こども家庭支援課 

  ※１進級先の連携施設を設定する前に、予め区こども家庭支援課にご相談いただくことも可能です。 

 

４ 連携を設定することによるメリット 

地域型保育事業者にとって連携施設となる保育所、幼稚園及び認定こども園は、積極的に連携を行

い、地域の保育・教育を担う施設となっていただきたいと考えています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

連携先（認可保育所、幼稚園、認定こども園）のメリット 

◎ 保育者同士の交流 

   保育者同士の相談や効果的な研修機会の設定をすることで、人材育成につながります。 

   ２歳児からの児童の受入をしている施設であれば、同じ年齢における保育・幼児教育について

の相談等がよりしやすい環境となります。 

◎ 継続的な園児の確保 

     連携元の卒園児を受け入れることで、継続的に園児数が確保でき、安定した運営ができます。

◎ 地域の児童・保護者の期待に応える地域貢献 

 共働き世帯が増加するなかで、乳児期から幼児期に向けて交流のある施設に通園できることは

児童や保護者の安心につながります。 

◎ 「連携施設受諾促進加算」 

一定の条件を満たす場合に、当市独自助成が受けられます。 

    連携に係る人件費や事務費としてお使いいただけます。 

助成額  *条件等は「参考資料 連携施設受諾促進加算の諸条件について」参照。 

認可保育所 Ａ区分 241,130 円、Ｂ区分 120,570 円 

幼稚園 Ａ区分 89,000 円、 Ｂ区分 60,300 円 

認定こども園 Ａ区分 241,130 円、Ｂ区分 89,000 円、Ｃ区分 60,300 円 

※連携先のみが対象です。複数施設と連携している場合にも金額は変わりません。 
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５ 覚書作成にあたっての注意事項 

覚書内容については両者協議のうえ任意に設定していただくことができますが、記入内容について 

は下記の点に注意してください。 

 

 (1) 「卒園後の進級先」の人数 

  地域型保育事業 

  ２歳児定員数かつ２歳児の入所児童数以上の進級先の確保が必要です。事業所内保育事業は、地

域枠の２歳児定員数かつ２歳児の入所児童数以上の進級先の確保が必要であり、従業員枠の児童が

連携枠を使用して優先入所を利用することはできません。 

 

   保育所 

   毎年確実に入所数が確保できることを確認するため、卒園後の進級先として設定できるのは、 

「原則、利用定員の２歳児と３歳児の数の差」です。毎年定員外を受け入れていただいている園は、

利用定員の差以上の人数で結ぶことも可能です。 

ただし、毎年必ず受け入れていただかなければならない人数なので、職員が確保できない等の理由

で受け入れができないという状況に至らないようにお願いします。利用定員の２歳児と３歳児の数

の差以上で連携を行う場合は、必ず各区こども家庭支援課にご相談の上、覚書を締結してください。 

 

【原則】                   【例外（毎年定員外受入実施の場合）】 

  
 

  

  幼稚園 

    既存施設の定員数、幼稚園の設置基準及び職員配置等を踏まえ、幼稚園が受入可能と申し出の 

あった人数で設定します。 

 

認定こども園 

１号認定、２号認定の認可定員を区分して確認します。１号認定は、幼稚園の連携枠の考え方と

同じです。２号認定の連携の考え方は、保育所と同じです。 

 

 (2) 連携施設数 

施設数の設定については、連携元：連携先＝１：１、１：複数、複数：１いずれも可能です。

その場合は 1 事業所ごとに覚書を締結します。ただし、連携先となる施設は、認可基準（施設面

積、職員配置等）や体制等を確認し、しっかりと管理できるようにしてください。 
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６ 覚書の作成例（ひな形） 

 

連携に関する覚書 

 

○○法人○○（以下「甲」という。）と●●法人●●（以下「乙」という。）は、甲が

運営する○○園及び乙が運営する小規模保育事業●●園との間における連携施

設の設定について次のとおり覚書を締結するものとする。 

 

（目的） 

第１条 この覚書は、甲と乙がそれぞれ運営する第２条で示す施設間において横浜市

家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例第６条における連携内容に

ついて定めることを目的とする。 

（対象となる施設及び事業の概要） 

第２条 対象となる施設及び事業は以下のとおりとする。 

 甲の運営する施設（以下「甲施設」という。） 

  １ 名称       ○○園 

  ２ 物件所在地 

  ３ 施設類型     

 乙の運営する事業（以下「乙事業」という。） 

  １ 名称       小規模保育事業●●園 

  ２ 物件所在地 

  ３ 事業類型     

（保育内容の支援） 

第３条 甲施設は、乙事業の児童に対して、定期的に施設や屋外遊戯場を開放す

るものとする。 

２ 甲施設は、乙事業の児童に対して、集団保育を通じた児童同士の関係作りの一

環として甲施設の児童との合同保育（運動会やお遊戯会等の行事）を実施するこ

ととする。 

３ 甲施設は、乙事業の保育に関して適切な助言を行うなど、必要な支援を行う。 

４ 甲施設は、乙事業の児童の健康診断や健康管理に関し、必要な支援を行う。 

（代替保育の提供） 

第４条 甲施設は、乙事業の職員が病気や研修受講等により保育を提供できない

場合には、必要に応じて代替保育を提供する。 

２ 乙事業は、甲施設に対して、乙事業へ代替要員の派遣を依頼する場合には、代

替要員１人につき●●，●●●円（１日あたり）を支払うものとする。 

３ 乙事業は、甲施設に対して、乙事業の児童を甲施設で保育することを依頼する

場合には、児童１人につき●，●●●円（１日あたり）を支払うものとする。 

（卒園後の受け入れ） 

第５条 甲施設は、乙事業の卒園児が就学前まで利用できる枠を●名以上確保す

る。 

２ 甲施設は毎年４月末までに前項で定めた人数もしくはそれ以上の入所可能人数

を乙事業へ報告する。 

３ 乙事業は毎年○月末までに甲施設への入園を希望する者の数を調査し、報告す

る。 

４ 甲施設は、前項の報告により翌年度４月から受け入れする児童の数を確定し、そ

の後の受入数の変更は、原則として行わないものとする。ただし、乙事業から報告を受

けた以上に、甲施設が受け入れ可能と判断した場合は、この限りではない。 

５ 甲は、乙事業の卒園児の保護者が卒園後の受け入れを希望した場合には、前

項で定める人数の卒園児を甲施設で確実に受入れできるよう、毎年度受入れ体

制を整えるものとする。 

【記入時の注意事項】 
 

①事業種別（社会福祉法人、

学校法人、株式会社等の別）

と施設名称を明確に記入しま

す。 

 

②第２条：対象事業と施設名

称を明確に記入します。 

「名称」 

○○保育園 

「施設類型」  

甲の認可保育所、幼稚

園、認定こども園の別 

「事業類型」 

乙の小規模保育事業 A

型、B 型、C 型の別 

 

 

 

 

 

 

 

③連携先と連携元を明確にし

ます。どちらの事業者がどちらの

事業者に対して行うものかをわか

りやすく記入してください。 

 

④第３条：「保育内容の支

援」については必ず記入しま

す。 

 

⑤第４条「代替保育の提供」、

第５条「卒園後の受け入れ」に

ついては設定されていれば記入

します。 

 

⑥第４条：金額は両者協議の

上、必要があれば設定してくださ

い。金額を設定しないことも可能

です。 

 

⑦第５条：卒園後の受入枠は

低人数を記入します。 

年度ごとに設定人数以上の人

数を受け入れることは可能です。

ただし、設定人数を下回る可能

性のあるような表現は記入しな

いでください。（優先入所枠確保

のため） 

不適切な例：「原則３人以上

確保する。ただし、毎年の在

園児の入所状況により変更

することがある。」 

 

第３条から第８条の詳

細内容については両者

協議の上決定してくださ
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６  乙は、甲施設への進級が決定した乙事業の卒園児を甲施設が円滑に受入れ

できるようにし、当該卒園児の保育に必要な情報（当該卒園児の保護者に事

前に同意を得たものに限る。）を提供するものとする。 

（食事の提供） 

第６条 甲施設は、次の各号に配慮し、乙事業の児童に対し食事を提供する。 

（１）児童の年齢、発達の段階、健康状態に応じた内容の食事とし、提供する前月

●●日までに食事の献立表（アレルギー等に対応するため、主な食材を記載し

たもの）を乙事業に提出する。 

（２）アレルギー等への配慮が必要な児童の食事の誤食を防ぐため、除去食の内容

（卵、牛乳除去等）を表示した専用の容器で搬入する。 

２ 乙事業は、食事を加熱、保存等の調理機能を有する設備を備え、甲施設から搬

入された食事を適切に処理したうえで、乙事業の責任で児童に食事を提供する。 

３ 乙事業は、アレルギー等への配慮が必要な児童の食事の誤食を防ぐため、次の各

号により、児童に食事を提供する。 

（１）第１項の献立表を確認し、アレルギー等への配慮が必要な食材の有無を前月末

までに甲施設へ連絡する。 

（２）アレルギー等への配慮が必要な児童の食事の誤食を防ぐため、食事の搬入時

に、第１項の献立表等により除去食の内容を確認する。 

４ 乙事業が甲施設に依頼する食事数量の連絡や代金精算の方法は、別途、定め

る。 

（事故への対応） 

第７条 交流事業における甲施設及び乙事業の利用児童の事故等に関しては、原

則として利用児童が在籍する施設において責任を負う。 

２ 利用児童が甲乙の施設を移動する際には、利用児童が在籍する施設において十

分に監督できる職員を配置するとともに、移動中の事故等に関しては、原則として

利用児童が在籍する施設において責任を負う。 

（連携に係る経費の負担） 

第８条 乙事業は甲施設に対して、連携施設経費として月額●●●●●円を負担

する。 

２ 甲施設は乙事業に対して、連携をおこなった月の翌月以降に請求書を交付し、

連携施設経費を請求することができる。 

３ 乙事業は甲施設からの請求書を受領してから１５日以内に遅滞なく支払うこととす

る。 

（効力の期間） 

第９条 この覚書の効力は、令和●年●月●日から●年間とする。 

（変更及び解除） 

第 10 条 甲乙いずれかの都合により本協定を変更又は解除する場合は、●か月前

まで相手方に申し出なければならない。なお、期間中申し出がない場合、この協定は

以後自動的に継続されるものとする。 

２ 変更及び解除する場合、乙事業に在籍する児童及びその保護者に 大限配慮

して、適用の時期その他の対応について、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（信義誠実の原則） 

第 11 条 甲と乙は、この覚書の履行に際しては、信義誠実の原則に基づいて履行す

るものとする。ただし、この覚書の項目を履行しないために相手方に損害を与えたと

きは、その損害に相当する金員を損害賠償として相手方に支払わなければならな

い。 

（疑義の決定） 

第 12 条 この覚書に疑義が生じたとき、又はこの覚書に定めのない事項については、

甲乙協議のうえ定めるものとする。 

     

⑧第５条：認定こども園は 1 号

認定と 2 号認定の人数を分け

て記入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨第８条：金額は両者協議の

上、必要があれば設定してくださ

い。金額を設定しないことも可能

です。 

 

 

 

⑩第９条：期間を明記します。 

連携先となる保育所・幼稚園・

認定こども園が開所予定施設

の場合、次の文言を加えてくださ

い。 

『この覚書の効力は、令和●年

●月●日から●年間とする。た

だし、第５条に定める卒園後の

受け入れについては令和●年●

月●日より効力が発生する。 

２ 甲が運営する施設が令和●

●年４月１日に開所できない場

合は、前項の効力は無効とな

る。』 
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この覚書を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各１通を 

保有する。 
 

令和  年  月  日 

 

甲 横浜市△△区△△町■丁目■番■号 

○○法人○○  

理事長 ○○ ○○  印 

  

乙 横浜市△△区△△町■丁目■番■号 

●●●法人●● 

代表取締役 ●● ●●  印 

 

 

７ お問合せ先 

内容 部署 電話番号 

メールアドレス 

認可・確認申請手続き こども青少年局 

こども施設整備課 

地域型保育事業担当 

045-671-4146 

kd-seibi@ 

city.yokohama.jp 連携施設設定に係る覚書の記入方法 

連携内容変更について 

各区こども家庭支援課 - 地域の連携先、連携元に関する施設情報 

開所後の連携施設設定について 

連携施設受諾促進加算について 
こども青少年局 

保育・教育運営課 
045‐671‐3564 
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【参考資料】連携施設受諾促進加算の諸条件について（５年度） 

連携先 月額助成単価 支給条件 

認
可
保
育
所 

Ａ 区

分 
241,130 円 

支給条件 

下記の条件①ア、イ、ウ全てに該当すること又は条件②ア、イ両方に該当すること。 

条件ア 保育内容の支援（以下のうち３項目以上に該当する） 

       ・必要に応じて連携施設の代替保育を実施することとしている。 

       ・事業者からの相談に応じ、保育に関する助言を行うなど、必要な支援を行う。 

         ・施設の状況に応じ、連携施設に対して施設や園庭を開放する。 

       ・連携施設の児童に対して、集団における活動の体験や児童同士の関係づくり 

の一環として交流保育等を実施する。 

       ・連携施設の児童の健康診断や健康管理に関して、必要な支援を行う。 

 ・連携施設との合同研修・職員交流を実施する 

       ・連携施設への給食の提供を実施している。 

  条件イ 一時保育事業又は地域子育て支援※を実施している。 

※地域子育て支援の例 

         地域の子どもへの園庭開放、地域の保護者への育児講座、育児相談 

の実施、地域の子育て支援活動への参加（赤ちゃん教室や子育てサロ 

ン等） 

  条件ウ 連携施設児童の卒園後の受入枠を設定している。 

単価 

  条件①ア、イ、ウ全てに該当する場合       A 区分 241,130 円 

  条件②ア、イ両方に該当する場合         B 区分 120,570 円 

 

＊複数施設と連携している場合も１施設あたりの助成額は同じです。 

Ｂ 区

分 
120,570 円 

幼
稚
園 

Ａ 区

分 
89,000 円 

支給条件 

 条件ア 横浜市私立幼稚園等預かり保育事業（通常型・平日型）（就労要件のある 
横浜市型の預かり保育）を実施している。 

 条件イ 連携施設児童の卒園後の受入枠を設定している。 

 条件ウ 保育内容の支援について、以下の①～③の項目を全て実施している。 

      ・①事業者からの相談に応じ、保育に関する助言を行うなど、必要な支援を行 

う。 

      ・②施設の状況に応じ、連携施設に対して、施設や園庭を開放する。 

      ・③連携施設の児童に対して、集団における活動の体験や児童同士の関係づく

りの一環として交流保育等を実施する。 

単価 

 条件① ア、イ、ウ全てに該当する場合       Ａ区分 89,000 円 

 条件② ア、イともに該当する場合          Ｂ区分 60,300 円 

 

＊複数施設と連携している場合も１施設あたりの助成額は同じです。 

Ｂ 区

分 
60,300 円 

認
定
こ
ど
も
園 

Ａ 区

分 
241,130 円 

支給条件 

 条件ア 連携施設児童の卒園後の受け入れ枠を設定している。 

 条件イ 保育内容の支援を行っている。（以下のうち３項目以上該当する） 

      ・必要に応じて連携施設の代替保育を実施することとしている。 

      ・事業者からの相談に応じ、保育に関する助言を行うなど必要な支援を行う。 

      ・施設の状況に応じ、連携施設に対して施設や園庭を開放する。 

      ・連携施設の児童に対して、集団における活動の体験や児童同士の関係づくりの

一環として交流保育等を実施する。 

      ・連携施設の児童の健康診断や健康管理に関して必要な支援を行う。 

      ・連携施設との合同研修・職員交流を実施する。 

      ・連携施設への給食の提供を実施している。 

 条件ウ ３号認定の保育を実施している。 

単価 

 条件① ア、イ、ウ全てに該当する場合      Ａ区分 241,130 円 

 条件② ア、イ両方に該当する場合        Ｂ区分 89,000 円 

 条件③ アのみに該当する場合           Ｃ区分 60,300 円 

＊複数施設と連携している場合も１施設あたりの助成額は同じです。 

Ｂ 区

分 
89,000 円 

Ｃ 区

分 
60,300 円 
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３-２ 連携施設への進級の仕組みについて 

 

１ 連携施設へ進級させる際の取扱い 

卒園後の進級先の確保のため、連携施設を設定している場合は、連携施設に優先して入所でき

る制度（以下、「優先入所」）を設けています。すべての保護者の希望に応じた優先入所枠を確保

できない場合は、進級先によって決定者と選考基準（どの児童をどの進級先へ進級させるか）が

異なります。 

進級先 決定者 選考基準 

幼稚園・ 

認定こども園（教育利用） 
園の代表者 園の選考基準 

保育所・ 

認定こども園（保育利用） 

横浜市各区 

福祉保健センター長 
横浜市の利用調整基準 

 

＜卒園児が連携施設に進級する具体的なケース＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例１） 
Ａ事業の進級希望者３名に対し、連携先の B幼
稚園に３枠ある場合 
 
 
 
 
 

【進級先の調整は不要】 
保護者の希望に応じて進級可能 

（例３） 
Ａ事業の進級希望者３名に対し、連携先のＢ幼
稚園に３枠、Ｃ保育所に３枠ある場合 
 
 
 
 
 

 
【進級先の調整は不要】 

保護者の希望に応じて進級可能 
 

Ａ事業 
３名 

希望に 
応じて進級 

（例２） 
Ａ事業の進級希望者３名に対し、連携先の C保
育所に３枠ある場合 
 
 
 
 
 

【進級先の調整は不要】 
保護者の希望に応じて進級可能 

 

Ａ事業 
３名 C 保育所に３枠 

（例４） 
Ａ事業の進級希望者４名に対し、連携先のＢ幼
稚園に２枠、Ｃ保育所とＤ保育所に１枠ずつあ
る場合 
 
 
 
 
 

【進級先を調整することが必要】 
どの児童がどの園に進級するか 

Ａ事業 
４名 

Ｂ幼稚園に２枠 

Ｃ保育所に１枠 

Ｄ保育所に１枠 

Ｂ幼稚園に３枠 

Ｃ保育所に３枠 

 

Ａ事業 
３名 B 幼稚園に３枠 

希望に 
応じて進級 

希望に 
応じて進級 
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２ 申請・申込みから決定までの流れ 
※１ 本項以降の「幼稚園」には「認定こども園(教育利用)」を、「保育所」には「認定こども園(保育利

用)」をそれぞれ含みます。 

※２ 本項以降の「区役所」は、特段の記載がない場合、園の所在区の区役所こども家庭支援課を指し

ます。 

 

（１）幼稚園に優先入所枠を持つ場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 保護者は、幼稚園（優先入所枠）へ、園の指定する日以降に直接申し込みます。 

幼稚園への申込は単願とします。 

② 幼稚園が優先入所枠の利用者を選考します。幼稚園（優先入所枠）に決まった場合は、進級と

なります。 

※ 幼稚園（連携先）の代表者は、市で定める期日までに決定者を区役所に報告します。 

※ 優先入所枠への進級者は決定しますが、県下幼稚園では願書受付を、11 月１日以降に統

一していることを踏まえ、正式な願書受付や入園料等の徴収をするときは、一般募集と同

様の 11 月１日以降（例年の場合）に行ってください。 

③ 幼稚園（優先入所枠）に不合格となった場合は、保護者は、幼稚園（通常枠）または保育所（一

次申請）への進級の希望を選択し、希望する場合は保護者ご自身で申込みます。 

    

（２）保育所に優先入所枠を持つ場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

本項以降の取扱いやスケジュール等は、令和６

年４月に連携施設へ進級する児童を対象とした

もので、今後変更の可能性があります。 

進級希望 

児童 
園を経由して 

保育所を申請 

区役所での 

利用調整 

保育所に 

進級 
幼稚園 

（通常枠） 

保育所 

（一次申請） 

＜優先入所枠への進級＞ ＜優先入所枠以外への進級＞ 

進級 

保留 

希
望
す
る
場
合
は
再
度
申
込
み
・申
請 

幼稚園へ直接 

申込み 

お住まいの 

区役所に 

申請 

１ 
２ 

３ 

進級希望 

児童 幼稚園での選考 

幼稚園に 

進級 
幼稚園 

（通常枠） 

保育所 

（一次申請） 

＜優先入所枠への進級＞ ＜優先入所枠以外への進級＞ 

優先入所枠への進級を希望しない場合 

進級 

希
望
す
る
場
合
は
再
度
申
込
み
・申
請 

幼稚園へ直接 

申込み 

お住まいの 

区役所に 

申請 

１ 
２ 

３ 

幼稚園へ直接 

申込み(単願) 

優先入所枠への進級を希望しない場合 

不合格 
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① 保護者は、保育所（優先入所枠）への利用申請を行います。優先入所枠が複数ある場合には、

希望する施設名をすべて記入します。申請書類は、園（地域型保育事業）経由で区役所に提出

します。 

② 区役所は保育所（優先入所枠）の利用調整を行います。 

利用調整の結果、保育所に決まった場合は、以降の利用調整は行われず、進級となります。 

③ 保留となった場合は、幼稚園（通常枠）または保育所（一次申請）への進級の希望を選択し、

希望する場合は保護者ご自身で申し込みます。 

 

（３）幼稚園と保育所の両方に優先入所枠を持つ場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 保護者は、幼稚園（優先入所枠）への進級を希望するか選択します。選択する場合は園の指定

する日以降に直接申し込みます。幼稚園への申込は単願とします。保育所（優先入所枠）のみ

を希望する場合、申請書類は、園（地域型保育事業）経由で区役所に提出します。 

② 幼稚園が優先入所枠の利用者を選考します。 

幼稚園（優先入所枠）に決まった場合は、進級となります。幼稚園（優先入所枠）の代表者は、

決定者を区役所に報告をします。 

③ 幼稚園（優先入所枠）に不合格となった場合、保護者は、保育所（優先入所枠）、幼稚園（通常

枠）または保育所（一次申請）への進級の希望を選択します。 

④ 区役所は保育所（優先入所枠）の利用調整を行います。 

利用調整の結果、保育所に決まった場合は、以降の利用調整は行われず進級となります。 

⑤ 保留となった場合は、幼稚園（通常枠）または保育所（一次申請）への進級の希望を選択し、

希望する場合は保護者ご自身で申し込みます。 

  

進級希望 

児童 

幼稚園での 

選考 

幼稚園へ直接 

申込み(単願) 

園を経由して 

保育所を申請 

区役所での 

利用調整 

幼稚園に 

進級 

保育所に 

進級 

幼稚園 

（通常枠） 

保育所 

（一次申請） 

＜優先入所枠への進級＞ ＜優先入所枠以外への進級＞ 

優先入所枠への進級を希望しない場合 

進級 

不合格 

進級 

保留 

希
望
す
る
場
合
は
再
度
申
込
み
・申
請 

幼稚園へ直接 

申込み 

お住まいの 

区役所に 

申請 

園を経由して 

保育所を申請 

２ 

３ 
１ 

４ ５ 
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３ 優先入所の対象となる児童（令和５年度参考） 

連携施設を持つ※１地域型保育事業・認可乳児保育所を利用していて、基準日※２に在籍し、当該

年度末に卒園となる児童※3 

    

※１…令和５年８月 31 日までに覚書を締結し、区役所に報告していることが必要です。 

※２…基準日：令和５年９月 30 日 

一時保育として利用している場合は対象外です。 

また、令和６年３月 31 日まで退所しないことが条件です。 

※３…市外在住児童や育児休業中で利用する児童も含みます。 

 

 

４ 連携施設への優先入所を希望しない児童 

幼稚園・認定こども園（教育利用）の通常枠に申し込む場合は、園に保護者ご自身で申込みま

す。また、保育所・認定こども園（保育利用）の４月利用申請（一次・二次）をする場合は、締

切日までにお住まいの区役所に保護者ご自身で申請します。 

 

 

５ 辞退の場合 

（１） 辞退者の取扱い 

連携施設への進級が決まった後の辞退は、原則、認められません。 

内定を辞退した場合でも、４月利用申請（一次・二次）の対象とはならず、５月利用申請

からの対象となります。ただし、次の場合には、例外的に申請できます。 

※例外的に申請できる場合 

転居した場合：内定を辞退した上で、年度途中申請または４月申請（二次のみ）が可能 

きょうだいを同園に揃えたい場合：内定を保持したままで、４月申請（二次のみ）が可能 

なお、幼稚園・認定こども園（教育利用）の通常枠の申込みについては、幼稚園・認定こ

ども園代表者の判断によります。 

（２）決定前の取下げ 

優先入所枠への利用申請を取り下げた場合は、４月利用申請（一次・二次）や幼稚園（通常

枠）に申請できますが、再度、優先入所枠への申請はできません。 
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６ 令和５年度のスケジュール（参考） 

時期 区役所（または市） 地域型保育事業・認可乳児保育所 連携施設 

８月 

   

９月 

   

10 月 

   

11 月 

   

  

意向調査を配布 

＜８月上旬＞ 

意向調査を 

保護者に配布 

意向調査を 

回収・提出 

意向調査を受付 

＜８月下旬＞ 

受入枠の調整 

＜９月下旬＞ 

受入枠の調整 

＜９月下旬＞ 

受入枠の報告 

＜９月下旬＞ 

申請書類一式を配布 

＜９月中旬＞ 

申請書類一式を 

保護者に配布 

連携先が 
保育所の場合 

連携先が 
保育所の場合 

優先入所枠への 

申込み受付・選考 

＜８月～９月＞ 

連携先が 
幼稚園の場合 

保護者へ選考結果を通知、

決定者を区役所に報告 

＜10 月上旬まで＞ 

決定者の報告 

＜10 月上旬＞ 

連携先が 
幼稚園の場合 

連携先が 
幼稚園の場合 

保護者から申請書類一式を

回収・提出＜10 月上旬＞ 

連携先が 
保育所の場合 

申請書類を受付 

＜10 月中旬＞ 

連携先が 
保育所の場合 

利用調整結果を 

保護者に通知、 

内定者の連絡 

＜11 月中旬＞ 

連携先が 
保育所の場合 

内定者一覧の受領 

＜11 月中旬＞ 

連携先が 
保育所の場合 
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７ 優先入所を行うにあたってのお願い事項（令和５年度参考） 

（１）地域型保育事業・認可乳児保育所の事業者様 

① 意向調査の配布 

８月上旬に、市より意向調査をお送りします。対象児童の保護者に意向調査をお渡しく

ださい。 

８月下旬、市で定める期日までに、保護者から意向調査を回収し、区役所に提出をお願

いします。 

② 連携先の受け入れ枠数の設定 

意向調査の内容を踏まえたうえで、連携先と協議し、連携先の受け入れ枠数を区役所に

報告をお願いします。 

③ 申請書類の配布（連携先に保育所がある場合） 

９月中旬に、区役所より申請書類一式を配布しますので、対象児童の保護者にお渡しく

ださい。 

10月中旬、市で定める期日までに、保護者より申請書類一式を回収し、区役所に提出

をお願いします。 

 

（２）幼稚園・認定こども園（教育利用）様 

８月～９月に、保護者から園の定める日以降に直接申込みがあります。申込方法等に関す

る問合せがあった際はご対応をお願いします。 

10月上旬、市で定める期日までに、保護者に対して選考の結果をお知らせください。あわ

せて、区役所に進級決定者の報告をお願いします。 

※ 優先入所枠への進級者は決定しますが、県下幼稚園では願書受付を、11月１日以降に

統一していることを踏まえ、正式な願書受付や入園料等の徴収をするときは、一般募集

と同様の11月１日（例年の場合）以降に行ってください。 

 

（３）保育所・認定こども園（保育利用）様 

11月中旬に、優先入所枠における利用調整の結果、内定した児童の一覧を区役所からお送

りしますので、ご確認をお願いします。 
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６ 認可・確認変更の手続きについて 

 

【趣旨】 

 児童福祉法に基づく認可及び子ども・子育て支援法に基づく確認の内容を変更しようと

する場合、定められた期限までに申請又は届出を行う必要がございます。つきましては、必

ず事前にこども施設整備課にご相談いただき、適切に手続きを行ってください。 

 

１ 提出期限及び必要書類について 

  認可及び確認に係る変更申請・変更届出は、施設種別及び内容により提出期限や必要書

類が異なります。あらかじめ提出期限・必要書類をご確認の上、ご準備をお願いいたしま

す。提出方法及び様式については、以下のホームページにてご確認ください。 

 

 【認可・確認事項の変更について】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kosodateshien/shinseido/henko/hoikusho.html 

 

２ 施設長変更について 

  開所後３年未満での施設長の変更は原則として認められません。 

  開所後３年未満・以上に関わらず施設長を変更する場合は、必ず事前にこども施設整備

課にご相談ください。 

 

３ 参考資料 

認可・確認変更必要書類一覧（保育所） 

  ※その他種別については、以下のホームページをご確認ください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodatekyoiku/kosodateshien/shinseido/henko/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

【担当】 こども施設整備課（橋口、白岩） 
０４５－６７１－４１４６ 
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変

更
は

原
則

と
し

て
認

め
ら

れ
ま

せ
ん

。
―

７
号

①
新

施
設

長
の

履
歴

書
及

び
保

育
士

証
の

写
し

②
職

員
名

簿
※

指
定

様
式

③
選

任
理

由
書

※
指

定
様

式

(5
)

定
員

の
増

加
（

利
用

定
員

の
み

の
増

加
も

含
む

）

※
事

前
に

所
在

区
の

こ
ど

も
家

庭
支

援
課

に
ご

相
談

く
だ

さ
い

。
※

変
更

後
の

職
員

配
置

の
適

正
等

に
つ

い
て

事
前

に
確

認
し

ま
す

。
※

運
営

規
程

の
変

更
も

必
要

で
す

。
※

認
可

定
員

の
変

更
に

伴
い

、
保

育
室

面
積

に
変

更
が

生
じ

る
場

合
は

、
（

３
）

施
設

規
模

の
変

更
も

必
要

で
す

。

４
②

号
７

号
①

配
置

図
(屋

外
遊

戯
場

面
積

が
確

認
で

き
る

も
の

)、
平

面
図

②
職

員
名

簿
※

指
定

様
式

③
運

営
規

程
の

写
し

【
変

更
後

】

(6
)

定
員

の
減

少

※
待

機
児

童
対

策
の

観
点

か
ら

原
則

不
可

※
原

則
と

し
て

過
去

２
年

間
に

お
け

る
保

育
所

の
利

用
状

況
を

考
慮

し
て

定
員

を
定

め
る

も
の

と
し

ま
す

。
※

運
営

規
程

の
変

更
も

必
要

で
す

。
※

事
前

に
所

在
区

の
こ

ど
も

家
庭

支
援

課
に

ご
相

談
く

だ
さ

い
。

―
７

号
①

職
員

名
簿

※
指

定
様

式
②

運
営

規
程

の
写

し
【

変
更

後
】

(7
)

定
員

の
内

訳
変

更
（

合
計

定
員

数
が

増
減

し
な

い
場

合
）

※
事

前
に

所
在

区
の

こ
ど

も
家

庭
支

援
課

に
ご

相
談

く
だ

さ
い

。
※

合
計

定
員

数
が

増
減

せ
ず

、
年

齢
別

定
員

が
変

更
と

な
る

場
合

※
運

営
規

程
の

変
更

も
必

要
で

す
。

※
認

可
定

員
の

変
更

に
伴

い
、

保
育

室
面

積
に

変
更

が
生

じ
る

場
合

は
、

（
３

）
施

設
規

模
の

変
更

も
必

要
で

す
。

―
７

号
①

配
置

図
(屋

外
遊

戯
場

面
積

が
確

認
で

き
る

も
の

)、
平

面
図

②
職

員
名

簿
※

指
定

様
式

③
運

営
規

程
の

写
し

【
変

更
後

】

(8
)

利
用

定
員

の
み

の
減

少

※
直

近
の

実
利

用
人

員
の

実
績

や
今

後
の

短
期

的
な

見
込

み
な

ど
を

踏
ま

え
て

、
以

下
の

目
的

の
た

め
に

利
用

定
員

の
み

を
減

少
さ

せ
る

こ
と

を
可

と
し

ま
す

。
【

目
的

①
】

１
歳

児
枠

確
保

の
た

め
の

０
歳

児
枠

純
減

【
目

的
②

】
新

規
園

及
び

定
員

割
れ

園
で

の
空

き
ス

ペ
ー

ス
で

の
年

度
限

定
保

育
事

業
※

運
営

規
程

の
変

更
も

必
要

で
す

。
※

事
前

に
所

在
区

の
こ

ど
も

家
庭

支
援

課
に

ご
相

談
く

だ
さ

い
。

―
７

号
①

運
営

規
程

の
写

し
【

変
更

後
】

②
職

員
名

簿
※

指
定

様
式

(9
)

分
園

の
設

置

※
検

討
段

階
で

こ
ど

も
施

設
整

備
課

に
ご

相
談

く
だ

さ
い

。
施

設
設

備
の

適
格

性
等

に
つ

き
ま

し
て

、
事

前
に

確
認

し
ま

す
。

※
補

助
を

受
け

る
場

合
は

、
補

助
事

業
の

申
込

が
必

要
で

す
。

※
変

更
後

の
職

員
配

置
の

適
正

、
設

備
の

適
格

性
等

に
つ

き
ま

し
て

、
事

前
に

確
認

し
ま

す
。

※
運

営
規

程
の

変
更

も
必

要
で

す
。

変
更

日
の

１
か

月
前

ま
で

４
②

号
７

号

①
案

内
図

、
配

置
図

、
平

面
図

、
立

面
図

【
各

々
、

変
更

前
・

後
の

も
の

】
、

求
積

図
②

本
園

と
分

園
の

位
置

関
係

、
距

離
、

所
要

時
間

等
を

確
認

で
き

る
資

料
③

理
事

会
、

取
締

役
会

議
事

録
の

写
し

④
登

記
簿

、
使

用
許

可
書

、
賃

貸
借

契
約

書
等

の
写

し
⑤

建
築

確
認

済
証

、
検

査
済

証
等

の
写

し
⑥

運
営

規
程

の
写

し
【

変
更

後
】

⑦
職

員
名

簿
※

指
定

様
式

⑧
定

款
、

寄
付

行
為

そ
の

他
の

規
約

の
写

し
⑨

現
地

写
真

※
検

査
済

証
の

写
し

、
現

地
写

真
に

つ
い

て
は

工
事

完
了

後
、

す
み

や
か

に
提

出

届
出

・
申

請
様

式

必
要

書
類

施 設 に 関 す る 変 更

変
更

日
の

１
か

月
前

ま
で

変
更

日
の

３
か

月
前

ま
で

変
更

事
項

注
意

事
項

提
出

期
限
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(1
)

設
置

者
（

法
人

等
）

の
名

称
及

び
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
変

更
日

か
ら

1
0

日
以

内
―

７
号

①
履

歴
事

項
全

部
証

明
書

の
写

し
【

変
更

後
】

(2
)

代
表

者
（

経
営

の
責

任
者

）
（

そ
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

）
変

更
日

の
１

か
月

前
ま

で
―

７
号

①
新

代
表

者
の

履
歴

書
②

履
歴

事
項

全
部

証
明

書
の

写
し

【
変

更
後

】
③

誓
約

書
（

第
3

号
様

式
）

(3
)

定
款

・
寄

附
行

為
等

及
び

そ
の

登
記

事
項

証
明

書
変

更
日

か
ら

1
0

日
以

内
―

７
号

①
履

歴
事

項
全

部
証

明
書

の
写

し
【

変
更

後
】

②
定

款
、

寄
付

行
為

そ
の

他
の

規
約

の
写

し
【

変
更

後
】

(4
)

役
員

（
そ

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
）

変
更

日
か

ら
1

0
日

以
内

―
７

号
①

役
員

一
覧

【
変

更
後

】
②

誓
約

書
（

第
3

号
様

式
）

そ の 他
(1

)
給

付
費

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

※
振

込
口

座
の

名
義

等
の

変
更

1
0

日
以

内
保

育
・

教
育

給
付

課
へ

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。
（

Ｔ
Ｅ

Ｌ
　

0
4

5
-
6

7
1

-
0

2
0

2
）

※
上

記
の

必
要

書
類

の
他

、
必

要
に

応
じ

て
追

加
書

類
の

提
出

を
求

め
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

法 人 に 関 す る 変 更
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７ 保護者向け園選びサイト「えんさがしサポート★よこはま保育」への情

報登録について 

 
横浜市では、保護者の皆様の園選びをサポートするため、「えんさがしサポート☆よこはま保育」を令

和５年８月に開設しました。 

令和６年４月開所予定の園の皆様には、令和５年 10 月 27 日にメールでご案内をしていますが、以下

のとおりアカウント発行及び情報の更新をお願いいたします。 

 

１ 掲載情報について 

基本情報（園名、法人名、開園時間、定員数など）は本市が一括して入力していますが、下記のとお

り追加で入力できる項目もありますので、ぜひご活用ください。 

また、本市が一括入力した内容についても各園で修正していただけます。（定員数、募集枠数を除く。） 

 

＜掲載できる情報＞ 

・基本情報（アクセス、職員数、ならし保育、送迎の際の駐車場等の有無・台数、受入年齢など） 

・保育・教育方針 

・園の一日 

・年間行事 

・地図 

・園の様子（写真） 

・入所希望者向け見学情報 

・動画掲載（１園につき、最大２本まで動画を無償で委託業者が作成） 

・保育の質向上の取組（第三者評価の実施日や研修実施状況など） 

 

２ アカウント発行について 

入力作業にあたってアカウントの発行が必要になるため、アカウント発行を希望される方は、発行申

請の手続きを行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

※アカウントは、申請から３営業日を目途に発行されます。 

 

（１）発行申請の手続きの流れ 

＜参考資料１＞をご確認のうえ、「利用申し込みフォーム」から手続きを行っていただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

＜利用申し込みフォーム＞ 

https://enmikke.jp//nursery/registration/ 
 

（２）マニュアルや追加入力のためのログイン画面等について 

えんさがしサポート★よこはま保育の園情報を入力するにあたってのマニュアルがありますので、

入力作業の参考にご覧ください。また、園の魅力を発信するためのコツをまとめたチラシ＜参考資料

２＞も併せてご確認ください。 
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＜マニュアル＞ 

https://enmikke.jp/uploads/document/f628a1fb121572967d4456fbfa123ebd.pdf 

 

＜追加入力のためのログイン画面（えんみっけ）＞ 

https://enmikke.jp/ 

 

＜利用者側から見た園のページを確認したい場合の画面＞ 

https://enmikke.jp/parental/ensagashisupport/yokohama/ 

上記リンクからアクセスし「園名から検索」で検索すると、利用者側から見た園のページを確認す

ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】保育対策課（小関、渡部） 

ＴＥＬ：０４５－６７１－４４６９  

【アカウント発行申請やサイトの園情報入力に関すること】

 株式会社リンクえんみっけ！事務局 

ＴＥＬ：０３－５２５０－１１５５ 
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参考資料１ 
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参考資料２ 
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８ 「子ども・子育て支援情報公表システム」（ここ de サーチ）への情報登

録等について 

 
子ども・子育て支援法第 58条に基づき、福祉医療機構が運営する情報サイト「子ども・子育て支援情

報公表システム」（ここ deサーチ）において各教育・保育施設の情報をインターネット上で公表していま

す。 

同情報サイトに掲載される教育・保育施設の情報は、神奈川県（以下、県）、横浜市（以下、市）及び

各教育・保育施設設置者（以下、設置者）がそれぞれの分担に応じて情報を登録することになっています。 

つきましては、３月上旬に設置者のアカウント ID・パスワードを発行いたしますので、登録内容の確

認・更新・公表申請をお願いします。 

なお、公表後も年に一度は内容を御確認いただきますようお願いします。園の情報に変更があった場合

は、随時更新を行いますので、手順に沿って更新手続きをお願いします。 

ここ de サーチは、保護者の方々が保育園を探す際に利用されるサービスの一つです。保護者の方々に

適切に情報を届けるにも、必ず公表・更新手続きをお願い致します。 

 

１ 依頼内容 

登録情報の確認、更新及び申請処理 

   アカウント ID・パスワードが発行され次第、登録されている園の情報をご確認いただき、情報の

更新した後、公表の申請処理をお願いいたします。公表申請された園の情報は、市及び県の承認後、

公表されます。 

   登録・申請方法については、添付書類及び「施設さま向け案内ページ」に記載しております。横浜

市指定の記載ルール等もございますので、添付の「【別添資料①】記入例（横浜市版）」は必ずご確認

ください。 

 子ども・子育て支援情報公表システム関係連絡板ご利用の施設さま向け案内ページ 

    https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/kdmsys/jigyo/ 

 

２ スケジュール 

  ・３月上旬 アカウント ID・パスワード発行 

  ・３月中旬～４月下旬 登録情報の確認・更新・申請 

 

３ 参考資料 

➀記入例（横浜市版） 

➁子ども・子育て支援情報公表システムに関するＦＡＱ（よくある質問） 

➂かんたん操作ガイド 

➃ここ de サーチについて（案内） 

 

【担当】 こども施設整備課（橋口、白岩） 

０４５－６７１－４１４６ 

保育・教育運営課（大内、柳沢、柳川） 

０４５－６７１－３５６４ 

【システムに関すること】 福祉医療機構 WAMNET 振興課 

０３－３４３８－９２６２ 
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９ 横浜市保育・教育施設グループウェア（kintone）について 

こども青少年局と各保育・教育施設との情報受伝達については、kintone（キントーン）というグ

ループウェアにて行っています。施設全体への通知等は、このグループウェアを通じて御確認いただ

くことになっており、また、施設からこども青少年局への各種報告についても、一部このグループウ

ェアを通じて行っています。そのため、アカウントの登録や今後の通知の確認等について次のとおり

御対応をお願いします。

１ 令和５年度中のスケジュール 

2 月上旬 2 月中旬 2 月下旬 3 月上旬 3 月中旬 3 月下旬 

登録メールアドレス

照会 
★

グループウェア登

録・通知 
★

初回ログイン ★ 

令和６年度制度変更

点等説明会 
★

以後、市からの連絡

は、グループウェア

で行います。 

２ アカウント登録

各施設のアカウントを登録する際に必要なメールアドレスの照会を２月上旬に電子メールにて行

います。メールの受信後、概ね２週間以内に御回答をお願いします（具体的な日時は、依頼時に指

定します。）。 

このメールアドレスは、各施設等での初期設定が完了したら、任意のメールアドレスに変更する

ことができます。担当者の変更があった場合などには、適宜変更してください。 

３ 初期設定 

アカウント登録完了後に、初期設定マニュアル、ログイン名、パスワードなどを電子メールでお

送りします。アカウント登録完了後は、市からの連絡はグループウェアによって行うので、受信後

１週間以内に初期設定を行ってください。

４ グループウェアからの通知 

グループウェアを通じて横浜市から通知を行った場合、御登録のメールアドレスにグループウェ

アから連絡が入ります。その際はすみやかにグループウェアにアクセスし通知を確認してくださ

い。グループウェアの操作方法等は、初期設定マニュアル等と同時に送信します。

５ 個別連絡 

グループウェアでの通知は、横浜市こども青少年局及び各区こども家庭支援課からの一斉連絡に

使用しています。各施設、園への個別連絡については、電子メールを使用します。 

６ 重要・注意事項 

・提出されたメールアドレスは、グループウェアを利用する他の市内保育・教育施設等が閲覧す

ることができます。

・登録できるメールアドレスは１施設１メールアドレスです。

・施設及び本部など複数か所にメールが届くようにしたい場合は、メールの転送設定やグループ

メールアドレスを登録する等で、御対応お願いいたします。※設定方法等はそれぞれの施設の

システム環境により異なります。施設のシステム管理者に、お問い合せください。

-91-



-92-



-93-



-94-



-95-



【別紙】
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６ 横浜市外居住児童の請求等について 

(1) 横浜市外居住児童の請求について

横浜市外の市町村に居住している児童の給付費は、該当児童が居住している市町村に請求しま

す。ただし、延長保育事業費については横浜市に請求します。 

(2) 横浜市外居住児童の請求明細作成ソフトへの入力について

横浜市へ給付費を請求する際、横浜市外居住児童（以下、「市外児童」という。）も請求明細作

成ソフトへ入力する必要があります。これは、公定価格のうち、金額を月初の利用子ども数（市外

児童も含む）で割り返す項目があるためです。よって、市外児童の延長保育事業費の請求の有無に

かかわらず、すべての市外児童を請求明細作成ソフトへ入力してください。 

入力する際、認定証番号を入力する必要がありますが、市外児童の居住自治体が発行する認定証

番号は使用できません。横浜市が指定した認定証番号（以下、「横浜市認定証番号」という。）が

必要となります。横浜市認定証番号の付番依頼方法は認定区分によって異なります。 

１号 ２・３号 

付番依頼

方法 

(3)をご確認ください 利用調整の際に付番されるため、付番の

ためだけの特定の依頼は不要 

付番担当 保育・教育給付課 区こども家庭支援課 

通知方法 保育・教育給付課からのメールで通知 区こども家庭支援課より送付される「契

約締結者一覧」で通知 

(3)【１号】認定市外児童の横浜市認定証番号の付番依頼方法

【１号】認定市外児童が入所することになった場合（市内児童が市外に転出後、継続して利用す

る場合も含む）は、下記のとおり、保育・教育給付課に必要書類を提出してください。なお、一度

付番された番号は、認定や住所等が変わらない限り、卒園まで使用することができます。（年度を

またいで再度依頼をする必要はありません。） 

※ 子ども・子育て新制度に移行する幼稚園、認定こども園の場合、継続児も新規で横浜市認定証

番号の付番が必要です。継続児も含めて、依頼してください。

なお、請求ソフトに【１号】認定市外児童の情報を入力する際に、横浜市認定証番号の通知を待

っている場合は、仮番号を入力します。仮番号は、施設の任意で設定してください。番号に指定は

ありませんが、999から始まる番号を推奨します。横浜市認定証番号の付番を依頼後、正しい認定証

番号が通知されましたら、請求明細作成ソフトの内容を修正して、データを再送信してください。 

例）1人目「999999999001」（12桁） 

2人目「999999999002」（12桁） 
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提出書類 ① １号認定市外居住児童にかかる横浜市認定証番号付番依頼書

② 居住自治体が発行する教育・保育給付認定証もしくは認定決定通知書の写し

（対象児童分） 

※施設等利用給付認定の認定証ではありません。

※認定証は居住自治体から保護者に送付されるため、保護者から写しをもらってください。

※認定証が提出期限に間に合わない場合、居住自治体から施設へ送付される「児童一覧表」など、

認定区分、認定期間等が確認できるものであれば代替可とします。その場合、該当児がわかるよ

う、色付け等をお願い致します。 

提出先 横浜市電子申請・届出システムを利用して提出してください。 

＜付番依頼書、退園・市内転入報告書提出フォーム【対象：１号認定市外居住児童】＞ 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/17d7d78e-

2c11-4c90-944b-6942eadc13ca/start 

提出期限 

※ 

毎月第３月曜日（祝日の場合はその前の開庁日） 

通知時期 提出期限から１～２週間後 

※提出期限について、年度末～４月は特に繁忙が予想されますので、準備ができ次第、お早目の提出

をお願いいたします。 

提出期限に間に合わなかった場合は、次回提出分として随時手続きを行います。 

(4) 【１号】市内居住児童が市外に転出し、継続して園を利用する場合

市内居住児童が市外に転出し、転出後も継続して園を利用する場合、保護者の方に、「横浜市での

認定証の取消し」及び「転出自治体での認定証の申請」手続きを行っていただく必要があります。横

浜市への給付費の請求の際、市外児童としての入力となりますので、転出先自治体から認定証が発行

されましたら、(3)のとおり、横浜市認定証番号の付番依頼を行ってください。 

対象児童 提出期限（必着日） 通知時期 

令和６年度４月新規入園児 

【第１回〆切】令和６年３月 18日（月） 

※書類がそろい次第、お早目のご提出をお願いいたします。

提出期限から１～２週間

後 

【第２回〆切】令和６年４月 15日（月） 同上 

５月～新規入園児 
毎月第３月曜日 

（土・日・祝日の場合はその前の開庁日） 
同上 
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(5) 【１号】認定市外児童の退園及び市内転入について 

１号認定市外居住児童が①退園した場合（卒園は除く）②市内に転入した場合③１号から２号に認定

が変更になった場合は、「１号認定市外居住児童退園・市内転入等報告書」のご提出をお願いします。

提出先は(3)と同様です。 

 

 

(6) 各種様式 

 １号認定市外居住児童にかかる横浜市認定証番号付番依頼書 

 １号認定市外居住児童退園・市内転入等報告書 

横浜市HPで下記を検索し、ページ下部「１号認定市外居住児童の付番について【幼稚園・認定こど

も園向け】」からダウンロードしてください。 

 

  【掲載先】 

 

               

「１号認定市外居住児童の付番について【幼稚園・認定こども園向け】」 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/ 

kosodateshien/shinseido/yoko/seikyujimu.html#shigaifuban 

横浜市 請求事務      検索 
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◆本市の請求明細作成ソフト動作環境 

OS 

Microsoft Windows Vista (32bit) 

Microsoft Windows 7 (32bit/64bit) 

※Microsoft Windows 7 は 2020 年 1 月 14 日に 

Microsoft のサポートが終了しました。 

Microsoft Windows 8 (32bit/64bit) 

※Microsoft Windows 8 は 2016 年 1 月 12 日に 

Microsoft のサポートが終了しました。 

Microsoft Windows 8.1 (32bit/64bit) 

※Microsoft Windows8.1 は 2023 年 1 月 10 日に 

Microsoft のサポートが終了しました。 

Microsoft Windows 10 (32bit/64bit) 

Microsoft Windows 11 (64bit) 

CPU 対応 OS が正常に動作する CPU クロック数 

HDD 5GB 以上の空き容量 

プリンター 上記日本語 OS に対応したプリンター 

ディスプレイ 解像度：1024×768 以上必須、High Color（16 ビット）以上を推奨 

メモリ 対応 OS が正常に動作するメモリ容量 

必要ソフトウェア 

(インストール済みでない場合

は、請求明細作成ソフトと一緒

にインストールできます。) 

PostgreSQL（データベース） 

PostgreSQL 9.3 をインストールします。すでに PostgreSQL をインストール済の

場合はインストールできませんので、横浜市までご相談ください。 

Microsoft .NET Framework 4.5 以上 

Microsoft .NET Framework 4.5 以上が必要です。インストール済みでない場合は

同梱のインストーラからインストールすることができます。 

ランタイムソフトのインストール 

請求明細作成ソフトを利用するために、下記のランタイムソフトウェアをインス

トールします。 

・vcredist 

・SQLSysClrTypes 

・ReportViewer 

その他 

インターネット接続について 

インターネット接続環境（ADSL または光ファイバー相当の回線速度）が必要で

す。 

Excel®の取込み機能を利用する場合 

Excel データ取込み機能を利用する場合は、Microsoft Excel2007 以降が別途必要

になります。 

 

◆本市の請求明細作成ソフトのインストールや操作に関する問い合わせなど 

 令和５年度の新設園向けに開催した請求明細作成ソフト研修資料を下記ＵＲＬに掲載していますので、

こちらもご確認ください。（令和６年度新設園向けの研修会の開催も今後予定しています。） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kosodateshien/shinseido/yoko/seiky

ujimu.html 

※「Microsoft Windows」 のみ 対応 
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なお、横浜市が無償提供している請求明細作成ソフトのインストール方法や操作方法については、専

門の｢請求明細作成ソフト コールセンター｣を開設しておりますので、下記へお問い合わせください。 

 

＜請求明細作成ソフトコールセンター（令和５年度）＞  

電話番号 ： 045-550-5602  

※ 令和６年度以降、電話番号が変更になる可能性があります。 

   

（開設期間） 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日  10：00～16：00（6 時間／日） 

※土日・祝日・年末年始を除く 

 

◆給付費等請求に係る回答用紙の提出について 

請求ソフトで送信していただいた請求データの内容で、別紙「審査・支払スケジュール」の日程に沿っ

て、審査結果が通知されます。その後、締切日までに請求内容を承認することで、振込予定日に給付費を

振り込みます。その審査結果通知等の送付先及び請求書の請求者氏名、振込口座について、回答用紙を提

出していただく必要があります。 
 
①様式を以下の URL からダウンロードする。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kosodateshien/shinseido/yoko/seikyujim
u.html 
このページの「新設園・新制度移行園向け」から「給付費等請求に係る回答用紙」をダウンロードして

ください。 
 
②各項目の入力 

提出期限時点で入力できない箇所（法人口座が未開設で口座番号等が不明など）については空欄で構い

ませんが、その他の箇所については漏れなく入力し、メールで提出をお願いいたします。（下記③参照） 

その後、空欄の箇所については判明次第、回答用紙に入力していただき、同様にメールにて送付をお願

いいたします。（新たに判明した部分のみの入力で構いません。） 
 
※ 初めての回答用紙提出については全項目の入力が必須です。今後で変更が必要になった場合は変更

部分のみ入力した回答用紙を都度ご提出ください。 
 
③提出方法 
回答用紙の入力後、以下のアドレスまで送付してください。 
メールアドレス：kd-shinsa@city.yokohama.jp 
 
なお、メール送信の際の件名につきましては、以下のようにお願いいたします。 
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件名：【新規】回答用紙の提出について 
※ 変更が必要になった場合は、「【変更】回答用紙の提出について」としてください。 
 
【提出期限】令和６年３月 13日（水）まで 
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提出先：kd-shinsa@city.yokohama.jp 
（上記アドレス宛までメールをご送付ください。）                   令和  年  月  日 

給付費等請求に係る回答用紙（新規・変更） 
                       ※該当する方に○を付けてください。 

施設・事業所番号  施設所在区     中   区 

施設・事業所名 〇〇保育園 
電話番号 

（請求事務担当者） 
045-XXX-XXXX 

（事務：神奈川） 

１ 送付先メールアドレスについて 
①  審査結果のお知らせ（請求書案含む） 

フリガナ 

 

ケーディーハイフンエスエイチアイエヌエスエーアットマークシーアイティーワイドットワイオーケーオ

ーエイチエーエムエードットジェイピー 

e-mail kd-shinsa@city.yokohama.jp 

②  k i n t one から送信されるお知らせ（届出内容の修正依頼等）  

フリガナ 

 

ケーディーハイフンエスエイチアイエヌエスエーアットマークシーアイティーワイドットワイオーケーオ

ーエイチエーエムエードットジェイピー 

e-mail kd-shinsa@city.yokohama.jp 

  2  請求者名義及び印鑑について 
（以下の(1)～(3)のうち、該当する項目の□にレ点を 1つだけ付け、請求者情報を記入してください。） 

 （1）☑ 法人代表を請求者名義とする場合 (例：代表取締役 横浜 太郎) 
請求者 役職・氏名 理事長 横浜 太郎 

 （2）☐ 園長・施設長を請求者名義とする場合 (例：園長 横浜 次郎) 
請求者 役職・氏名  

 （3）☐ 個人を請求者名義とする場合 (例：横浜 花子) 
請求者 氏名  

 ３ 振込先口座について（通帳の名義のとおりにご記入ください。） 
金融機関名 横浜銀行 支店名 市庁舎支店 

預金種目 
 ☑ 普通  ☐ 当座 

 （レ点をお付け下さい。） 
口座番号 1 2 3 4 5 6 7 

（カタカナ） シャカイフクシホウジンエー リジチョウ ヨコハマタロウ 

口座名義 社会福祉法人Ａ 理事長 横浜太郎 

 ４ その他請求に係る郵便物送付先について（該当するどちらかの□にレ点をお付けください。） 
 （1）☑ 施設・事業所への送付を希望します。 

施設・事業所住所 
〒231－0005 

横浜市中区本町６－５０－１０ 

施設・事業所名 〇〇保育園 

送付先氏名 
（請求事務担当者） 

施設長 神奈川花子 

 （2）☐ 施設・事業所住所以外（法人本部等）への送付を希望します。 

住所 〒   －  

法人名等  
送付先氏名 

（請求事務担当者） 
 

 

初回提出時は施設番号の記載は不要です。 

１～４の項目すべてに入力していただき、 

 

令和６年３月 13日（水）必着にて、Ｅメールにより 

ご提出ください。 

 

様式 URL（横浜市 HP「請求事務について」）

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-

kyoiku/kosodateshien/shinseido/yoko/seikyujimu.html 

 

記載例 

①と②は別々のメールアドレスを

設定することも可能です。 
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令和 6　年　3　月　１　日

横浜市こども青少年局保育・教育給付課　市外１号付番担当　宛

　緑区

　141ｘｘｘｘｘｘ

　△△幼稚園

２　依頼児童　

※必要に応じて適宜、行を追加してください。

フリガナ 生年月日
市外転出

※市外転出後、継続
利用する場合は〇

1 ヨコハマ　ジロウ 令和〇年５月１日

2 ヨコハマ　ハナコ 令和〇年９月２日

3 ミナト　ミライ 令和〇年12月３日 〇

4

5

6

7

8

9

10

計 ３ 名

３　添付書類

・居住自治体が発行する教育・保育給付認定証もしくは認定決定通知書の写し（対象児童分）

【提出前にチェックしてください！】 施設チェック欄 横浜市使用欄

✓

✓

４　担当者

横浜　太郎

045-ｘｘｘ-ｘｘｘｘ

１号認定市外居住児童にかかる横浜市認定証番号付番 依頼書

１　施設名

所在区

施設番号

施設名

児童氏名

横浜　次郎

横浜　花子

港　みらい

氏名

連絡先

「施設等利用給付認定通知書」ではないことを確認しましたか
※提出するのは、「教育・保育給付認定証」です！

認定区分は「１号」または、保育必要量は「教育」等の記載はありま
すか

記入例
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令和 ６ 年 ４ 月 １ 日 
横浜市こども青少年局保育・教育給付課 

市外１号付番担当 

 

１号認定市外居住児童退園・市内転入等報告書 

 

１ 施設名 

所在区 〇〇区 

施設番号 141ｘｘｘｘｘｘ 

施設名  △△幼稚園 

 

２ 対象児童 

(1)退園児童（卒園を除く） 

支給認定証番号 氏 名 退園等年月日 備考 

9999999ｘｘｘｘｘ 横浜 健 令和６年 ３月 31日  

  年  月  日  

  年  月  日  

  年  月  日  

 

(2) 市内転入児童 ※１ 

支給認定証番号 氏 名 転入年月日※２ 備考 

9999999ｘｘｘｘｘ 横浜 みらい 令和６年 ３月 14日  

  年  月  日  

  年  月  日  

  年  月  日  

※１ 継続して同一園に在籍しているが、市外居住児童から市内居住児童に変わったため、支給認定証番号が

新たに付番された児童はここに記入します。支給認定証番号は元の番号（999から始まる番号）を記載し

てください。 

※２ 転入年月日は、認定期間の初日の日付としてください。（住民票を動かした日や認定年月日ではありま

せん。） 

 

３ 担当者連絡先 

氏名 横浜 太郎 

連絡先 045-ｘｘｘ-ｘｘｘｘ 

 

記入例 
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11 利用者負担（保育料）等について 

０～２歳児クラスの利用料（保育料）及び３～５歳児クラスの副食費免除対象者は横浜市が決定し

ています。 

（主食費や副食費などの実費徴収及び特定負担額については『施設・事業を運営する際の留意事項

について』P120～も合わせてご確認ください。） 

【全施設共通】 

１ 横浜市における利用料の設定について 

（１）横浜市の１号・２号認定利用料について

※年収 360 万円未満相当世帯

教育利用の方：市民税所得割額 77,100円以下の世帯

保育利用の方：市民税所得割額 57,700円以下（ひとり親世帯等＊に限り 77,100円以下）の世

帯 

＊ひとり親世帯（母子・父子世帯、寡婦（夫）で児童を扶養する世帯）、身体障害者手帳・療育手帳（愛

の手帳）・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯、特別児童扶養手当の支給対象児

童・国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯（いずれの場合も在宅の場合に限る）を指しま

す。 

（２）横浜市の３号認定利用料について

※施設種別は、施設型給付（認可保育所・認定こども園の保育所部分）と地域型保育給付（小

規模保育事業・家庭的保育事業等）があり、利用する施設種別により利用料が異なります。 

※保護者の保育必要量は、保護者の就労時間等の保育事由によって「保育標準時間」と「保育

短時間」に区分しています。

① 利用料（保育料）は、主に保護者の所得（市民税額等）に応じて市町村が決定します。

② 利用料及び副食費の免除対象者は、４～８月分は前年度の、９～３月分はその年度の市民

税額を基に市が算定します。（毎年９月に算定基礎となる税額の年度が変わります。）

利用者負担の概要（保育料・副食費免除の決定） 

利用料は全世帯無料（０円）となります。この利用料に主食費・副食費は含まれません。 

副食費は、免除制度があります。免除対象者からは徴収しないでください。次の世帯が免除

対象となります。 

「年収 360 万円未満相当世帯※」、生活保護世帯、市民税非課税世帯、 

きょうだい区分が第３子以降の児童（市町村が決定します） 

ア 負担区分を 36階層（0～77,500円）に設定しています。

イ 施設種別(施設型・地域型)、きょうだい区分(第１子～３子)、保育必要量(標準時間・

短時間)、負担区分(A～D27)によって利用料を決定します。

ウ 主食費及び副食費は利用料に含まれています。
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（３）徴収方法と徴収時期

認可保育所を除き、利用料の徴収方法とその時期は各施設で定めます。事前に徴収すること

も可能ですが、退園等の場合には、利用料の日割り額を除き全額を返還します。 

認可保育所の利用料は横浜市が保護者から徴収します。退園等の場合には、横浜市から保護 

者へ返還します。 

２ その他 

（１）修正申告による税額の変更や世帯の変更に伴って、年度途中で利用料や副食費の免除可否が 

変わる場合があります。変更があった場合は「契約児童情報変更票」により各施設へお知らせ 

します。なお、対象となる利用料等を遡及して変更する場合もあります。 

（２）他市町村在住の児童について

利用料は、居住する市町村が定めます。

（例：川崎市民が横浜市の認可保育所を利用する場合の利用料は、川崎市が決定）

（３）月途中の入・退園の場合の取扱いについて

月途中で入園・退園した場合のその月の利用料は、在籍日数に応じて日割り計算をします。 

※保護者から退園の申し出があった場合は、退園予定日までに区役所こども家庭支援課で手

続きを行うようご案内ください。

（４）利用料等の減免について

失職等により世帯の負担能力に著しい変動が生じ、利用料の支払いが困難となった場合

や、災害により家屋が損壊した場合等、適用条件を満たす場合は利用料等が減免されます

（育児休業や自己都合退職・転職等は対象になりません）。 

 施設に相談があった場合、園のある区役所こども家庭支援課へ保護者から相談するよう、

ご案内ください。 

３ 参考になる資料（国ホームページ） 

●事業者向けＦＡＱ

こども家庭庁ホーム >  政策 > 子ども・子育て支援新制度 > 子育て支援事業者の方向け情報 

●よくわかる「子ども・子育て支援新制度」

こども家庭庁ホーム >  政策 > 子ども・子育て支援新制度 > よくわかる「子ども・子育て支援新

制度」「保育料について」 
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令和５年９月版 

 

 

 

１． 利用料および副食費の免除対象の決定について 

① 給付認定保護者とその配偶者の市民税額等※により決定される「負担区分階層（A～D２７）」、 

「保育必要量（標準時間・短時間）」、「きょうだい区分（第１～３子）」により決定します。 
※「市民税所得割額」に基づきます。 

ただし、税額控除のうち「調整控除額・所得割の調整額以外の項目（住宅ローン控除等）」は、算定の際に控除対象外と扱うた 

め、実際の市民税の所得割額と異なる場合があります。 

② 年収 360 万円未満相当世帯、きょうだい区分第３子以降の児童、生活保護世帯、市民税非課税世帯は

免除されます。 

【更新時期】 

毎年９月分の保育料から、新しい市民税額等で利用料と副食費の免除対象を決定します。 

令和５年４月～令和５年８月の利用料 

および副食費の免除対象 
令和４年度市民税額※をもとに決定します。 

    （※令和３年１月 1 日～令和３年 12 月 31 日までの所得で決定） 

令和５年９月～令和６年３月の利用料 
および副食費の免除対象 

令和５年度市民税額※をもとに決定します。 

（※令和４年１月 1 日～令和４年 12 月 31 日までの所得で決定）  

 

・ 利用料算定の基礎とする年度の市民税が未申告の方等は、最高階層（D27）となります。（非）課税証明書等の提出

により再算定ができますので、同封の利用料(変更)通知書の根拠となる税額欄をご確認ください。特に未申告であ

っても被扶養の方は、市民税が非課税の場合がありますので、（非）課税証明書の提出をお願いします。 

・ 保護者が非課税で月収が生活保護基準に満たない場合は、家計の主宰者となる同居の扶養義務者(祖父母等)の税

額も算定対象となります。 

 

２． きょうだい区分の(第 1～3 子)について（多子軽減の対象） 
特定の施設・事業を利用している児童を数えて、「きょうだい区分」を決定します。 

＊０～２歳児クラス…第２子は利用料を軽減し、第３子以降は無料になります。 

＊３～５歳児クラス…第３子は副食費が免除されます。 
 

【きょうだい区分の数え方】 

以下に該当する子どもを上の年齢から順に数えます（実際の子どもの数とは異なる場合があります）。 

利用施設 対象 

保育所等 

認定こども園（保育利用） 

【特定の施設・事業】に在籍している就学前児童（０～６歳までの６学年） 

 

ただし、年収 360 万円未満（市民税所得割額 57,700 円以下（ひとり親世帯等は 77,100

円以下）の世帯で、保護者と同一生計の子等は、年齢・特定の施設・事業に在籍に関わらず多子

軽減の対象のきょうだいとして数えます。 

幼稚園 

認定こども園（教育利用） 

小学校１年生～３年生の児童と、【特定の施設・事業】に在籍している就学前

児童（満３歳児から小学３年生までの６学年） 

【特定の施設・事業】 

幼稚園（※）、認定こども園、認可保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業 - 

横浜保育室、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援及び医療型児童発達支援 

居宅訪問型児童発達、企業主導型保育事業、横浜市年度限定保育事業 

★ 

※満３歳以上のお子さんが対象です。１号認定を持たずに幼稚園を利用している場合は届出が必要です。 

★ 「きょうだい児多子軽減届出書」の提出が必要です。（退園した場合も届出が必要です。） 

クラス年齢 利用料 副食費（おやつ・おかず代） その他実費負担 

０～２歳児クラス 

（３号認定） 

① 0 円～77,500 円 

（主食費・副食費は利用料に含まれています） 

施設により異なります。 

（遠足代など） 

３～５歳児クラス 

（１号・２号認定） 

無料 ② 施設により異なります。 施設により異なります。 

(主食費・遠足代など） 

令和５年度 横浜市保育所等利用料のご案内 
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３． ひとり親世帯等に該当する場合の利用料軽減（0～2 歳児クラスの負担区分 C～D５相当の方が対象） 

以下に該当する場合は利用料が軽減されます（負担区分が「C→E0、D1～D5→E1～E5」となります）。 

・ひとり親世帯（母子・父子世帯、寡婦（夫）で児童を扶養する世帯）

・身体障害者手帳・療育手帳（愛の手帳）・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯

特別児童扶養手当の支給対象児童・国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯

（いずれの場合も在宅の場合に限ります。） 

４． 認定状況に変更があった場合に必要な届出について 

世帯構成の変更（婚姻、離婚、家計の主宰者※の変更等）、きょうだいの入退園等、市民税額の変更（市外で課 

税されている方のみ）の際は、必ず区役所こども家庭支援課に届け出てください。利用料が変更になる場合 

があります。 
※祖父母等と父母の税額を合算して利用料を決定している場合で(祖父母等の税額は利用料変更通知書の根拠となる税額欄の「その

他」に記載されます)、父母の月収が生活保護の基準表における最低生活費を超えるようになった際（父母のみの税額で再算定を行

います）は、届出が必要です。

５． 各種制度 

６． 利用料及び実費負担（主食費・副食費・遠足代など）のお支払い先 

私立認可保育所 利用料は原則、口座振替で横浜市へ、実費負担は園へ直接支払います。 

公立保育所 利用料、給食費（主食費・副食費）とも原則、口座振替で横浜市へ支払います。 

・他市区町村の公立施設利用者は、施設がある市区町村へ支払います。

認可保育所以外の施設・事業 利用料、実費負担とも園へ直接支払います。 

７． 退園時の手続き 

退園する前日まで（必着）に、「利用取消申請書」を利用中の保育所等のある「区役所こども家庭支援課」 

に必ず届け出てください。届出が遅れると、届出日までの利用料がかかります（利用料は在籍日数に応じた日 

割りとなります。副食費については各施設へお問合せください。） 

８．その他 

・ 「延長保育料」は利用料には含まれません。その他、利用する保育所等が設定する実費負担額等が必要な

場合があります。

・ 里親制度、ファミリーホーム、児童養護施設を利用されている場合の利用料は、利用する保育所等のあ

る区役所こども家庭支援課へお問合せください。

☎お問合せ先☎

＊利用料に関することは… 

「利用料通知書」または「利用料変更通知書」に記載されている区役所こども家庭支援課へ 

＊利用料のお支払いや口座振替、還付に関することは… 

こども青少年局保育・教育認定課 収納担当 ： TEL：０４５－６７１－０２５９ へ

【減免制度】詳しくは、利用中の施設がある区のこども家庭支援課にご相談ください。 

失職等により世帯の負担能力に著しい変動が生じ、利用料の支払いが困難となった場合、災害により 

家屋が損壊した場合等（※）、適用条件を満たす場合は利用料が減免されます。 

※育児休業や自己都合退職・転職等は対象になりません。

【補足給付制度】詳しくは、利用中の施設・事業所にご相談ください。 

生活保護世帯を対象に、利用料以外に負担が必要な遠足代や制服代等の実費相当分の一部費用を市

が負担する制度です。上限は教材費・行事費等（１～３号認定）月額 2,500 円となります。 
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標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

6, 700 6, 500 2, 300 2, 200 4, 000 3, 900 1, 600 1, 500

D1 8, 200 8, 000 2, 900 2, 800 5, 100 5, 000 2, 100 2, 000

D2 10, 000 9, 800 3, 500 3, 400 6, 300 6, 100 2, 500 2, 400

D3 12, 500 12, 200 4, 400 4, 300 8, 600 8, 400 3, 400 3, 300

D4 14, 500 14, 200 5, 100 5, 000 10, 800 10, 600 4, 300 4, 200

D5 16, 500 16, 200 5, 800 5, 700 13, 100 12, 800 5, 100 5, 000

D6 20, 400 20, 000 7, 100 6, 900 19, 000 18, 600 7, 100 6, 900

D7 25, 000 24, 500 8, 800 8, 600 21, 900 21, 500 8, 800 8, 600

D8 29, 000 28, 500 10, 200 10, 000 26, 900 26, 400 10, 100 9, 900

D9 34, 000 33, 400 11, 900 11, 600 31, 100 30, 500 11, 900 11, 600

D10 38, 000 37, 300 13, 300 13, 000 35, 000 34, 400 13, 300 13, 000

D11 41, 500 40, 700 14, 500 14, 200 38, 100 37, 400 14, 500 14, 200

D12 44, 500 43, 700 15, 600 15, 300 41, 000 40, 300 15, 600 15, 300

D13 47, 500 46, 600 21, 400 21, 000 43, 800 43, 000 21, 400 21, 000

D14 50, 200 49, 300 22, 600 22, 200 46, 200 45, 400 22, 600 22, 200

D15 53, 000 52, 000 23, 900 23, 400 48, 800 47, 900 23, 900 23, 400

D16 55, 000 54, 000 24, 800 24, 300 50, 600 49, 700 24, 800 24, 300

D17 57, 000 56, 000 25, 700 25, 200 52, 200 51, 300 25, 700 25, 200

D18 58, 000 57, 000 26, 800 26, 300 53, 600 52, 600 26, 800 26, 300

D19 59, 000 57, 900 27, 900 27, 400 55, 000 54, 000 27, 500 27, 000

D20 60, 000 58, 900 29, 000 28, 500 55, 300 54, 300 27, 700 27, 200

D21 61, 000 59, 900 30, 100 29, 500 55, 600 54, 600 27, 800 27, 300

D22 64, 500 63, 400 33, 100 32, 500 55, 900 54, 900 28, 000 27, 500

D23 68, 000 66, 800 36, 200 35, 500 56, 300 55, 300 28, 200 27, 700

D24 71, 500 70, 200 39, 300 38, 600 56, 700 55, 700 28, 400 27, 900

D25 73, 600 72, 300 39, 700 39, 000 57, 200 56, 200 28, 600 28, 100

D26 75, 600 74, 300 40, 000 39, 300 57, 700 56, 700 28, 900 28, 400

D27 77, 500 76, 100 42, 600 41, 800 58, 100 57, 200 29, 100 28, 600

E０ 2, 300 2, 200 0 0 1, 600 1, 500 0 0

E１ 2, 900 2, 800 0 0 2, 100 2, 000 0 0

E２ 3, 200 3, 100 0 0 2, 500 2, 400 0 0

E３ 3, 200 3, 100 0 0 2, 800 2, 700 0 0

E４ 3, 200 3, 100 0 0 2, 800 2, 700 0 0

E５ 3, 200 3, 100 0 0 2, 800 2, 700 0 0

対象施設・事業 認定こども園（教育利用）・幼稚園 認定こども園（保育利用）・認可保育所

令和5年度横浜市子ども・子育て支援新制度利用料（保育料）（月額）
（単位：円）

認定区分 １号認定 ２号認定（３歳児クラス～）

A 生活保護世帯

負担額 0 0

負担
区分

認定区分 3号認定（０～２歳児クラス）

対象施設・事業 認定こども園（保育利用）、認可保育所 小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事
業、新制度対象の事業所内保育事業

きょうだい区分 第１子※ 第２子※ 第１子※ 第２子※
利用時間区分

169,001 円以上 ～ 174,900 円以下

B 市民税非課税
C 市民税均等割のみ

市
民
税
所
得
割
額
※

市民税所得割課税額　10,000円以下
 10,001 円以上 ～  48,600 円以下
 48,601 円以上 ～  50,400 円以下
 50,401 円以上 ～  57,700 円以下
 57,701 円以上 ～  77,100 円以下
 77,101 円以上 ～  97,000 円以下
 97,001 円以上 ～ 102,600 円以下
102,601 円以上 ～ 120,600 円以下
120,601 円以上 ～ 138,600 円以下
138,601 円以上 ～ 169,000 円以下

282,701 円以上 ～ 291,700 円以下
291,701 円以上 ～ 301,000 円以下
301,001 円以上 ～ 309,700 円以下
309,701 円以上 ～ 335,800 円以下

174,901 円以上 ～ 192,900 円以下
192,901 円以上 ～ 211,200 円以下
211,201 円以上 ～ 228,900 円以下
228,901 円以上 ～ 246,700 円以下
246,701 円以上 ～ 255,700 円以下
255,701 円以上 ～ 264,700 円以下

Ｄ５階層でひとり親世帯等
※きょうだい区分のカウント方法は「利用料のご案内」もしくは「利用案内」等で確認してください。「第３子」以降のお子さんの利用料は無料となります。
※利用料は、市民税の税額控除前所得割額（調整控除後）を基に算定します。市民税が未申告の方等は、最高階層（Ｄ27）となります。
※政令指定都市の場合、平成30年度より市民税額の税率が６％から８％へ変更となりましたが、利用料における市民税所得割課税額は６％の税率を用いて算出しています。（政令指
定都市で独自減税により市民税率が６％でなかった自治体についても変更前の従来の税率により計算します。）
※月の途中に利用開始または利用を止めた方は、在籍日数に応じた利用料（10円未満は切り捨て）になります。
≪３号認定：その月の利用料＝利用料（月額）×在籍日数（日曜、祝日を除く・25日を超える場合は25日）÷25≫
※Ｅ０～E５階層における「ひとり親世帯等」とは、ひとり親世帯（同居親族がいる場合など対象外となることがあります）、身体障害者手帳・愛の手帳（療育手帳）・精神障害者保
健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯（いずれも在宅の場合に限る）、特別児童扶養手当の支給対象児童・国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯（いずれも在宅の場合
に限る）を指します。「ひとり親世帯等」に該当すると認められた場合、C階層、D１～D5階層はE０～E５階層になります。

令和5年9月版

335,801 円以上 ～ 361,300 円以下
361,301 円以上 ～ 387,700 円以下
387,701 円以上 ～ 397,000 円以下
397,001 円以上

ひ
と
り
親
世
帯
等

市民税均等割のみでひとり親世帯等
Ｄ１階層でひとり親世帯等
Ｄ２階層でひとり親世帯等
Ｄ３階層でひとり親世帯等
Ｄ４階層でひとり親世帯等

264,701 円以上 ～ 273,700 円以下
273,701 円以上 ～ 282,700 円以下

※満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで

※満3歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から
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12 公定価格及び本市独自助成（向上支援費等）の概要について 

 本市から施設・事業所に支払う、運営に係る給付費等は、「公定価格（公費負担額、利 

用者負担額（保育所のみ））」、本市独自助成（「向上支援費」「延長保育事業費」（幼 

稚園を除く））で構成されます。 

１ 公定価格について 

  公定価格とは、子どもに対する教育・保育を行う場合に、子ども 1人あたりに平均的 

にかかるコストを国が定めたもの（月額）です。 

平成 27年度からの子ども・子育て支援制度は、保護者に対する個人給付を基礎として

いるため、子ども一人にかかる費用の算出が必要です。（「３ 公定価格の算出方法につ

いて」参照） 

公定価格は、保育所の場合、市が「利用者負担額」を保護者から徴収し、「公費負担

額」と「利用者負担額」をあわせて「委託費」として支払います。（次ページ図参照） 

認定こども園や幼稚園、地域型保育事業の場合、施設・事業所が「利用者負担額（３

号認定こどものみ）」を徴収し、市は「公費負担額」を「給付費」として支払います。 

（次ページ図参照） 

２ 本市独自助成（向上支援費等）について 

  本市独自助成のうち、向上支援費とは、保育・教育の質の向上を図るため、国基準を

超える職員配置や障害児保育等、保育の実施内容に応じ、国の公定価格に本市独自で上

乗せして助成するものです。本市独自助成には、向上支援費のほか、施設・事業所の自

主事業として実施する際に助成される「延長保育事業費」（幼稚園を除く）等がありま

す。 
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≪施設・事業所の収入イメージ≫ 

■保育所の場合

             

■保育所以外の場合

※利用者負担額

  

  

≪市外居住児童の請求について≫ 

公定価格 

給付費 ＝ 公定価格 － 利用者負担額 

向上支援費 

延長保育事業費 

（市→施設・事業所に支払） 

実費徴収、補足給付など 

利用者負担額 

（施設・事業所が保護者から徴収） 

公定価格に市独自で上乗せ 

※延長保育事業費は幼稚園以外が対象

公定価格 

※利用者負担額は、市が保護者から徴収します。

向上支援費 

延長保育事業費 

（市→施設・事業所に支払） 

実費徴収、補足給付など 

公定価格に市独自で上乗せ 

委託費 

公費負担額＋利用者負担額 

（市→施設・事業所に支払） 

給付費 公費負担額 

（市→施設・事業所に支払） 

横浜市が保護者の市民税・所得割額をもとに階層区分を認定し、その階層区分に応じた

金額を保護者に負担していただくものです（応能負担）。令和元年 10月からの幼児教育・

保育の無償化により、１号及び２号認定子どもの利用者負担は無くなりました。

委託費 ＝ 公定価格 

「委託費」「給付費」は、保育・教育給付認定をした自治体が支払います。そ

のため、本市の施設に市外居住児童が通う場合は、市外児童分の給付費等は、

市外居住自治体に請求します。
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３ 公定価格の算出方法について 

公定価格は、「基本分単価」と、各種｢加算」で構成されています。基本分単価は、全

ての施設・事業所に共通する人件費や事業費、管理費が含まれた単価です。各種加算は、

職員配置等の教育・保育の実施状況が、定められた要件を満たした場合に加算されます。 

基本分単価や各種加算は、施設・事業所の利用定員や、それぞれの子どもの年齢等に

より、金額が異なります。 

公定価格は、子ども 1人分で算定されているので、個々の子どもの公定価格の合計が、

施設・事業所における公定価格の額となります。 

４ 雇用状況表について 

  雇用状況表は、基準の幼稚園教職員数や保育士数、保育教諭数等を満たしているか、

加算の対象となる幼稚園教職員、保育士、保育教諭、栄養士や看護師等が配置されてい

るかなどを確認する重要な書類です。 

注意事項や記載例を十分確認の上、作成するようにしてください。職員の重複※や職員

数の計算間違いは、請求金額に大きな影響を及ぼしますので、特にご注意ください。 

（※施設長や管理者を職員配置にカウントすると、「施設長や管理者を配置していない

場合」の減算項目が適用されます。） 

雇用状況表上では、あくまでもその月の初日の利用児童に対する職員配置基準を満た

しているかどうかの確認のみを行っています。 

実際には、開所時間の全ての時間帯で児童数に応じた、それぞれの施設・事業種別の

職員配置基準を遵守していただく必要があります。 

【公定価格イメージ】（1人分） 

基本分単価（1人当たりの単価） 

共通要素①：認定区分・年齢別、保育必要量、地域区分、 
利用定員別 

共通要素②：人件費、事業費、管理費 

○○加算 ○○加算
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５ 返還及び支給停止について 

公定価格や市独自助成の支払いにおける、届出内容や雇用状況については、毎月の書

類審査に加え、指導監査や給付適正化担当による確認・調査により実施状況等を確認し

ます。 

監査や調査等により、各加算項目の要件に適合しないことが判明した場合には、適合

しなくなった日の属する月の翌月（月の初日に要件に適合しなくなった場合はその月）

から加算の適用がなくなるほか、過払い分については、返還を求めます。昨今、給付費

等請求において制度の認識誤りにより多額の返金が生じる事例が増えています。３月上

旬に公開される「子ども・子育て支援制度 説明会テキスト」をご確認いただき、受給後

に多額の返金が生じないよう十分にご注意ください。 

なお、偽りや不正な行為により給付費等の支払いを過大に受けた場合は、子ども・子

育て支援法及び民法に基づきその額の返還を求めること、さらに、その返還額に対して

法律に定められた割合を乗じて得た額を徴収することがあります。また、施設・事業等

の運営において適切な事務処理・施設運営が行われていない、児童の処遇に不適切な事

由がある、市町村等の指導等に従わない、不正な行為を行った、などの場合には、給付

対象事業の確認の取り消し、期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力の停止を

することがあります。 

＜子ども・子育て支援法 抜粋＞ 

（不正利得の徴収） 
第十二条 （略） 
２ 市町村は、第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定す

る特定地域型保育事業者が、偽りその他不正の行為により第二十七条第五項（第二十八条第四
項において準用する場合を含む。）又は第二十九条第五項（第三十条第四項において準用する
場合を含む。）の規定による支払を受けたときは、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保
育事業者から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき
額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。  

（確認の取消し等） 
第四十条  市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施

設に係る第二十七条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部
の効力を停止することができる。  

一 特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項の規定に違反したと認められるとき。 
二 特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に

係る施設として適正な教育・保育施設の運営をすることができなくなったと当該特定教育・保
育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事（指定都市等所在認定こども園に
ついては当該指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童
相談所設置市の長とする。）が認めたとき。  

三  特定教育・保育施設の設置者が、第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育
施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育
施設の運営をすることができなくなったとき。  

四 施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。 
五 特定教育・保育施設の設置者が、第三十八条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類その

他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。  
六  特定教育・保育施設の設置者又はその職員が、第三十八条第一項の規定により出頭を求めら

れてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は
同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定教育・保育施
設の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保育施設
の設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。  
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七 特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第二十七条第一項の確認を受けたとき。  
八  前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、この法律その他国民の福祉若

しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処
分に違反したとき。  

九 前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育に関し不正又は著
しく不当な行為をしたとき。 

十  特定教育・保育施設の設置者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業
務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと
認められる者を含む。以下同じ。）又はその長のうちに過去五年以内に教育・保育に関し不正
又は著しく不当な行為をした者があるとき。  

２  前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者（政令で
定める者を除く。）及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに
準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項の
申請をすることができない。  

（確認の取消し等） 
第五十二条  市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定地域型保育

事業者に係る第二十九条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは
一部の効力を停止することができる。  

一 特定地域型保育事業者が、第四十五条第六項の規定に違反したと認められるとき。 
二 特定地域型保育事業者が、地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係

る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。  
三  特定地域型保育事業者が、第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の

運営に関する基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地
域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。  

四 地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の請求に関し不正があったとき。 
五 特定地域型保育事業者が、第五十条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件

の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。  
六  特定地域型保育事業者又はその特定地域型保育事業所の職員が、第五十条第一項の規定によ

り出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の
答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特
定地域型保育事業所の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特
定地域型保育事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。  

七 特定地域型保育事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の確認を受けたとき。 
八 前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、この法律その他国民の福祉に関する

法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。  
九  前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、保育に関し不正又は著しく不当な行

為をしたとき。  
十  特定地域型保育事業者が法人である場合において、当該法人の役員又はその事業所を管理す

る者その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な
行為をした者があるとき。  

十一  特定地域型保育事業者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に保育に関
し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。  

２  前項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者（政令で
定める者を除く。）及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに
準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第四十三条第一項の
申請をすることができない。  
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＜民法 抜粋＞ 

（不当利得の返還義務） 
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失

を及ぼした者（以下この章において「受益者」という。）は、その利益の存する限度におい
て、これを返還する義務を負う。 

（悪意の受益者の返還義務等） 

第七百四条  悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この
場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 

６ 給付費の額の通知について【幼稚園・認定こども園・地域型保育事業のみ】 

私立保育所以外のすべての給付対象施設・事業所は、「横浜市特定教育・保育及び特

定地域型保育事業の運営の基準に関する条例」に基づき、教育・保育給付認定保護者に

対し、給付費の額を通知しなければなりません。給付費の額の通知については、１年分

をまとめて通知することも可能です。給付費の額の通知は、横浜市の請求ソフトを使用

している場合は、請求ソフトから出力できます。横浜市の請求ソフト以外を使用してい

る場合は、請求ソフトの作成元の事業者へお問い合わせください。 

＜参考＞ 

通知例については、下記ＨＰに掲載がございますので適宜ご確認ください。 

「平成28年４月14日付『法定代理受領にかかる施設型給付費等の額の支給認定保護者へ

の通知について（周知）』」 

【掲載ページＵＲＬ】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kosodateshien/shins

eido/yoko/seikyujimu.html 

横浜市トップページ＞事業者向け情報＞分野別メニュー＞子育て＞子ども・子育て支援新制度へ

の移行案内＞事業者の皆さまへ＞「請求事務について」のページはこちら 

７ 公定価格と向上支援費の加算項目について 

 令和６年度の加算項目については予算事項となっているため、制度に変更がある場合

は令和６年３月に実施する事業者向け説明会でお知らせします。また、令和５年度の加

算項目に関する資料を下記ページに掲載しておりますので、そちらを参考にしていただ

きますようお願いします。 

【掲載ページＵＲＬ】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kosodateshien/shins

eido/yoko/yoshiki/R5seikyuuyoushiki.html 

横浜市トップページ＞事業者向け情報＞分野別メニュー＞子育て＞子ども・子育て支援新制度へ

の移行案内＞事業者の皆さまへ＞「請求事務について」のページはこちら＞各種様式について 
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15 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の業務管理体制

の整備に関する事項の届出について 

子ども・子育て支援法に基づき、平成２７年４月１日から、特定教育・保育施設の設置者及び特定地

域型保育事業者（設置主体を問わない。以下「設置者・事業者」といいます。）は、法令遵守等の業務管

理体制の整備が義務付けられました。

設置者・事業者が整備すべき業務管理体制は、子ども・子育て支援法に基づき、施設型給付費、地域

型保育給付費の支給に係る施設として市町村から確認を受けている施設又は事業所（以下「施設等」と

いいます。）の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関

係行政機関に届け出ることとされました。

 なお、届出は、子ども・子育て支援法（第５５条）及び子ども・子育て支援法施行規則（第４６条）

により行う必要があります。

１ 設置者・事業者が整備する業務管理体制 

（子ども・子育て支援法第５５条第１項、子ども・子育て支援法施行規則第４５条）

当該事業者が確認を受けて
いる施設または事業所の数 

法令上必要な「業務管理体制の整備」の内容 

１以上 20 未満 ・法令遵守責任者（注１）の選任

20 以上 100 未満 
・法令遵守責任者の選任
・業務が法令に適合することを確保するための規程（「法令
遵守規程」）（注２）の整備

100 以上 
・法令遵守責任者の選任
・業務が法令に適合することを確保するための規程の整備
・業務執行の状況の監査（注３）の定期的な実施

○施設等の数は、その確認を受けた種別ごとに１つと数えます。

○保育所と小規模保育事業の確認を受けている場合、確認を受けている施設等は２つとなります。

（注１）法令遵守責任者

法令を遵守するための体制の確保に係る責任者

（注２）法令遵守規程について

業務が法令に適合することを確保するための規程（法令遵守規程）には、子ども・子育て支援法（以

下「法」という。）及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ず

しもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法

に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、設置

者・事業者の実態に即したもので構いません。

※法令遵守規程を新たに作成する場合の参考に資するため、別添として「業務管理体制整備規程（例）」

を添付しますが、あくまで一例であり、この例の通りでなければならないというものではありませ

ん。

 届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全

体像がわかるもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
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（注３）「業務執行の状況の監査」について 
 設置者・事業者が社会福祉法人、学校法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に関係各法の

規定に基づき、その監事又は監査役（委員会設置会社にあっては監査委員会）が法及び法に基づく命令

の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって子ども・

子育て支援法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。 
 なお、この監査は、設置者・事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のど

ちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての施設等に対して、年１回行わな

ければならないものではありませんが、例えば施設等ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせ

るなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。 
 届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、設置者・事業者がこの監査に係る

規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない

場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。 
 
２ 届出先 

（子ども・子育て支援法第５５条第２項、子ども・子育て支援法施行規則第４６条） 

特定教育・保育提供者の区分 届け出先 

その確認に係る全ての教育・保育施設又は地域型保育事業所（その確
認に係る地域型保育の種類が異なるものを含む）が一の市町村の区域
【＝横浜市内のみ】に所在する特定教育・保育提供者 

市町村長 
【横浜市長】 

その確認に係る教育・保育施設又は地域型保育事業所が二以上の都道
府県の区域に所在する特定教育・保育提供者 
（例）横浜市と川崎市（神奈川県内）と東京都に確認施設がある場合 

こども家庭庁長官 

上記以外の特定教育・保育提供者 
（例）横浜市と川崎市に確認施設がある場合（神奈川県内のみ） 

都道府県知事 
【神奈川県知事】 

＜届出先＞ 
【横浜市長の場合】 
 〒231-0005 
  神奈川県横浜市中区本町６－５０－１０ 
  横浜市こども青少年局 保育・教育運営課 運営指導係 
   TEL 045-671-3564 
      FAX 045-664-5479 
 
【こども家庭庁長官の場合】 

メールアドレス：gyomukanritaisei@cfa.go.jp 
※原則メールでご提出ください。各様式は押印不要ですが、設置者・事業者の規定により、押印した

様式を提出する場合は、電子媒体を上記メールアドレスに送付したうえで、原本を下記の宛先に

送付してください。 
〒100-6090 

東京都千代田区永田町霞が関3-2-5 
こども家庭庁成育局保育政策課業務管理体制検査官 

TEL 03-6858-0127 
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【神奈川県知事の場合】 

〒231-8588 
 神奈川県横浜市中区日本大通 1 
神奈川県 福祉子どもみらい局 子どもみらい部 次世代育成課 企画グループ 

TEL 045-210-4666 
FAX 045-210-8956 
 

３ 届出が必要な場合について 

① 業務管理体制の整備に関して届け出る場合 
全ての設置者・事業者は、新規に関係行政機関に届け出る必要があります。 
届出先が横浜市長の場合は別添の「第１７号様式」に必要事項を記入し、保育・教育運営課にご提出

ください。 
提出先が内閣総理大臣又は神奈川県知事の場合は神奈川県の様式を用いてそれぞれの所管部署に届

出を行ってください。詳細は上記届出先に直接お問い合わせください。 
 
② 施設等の新規開所による新たな確認等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じ

た場合 
この区分の変更に関する届け出は、変更前・変更後双方の行政機関に届け出る必要があります。 

 （例） 
 ○これまで横浜市内にのみ施設が所在していたが、新たに市外に施設を設置した場合 

→届出先：横浜市と神奈川県 
 ○横浜市と川崎市と東京都に施設が所在していたが、施設の閉所により横浜市と川崎市のみになっ

た場合 
  →届出先：こども家庭庁と神奈川県 

 
③届出事項に変更があった場合 
上記②以外で、法人の名称や代表者の変更のような場合、当初届出を行った機関にその機関の様式を

用いて変更内容の届け出を行ってください。横浜市の場合は別添「第１８号様式」をご提出ください。 
※ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。 
 ○施設等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合。 
 ○法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合。 
 
 
 
 
 
横浜市の届出様式等はホームページに掲載していますので、データをダウンロードしてお使いください。 

URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/iko/jigyosha.html 

設置者・事業者は、上記の届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に

届け出なければなりません。 
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16 保育所委託費の弾力運用について 

１ 保育所委託費の使途について 

保育所委託費は、保育所を経営する事業に係る経費に充当するための資金として各保育所に対して支弁し

ており、人件費、管理費及び事業費から構成されています。 

人件費…保育所に属する職員の処遇に必要な経費に支出するもの 

管理費…保育所の運営に直接必要な経費に支出するもの 

事業費…保育所入所児童の処遇に直接必要な経費に支出するもの 

委託費は、上記の目的以外には使用できないのが、大原則です。 

ただし、一定の要件を満たす施設においては、保育所委託費を一定の金額の範囲内で目的外使用するこ

とが国の通知で認められています。この目的外使用の事を弾力運用といいます。 

この弾力運用により充当可能な使途については制限があります。 

なお、保育所委託費の弾力運用は、適正な保育所運営が確保されていることを前提として認められるも

のです。弾力運用の財源確保のために、本来の使途である職員人件費や事業費等が恣意的に削減されるよ

うなことがないようお願いします。 

＜弾力運用の例示＞ 

・当該年度の委託費を３か月分「人件費」「管理費」「事業費」以外に充てる

・前期末支払資金残高を取り崩して本部運営費に利用する

・積立資産を同一法人の他の園の整備など、目的外に使用するために取り崩す など

２ 新たに保育所を経営する事業を行う設置者の開設初年度の取扱いについて 

 委託費を弾力運用するには、概ね１年間適正な運営を実施していることが必要です。そのため、新たに

保育所を経営する事業を行う設置者の開設初年度は、委託費の弾力運用はできませんので、初年度の委託

費以外からの支出をお願いします。 

なお、初年度の建物、土地の賃料の支出については、以下のとおり 

（１）開設する際に認可の条件として必要な費用（一年分の賃料相当額等）

（２）他法人からの借入金（２年目以降の委託費から償還をすることができます。）

また、２年目以降からは、一定の要件を満たせば以下の項目に対して、委託費の弾力運用ができるよう

になります。※限度額等詳細は別表参照 

１ 保育所等の建物、設備の整備・修繕、環境の改善、土地の取得等に要する経費 

２ 保育所等の土地又は建物の賃借料  

３ 以上の経費に係る借入金（利息部分を含む。）の償還  

４ 保育所等を経営する事業に係る租税公課 

３ 貸借について 

弾力運用の対象として認められた「借入金（利息部分を含む。）の償還」の範囲は、独立行政法人、公益

法人及び民間金融機関等、他法人からの借入金の償還のみが該当します。法人本部や個人からの借入れは

対象になりませんので、ご注意ください。 

保育所委託費を原資とした資金の貸し付けについては、各施設拠点区分間、本部拠点区分又は収益事業等

の特別会計に限り、当該法人の経営上やむを得ない場合に、当該年度内に限って認められます。必ず当該年

度内に清算してください。 
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【長期運営資金の借入金について】 

長期運営資金については、原則、委託費（運営費）からの償還は、出来ませんのでご注意ください。 

４ 事前協議について 

弾力運用の内容によっては、横浜市への事前協議が必要となります。設置主体の法人種別によって手続

き方法が異なりますので、ご注意ください。 

弾力運用の事前協議は、「保育所委託費等の弾力運用に係る事前協議事務取扱要領」で定める事前協議書

により行います。事前協議書の提出期限は、弾力運用としての支出を行う年度の 12月末日となっています。

期限を過ぎた場合は、原則、事前協議を行うことができません。 

【事前協議における留意事項】 

１ 事前協議書提出前の相談について 

弾力運用実施についてのお問い合わせは、事前協議書を提出する前に、メールにてご連絡ください。

その際、検討している弾力運用の具体的な内容、金額等をメール本文にご記入いただくか、補足とし

て根拠資料を添付してください。弾力運用の可否や事前協議の必要性も含めて、ご案内させていただ

きます。 

問い合わせ先メールアドレス：kd-uneishidou@city.yokohama.jp 

２ 事前協議が必要なものを事前協議せずに充当した場合 

  弾力運用の財源元である保育所へ全額返還する必要がありますので、ご注意ください。 

５ 保育所運営にかかる法人本部の経費について 

法人本部の経費として認められるものは、当該保育所を設置する法人の事務費です。具体的には、社

会福祉法人会計基準に定める資金収支計算書及び資金収支内訳書の本部拠点区分における勘定科目大区

分「人件費支出」及び「事務費支出」に相当する経費であり、いずれも保育所の運営に関する経費に限

るとともに、その積算根拠等が適正である場合に認められます。 

法人本部の経費は、保育所の施設拠点区分から直接支出することはできません。また、当年度に支弁

された当該保育所の委託費を財源とすることはできません。 

保育所の施設拠点区分における前期末支払資金残高を取り崩し、必要な金額を本部拠点区分へ繰り入

れて支出してください。前期末支払資金残高の取り崩しにあたっては、必要な金額を各施設の入所人数

や経常収入の比率など合理的な比率で各施設に按分してください。前期末支払資金残高の金額など、各

施設の運営方法により変動する要素は、按分根拠として適切ではありません。 

役員報酬を支給する場合は、役員報酬規程もしくは給与規程に適正かつ具体的な金額を定めたうえで、

勤務実態に即して支給してください。 

６ 当期末支払資金残高の 30％基準について 

当期末支払資金残高は、保育所委託費の適正な執行により適正な保育所運営が確保された上で、長期的に

安定した経営を確保するために将来発生が見込まれる経費を計画的に積み立てた結果において保有するも

のです。そのため、当期末支払資金残高は、当該年度の委託費収入の 30％以下の保有としてください。３

月末決算時において 30％を超過する場合は、必ず長期的な計画を立てた上で、使途を定めて積立資産に積

み立ててください。なお、決算時に計上された当期末支払資金残高が当該年度に受け入れた委託費収入の

30％を２年連続で超えている場合は、超過額が解消されるまでの間、処遇改善等加算の基礎分全額について

加算を停止します。 
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７ 「適正な給与水準」について 

弾力運用の要件の一つである「給与に関する規程が整備され、その規程により適正な給与水準が維持され

ている等、人件費の運用が適正に行われていること。」における適正な給与水準については、以下の要件を

満たす必要があります。要件を満たさない場合、弾力運用が認められない場合がありますので、ご注意くだ

さい。 

(1) 正規の手続きを経て給与規程が整備されていること。

(2) 施設長及び職員の給与が公定価格の人件費相当分として給付されている額を大幅に超えないこと。

(3) 初任給、定期昇給について職員間の均衡がとれていること。

(4) 一部職員にのみ他の職員と均衡を失する手当が支給されていないこと。

(5) 各種手当は給与規程に定められたものであり、かつ手当額、支給率が適当であること。

【参照】横浜市保育所委託費経理等取扱要綱第２条２項(３) 

横浜市保育所委託費経理等取扱要綱事務取扱要領第３条２項 

８ 保育所委託費の使途範囲を逸脱した場合について 

規定する使途範囲以外の支出については、弾力運用の財源元である保育所へ全額返還する必要がありま

す。横浜市が指定する期限までに設置者が是正しない場合は、当該事実が判明した年度の４月から３月まで

の間、「横浜市における保育・教育に係る給付費等取扱要綱」に定める処遇改善等加算の基礎分全額につい

て加算を停止します。なお、翌年度以降も改善措置が講じられない場合は、改善措置が講じられたと認めら

れる年度までの間で必要と認める期間、処遇改善等加算の基礎分全額について加算を停止します。 

９ 要綱及び要領等について 

弾力運用を行うための要件、金額の範囲及び使途については、事前に「横浜市保育所委託費経理等取扱

要綱」及び「横浜市保育所委託費経理等取扱要綱事務取扱要領」を確認してください。要綱及び要領等は、

下記ＵＲＬから参照してください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/info/yoko/youshikia

ny.html 
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※全てに該当すること

□ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準が遵守されている
□ 職員配置が遵守されている
□ 給与規程が整備され、人件費の運用が適正である
□ 適切な給食を実施している、日常生活に必要な諸経費が確保されている
□ 保育所保育指針を踏まえた保育を行い、児童の処遇が適切である
□ 役員、施設長及び職員が研修会に積極的に参加するなど資質向上に努めている
□ 法人の運営状況等に問題がない

※１つ以上に該当すること

□ 延長保育事業の実施
□ 障害児保育事業の実施
□ 一時保育の実施
□ 休日・年末年始保育
□ 乳児３人以上受入
□ 病児・病後児保育
□ 子育て支援拠点事業の実施

※①④は必須かつ毎年度、②又は③いずれかに該当すること。

□ ① 財務諸表を閲覧に供している
□ ② 第三者評価の受審・結果公表をしている（第三号様式（１）を必ず記入すること）
□ ③ 第三者委員による苦情解決の仕組みの周知・定期的な結果公表を実施している
□ ④ 処遇改善加算の賃金改善要件を満たしている

別表　１

１ 「延長保育事業の実施について」（平成27年７月17日雇児発0717第10号。以下「雇児発第10号」という。）に定める延長保育促進事業及びこれらと
同様の事業と認められるもの
２ 「一時預かり事業の実施について」(平成27年７月17日27文科初第238号雇児発0717第11号。以下「雇児発第11号」という。)に定める一時預かり事
業
ただし、当分の間は平成21年６月３日雇児発第0603002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「『保育対策等促進事業の実施について』の一
部改正について」以前に定める一時保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実施しているものも含む
３ 乳児を３人以上受け入れている等低年齢児童の積極的な受入れ
４ 「地域子育て支援拠点事業の実施について」(平成26年５月21日雇児発0529第18号。以下「雇児発18第号」という。)に定める地域子育て支援拠点
事業又はこれと同様の事業と認められるもの
５ 集団保育が可能で日々通所でき、かつ、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」（昭和39年法律第134号）に基づく特別児童扶養手当の支
給対象障害児（所得により手当の支給を停止されている場合を含む。）の受入れ
６ 「家庭的支援推進保育事業の実施について」(平成25年５月16日雇児発0516第５号)に定める家庭支援推進保育事業又はこれと同様の事業と認
められるもの
７ 休日保育加算の対象施設
８ 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号)に定める病児・病後児保育事業又はこれと同様の事業と認められるもの

別表　２

１ 保育所等の建物、設備の整備・修繕、環境の改善等に要する経費（保育所等を経営する事業に必要なものに限る。以下２及び３において同じ。）
２ 保育所等の土地又は建物の賃借料
３ 以上の経費に係る借入金（利息部分を含む。）の償還又は積立のための支出
４ 保育所等を経営する事業に係る租税公課

別表　３
１ 子育て支援事業を実施する施設の建物、設備の整備・修繕、環境の改善及び土地の取得等に要する経費（子育て支援事業に必要なものに限
る。以下２において同じ。）
２ １の経費に係る借入金（利息部分を含む。）の償還又は積立のための支出

別表　４

１ 社会福祉施設等の建物、設備の整備・修繕、環境の改善、土地の取得等に要する経費（社会福祉施設等を経営する事業に必要なものに限る。以
下２及び３において同じ。）
２ 社会福祉施設等の土地又は建物の賃借料
３ 以上の経費に係る借入金（利息部分を含む。）の償還又は積立のための支出
４ 社会福祉施設等を経営する事業に係る租税公課

別表　５

１ 保育所等の建物、設備の整備・修繕、環境の改善、土地の取得等に要する経費（保育所を経営する事業に必要なものに限る。以下２及び３にお
いて同じ。）
２ 保育所等の土地又は建物の賃借料
３ 以上の経費に係る借入金（利息部分を含む。）の償還
４ 保育所等を経営する事業に係る租税公課

別表　６

提出を求める施設拠点ごとの計算書等及び附属明細書
１ 社会福祉法人会計基準
社会福祉法人会計基準(平成28年３月31日厚生労働省令第79号)に定める資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び附属明細書
２ 学校法人会計基準
(1) 学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成27年３月30日文部科学省令第13号に定める資金収支計算書及び資金収支内訳表、貸借対照
表及び附属明細書（社会福祉法人会計基準に基づく様式もしくはこれに相当するもの）
(2) 社会福祉法人会計基準に基づく附属明細書もしくはこれに相当するもの
ア 借入金明細書
イ 補助金事業等収益明細書
ウ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
エ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
オ 積立金・積立資産明細書
カ 固定資産台帳
３ 企業会計の基準による場合
(1) 損益計算書、貸借対照表及び財産目録
(2) 社会福祉法人会計基準に基づく附属明細書もしくはこれに相当するもの
ア 借入金明細書
イ 補助金事業等収益明細書
ウ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
エ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
オ 積立金・積立資産明細書
カ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
キ 固定資産台帳
４ これ以外の会計基準により会計処理を行っている場合
社会福祉法人会計基準に定める計算書類及び附属明細書に相当するもの

第一段階

第二段階

第三段階

弾　力　運　用　の　段　階　と　は

別　表

-128-



１ 年度限定保育事業とは 
年度限定保育事業（以下、「年度限定」という。）は、保育所等の空きスペースや余裕のある保育室を有

効活⽤し、保育所等を利⽤できなかった１・２歳児の「保留児童」を対象に、年度を限定(最⻑⼀年間)し
て保育していただく事業です。

新規開設施設の４・５歳児枠（⼩規模保育事業は２歳児枠）は、利⽤希望が少なく、開所後、２年（⼩
規模保育事業は開設後１年）程度は定員が埋まらない傾向があります。そのため、空いている４・５歳児
枠（⼩規模保育事業は２歳児枠）を利⽤して「保留児童」の受け⼊れをお願いしています。

２ 事業の概要について 
⑴ 実施要件

ア 実施施設の条件
・４・５歳児室等（⼩規模保育事業にあたっては２歳児室等）の空いているスペース等を活⽤し、児

童を安全に受け⼊れられる体制が確保されている。
・この事業の児童を受け⼊れても、「横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」で定

める設備及び運営の基準を満たしている。
イ 事業実施年度

令和６年度（令和６年４⽉１⽇〜令和７年３⽉ 31 ⽇）
ウ 対象児童

保育所等の利⽤申請を⾏い、利⽤調整の結果、保育所等を利⽤できず「保留」（令和６年４⽉利⽤
開始の場合、２次利⽤調整の結果、保育所等の利⽤が決定していない児童）となった１・２歳児で、
次の(ｱ)〜(ｳ)いずれも該当する⽅。

(ｱ) 横浜市内在住の⽅
保育⼠、看護師、保健師、助産師及び准看護師の資格を有しており、横浜市の待機児童の対策

に資する施設・事業や保育施策・事業※１で保育業務に従事している場合には、横浜市外在住の⽅
も利⽤できます。
※１ 認可保育所、認定こども園、横浜保育室、認可乳児保育所、⼩規模保育事業、家庭的保育

事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業、横浜市私⽴幼稚園等預かり保育事業（市
型預かり保育）実施園、横浜市私⽴幼稚園２歳児受⼊れ推進事業実施園、乳幼児⼀時預か
り事業⼜は病児・病後児保育事業
（なお、横浜市私⽴幼稚園等預かり保育事業（市型預かり保育）実施園、横浜市私⽴幼稚

園２歳児受⼊れ推進事業実施園については、幼稚園教諭も可とします。）
(ｲ) 利⽤期間中も「保留」である⽅

【重要！】次の場合は、利⽤の継続ができません。
ア 本事業を利⽤中に利⽤申請の「取下げ」を⾏った場合
イ 保育所等に内定した場合
ウ 育児休業から復職しなかった場合

(ｳ) 利⽤期間中も保護者のいずれもが「保育の必要性の認定基準」のいずれかに該当している⽅
エ 申込⽅法

実施施設に直接申込みます。実施施設は、児童及び保護者が利⽤要件を満たしていることを書類で

17 年度限定保育事業について 
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確認して、利⽤の可否を決定し、申込者に連絡します。 
【必要な書類】 

(ｱ) 年度限定保育事業利⽤申請書（第 16 号様式）及び別紙 
(ｲ) 令和６年度の施設・事業利⽤調整結果（保留）通知書の写し 
(ｳ) 【両⾯】給付認定決定通知書の写し（有効期間に利⽤開始⽇が含まれるもの） 
(ｴ) （該当者のみ）多⼦減免届出書（第 17 号様式） 
(ｵ) その他、実施施設が求める書類（就労証明書等） 

  オ 事業実施⽇及び時間 
    実施施設の開所⽇時と同⼀です。 
  カ 利⽤料等、及び助成⾦額 
   ・利⽤料等は、「３ 保育料について」の「保護者負担額」を上限に、実施施設ごとに設定していた

だきます。保護者負担額については、実施施設の直接徴収となります。 
・保護者の負担区分に応じた「横浜市助成⾦」の額が⽀払われます。 

  キ 利⽤定員設定 
   ・「４ 段階的な利⽤定員の設定について」をご確認ください。 
  ク その他 
   ・障害児保育児童及び特別⽀援保育児童の加算費があります。 

・利⽤児童には、認可保育所等の利⽤調整時に「調整指数」が適⽤されます。 
・利⽤決定にあたっては、横浜市内の保育所等で働く「保育⼠、看護師、保健師、助産師⼜は准看護

師のお⼦さん（市外在住を含む）」を対象に、優先的な利⽤決定にご協⼒いただきますようお願い
します。 

 
３ 保育料について 

【月額料金】１人あたり（１・２歳児同額） 

区分 負担区分 
保護者 

負担額 
市助成金 

第２子減免対象児童 第３子減免対象児童 

保護者 

負担額 
市助成金 

保護者 

負担額 
市助成金 

基本保育利用料 

(基本保育時間 

11 時間) 

A ～ B ０円 165,000 円 ０円 ０円 ０円 ０円 

C  ～ D 2 10,000 円 155,000 円 5,000 円 5,000 円 ０円 10,000 円 

D ３ ～ D 5 20,000 円 145,000 円 10,000 円 10,000 円 ０円 20,000 円 

D ６ ～ D ８ 30,000 円 135,000 円 15,000 円 15,000 円 ０円 30,000 円 

D９～D11 40,000 円 125,000 円 20,000 円 20,000 円 ０円 40,000 円 

D12～D14 50,000 円 115,000 円 25,000 円 25,000 円 ０円 50,000 円 

D15～D27 60,000 円 105,000 円 30,000 円 30,000 円 ０円 60,000 円 

延長保育 

（基本保育時間より前の時間

または超えた時間の利用） 

30 分あたり 

1,700 円 

30 分あたり 

1,700 円 

30 分あたり

850 円 

30 分あたり

850 円 

30 分あたり

０円 
30 分あたり

1,700 円 

夕食代（19:30 以降閉所時間

までの利用） 
7,500 円 ― 7,500 円 ― 7,500 円 ― 

間食代（18:30 を超えて

19:30 までの利用） 
2,500 円 ― 2,500 円 ― 2,500 円 ― 

 
４ 段階的な利⽤定員の設定について 
  段階的な利⽤定員の設定をして、定員区分を下げることにより、公定価格の単価が上がります。 

年度限定を実施する施設については、段階的に利⽤定員を上げて、認可定員と⼀致する「段階的な利⽤定員
の設定」を⾏うことができます。段階的な利⽤定員の設定をした場合は次年度以降、利⽤定員変更の⼿続き
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が必要です。（書類提出先：こども⻘少年局こども施設整備課） 
      
 

利⽤定員設定の参考例 
     【A 案】「４・５歳児」の保育ニーズが若⼲名と⾒込まれる場合 

        １年⽬は４歳児室で「４・５歳児」を、５歳児室で「年度限定利⽤児童」を受け⼊れ、 
２年⽬は５歳児の新規募集を⾏わず、５歳児室の⼀部で「年度限定利⽤児童」を受け⼊れます。 

【B 案】「４・５歳児」の保育ニーズが⼀定程度⾒込まれる場合 
    １年⽬は４歳児室で「４・５歳児」を、５歳児室で「年度限定利⽤児童」を受け⼊れできますが、 

２年⽬は５歳児室にスペースがなく、「年度限定利⽤児童」の受け⼊れは困難です。 
【C 案】「４・５歳児」の保育ニーズがないと⾒込まれる場合 

    １年⽬は４・５歳児の新規募集を⾏わず、４・５歳児室で「年度限定利⽤児童」を受け⼊れ、 
２年⽬は５歳児の新規募集を⾏わず、５歳児室で「年度限定利⽤児童」を受け⼊れます。 

（認可定員 60 名の⼀例） 
 

 3 号認定 2 号認定 合計 公定価格の 
定員区分 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 

認可定員 ０ 10 11 13 13 13 60  
利⽤定員（基本） 0 10 11 13 13 13 60 51〜60 ⼈まで 
 
利
⽤
定
員 

【A 案】 1 年⽬ 0 10 11 13 ３ ３ 40 31〜40 ⼈まで 
2 年⽬ 0 10 11 13 13 3 50 41〜50 ⼈まで 

【B 案】 1 年⽬ 0 10 11 13 11 3 48 41〜50 ⼈まで 
2 年⽬ 0 10 11 13 13 11 58 51〜60 ⼈まで 

【C 案】 1 年⽬ 0 10 11 13 − − 34 31〜40 ⼈まで 
2 年⽬ 0 10 11 13 13 − 47 41〜50 ⼈まで 

     ※３年⽬は認可定員と利⽤定員を⼀致させます。 
 
５ 事業実施の⼿続きについて 
 ⑴ 事業実施に向けたスケジュール 

所在区のこども家庭⽀援課と相談・調整をして、「横浜市年度限定保育事業実施届 兼 特定⼦ども・
⼦育て⽀援施設等確認申請書(第 1 号様式)」（以下、「実施届」という。）を所在区こども家庭⽀援課に提出
します。＜参考資料１・裏⾯＞ 

実施届は随時受付けていますが、新設保育所等（令和５年４⽉１⽇開所）の利⽤定員を定めるときは、
３⽉下旬の⼦ども・⼦育て会議に諮るため、こども施設整備課に提出した認可確認申請書類を差し替える
必要があります。年限実施に伴い利⽤定員を変更する場合は、早急に区役所⼜は保育対策課までご連絡く
ださい。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「利⽤定員」は、「認可定員」と⼀致することを基本とし、利⽤定員を定めようとするときは、
⼦ども・⼦育て会議の意⾒を聴かなければなりません。（⼦ども・⼦育て⽀援法 第 31 条第 2 項） 
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 横浜市（区役所） 実施施設 
R５年 
10 ⽉ 

実施検討施設との調整 事業実施に向けて、ご検討いただきます。 
（受⼊場所、受⼊⼈数、保育⼠の確保状況等） 

12 ⽉ 
最終意向確認  

 

R６年 
1 ⽉ 

下旬:１次の結果、保留となっ
た⽅に「年度限定保育事業」
の実施施設をご案内します。 

上旬：年度限定型保育事業の事業実施届（第１
号様式）を区役所（施設所在区）を通じて、保
育対策課へ提出します。 

3 ⽉ 
上旬：２次の結果、保留とな
った⽅に「年度限定保育事業」
の実施施設をご案内します。 

２次結果通知発送の翌⽇〜： 
保留となった⽅の年度限定型保育事業の利⽤申込受
付を開始します。実施施設が利⽤の可否を決定し、
保護者に連絡します。 

４⽉  １⽇:保育開始 

 

⑵ 利⽤決定までの⽇程 
受付開始⽇ 令和６年３⽉ 11 ⽇（⽉） 
申込締切（必着） 令和５年３⽉ 18 ⽇（⽉） 
受付⽅法等 郵送または持参などの受付⽅法は、実施保育所で定め、問合せに対応してください。

※問合せ先を法⼈本部や開設準備室としている場合は、実際に受け付ける場所の連
絡先（電話番号）や書類の送付先住所に間違いのないようにご案内ください。 

利⽤決定 令和５年３⽉ 19 ⽇（⽕）〜（※） 
 
（※）利⽤条件を満たしていることを実施施設において書類等で確認し、利⽤を決定します。 

利⽤の申込みが、本事業の受⼊枠を超えた場合には、実施施設において保育の必要性（参考：令和６
年度 横浜市給付認定及び利⽤調整に関する基準（横浜市ウェブサイトに掲載））などを考慮し、利
⽤の可否を実施施設で決定してください。 
利⽤の可否について、判断が難しいときや、申請児童が本事業の対象者（保留児童）か迷うときは、 
実施施設が所在する区役所のこども家庭⽀援課の待機児童対策担当にご相談ください。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実 施 届 は
随 時 受 付
け て い ま
す。 
所 在 区 と
調整後、提
出 し て く
ださい。 

４・５歳児（⼩規模保育事業は２歳児）の申請状況を把握
し、実施に向けた最終調整を⾏います。 

・例年、まれではありますが、保育所等に⼊所決定したにも関わらず、利⽤を辞退して取り下げ、
本児童の対象ではない児童が本事業を申し込むことがあります。各施設において、保護者へ利
⽤決定のご連絡をされる際には、保留児童であることを再度、確認してください。 

・利⽤中に対象外であることが判明した場合には、退園いただくともに、対象外の期間中の横浜
市補助⾦と基本保育利⽤料(⽉額 165,000 円)を⾃⼰負担いただきます。併せて、その他利⽤料
(延⻑保育など)があれば、そちらもお⽀払いただくことになる旨を伝えてください。 
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⑶ その他（＜参考＞１年間のスケジュール（利⽤開始 4/1〜）） 
  詳細は、実施施設あてに３⽉ごろ送付する「横浜市年度限定保育事業の事務取扱」をご確認ください。 

 実施施設 横浜市 
 
R６.4 ⽉  

 
保育の提供 

 

 補助⾦交付申請  
  補助⾦交付決定 
 補助⾦の請求（四半期ごと） 

 
 
 

 

  補助⾦の⽀払い 
 

 
R７.4 ⽉ 

 
事業実績報告 

 

  補助⾦額確定通知 
 補助⾦の請求  

 
 

 
 
 

 
 
補助⾦の⽀払い 

夏ごろ 消費税及び地⽅消費税に係る 
仕⼊控除税額報告書（確定申告後） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4〜6 ⽉分：7 ⽉、7〜9 ⽉分：10 ⽉ 
10〜12 ⽉分：１⽉に請求 

1〜3 ⽉分：4 ⽉に請求 
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参考資料１ 
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５　誓約書

私は、以下の事項を誓約いたします

以上

　　年　　月　　日

所在地　　

施設名

(または氏名)

職名・施設長名

６　添付資料

　　役員等氏名一覧表（別紙１）、案内図、配置図、平面図（事業実施場所を表示）

　　※その他参考資料（利用者向け案内や料金表等）があれば、添付してください。

【届出方法】各区こども家庭支援課を通じて、こども青少年局保育対策課へ提出してください。

【参考】子ども・子育て支援法第58条の10第2項（抜粋）

　前項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者（政令で定める者を除

く。）及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第

五十八条の二の申請をすることができない。

誓約書

記

子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しません。

保育園の住所

代表者職名ではありません

参考資料１裏⾯ 
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18 保育・教育時間の考え方について 

１ 用語の定義 

開所時間 延長保育の時間帯を含めた、利用可能な時間帯とする。 

保育時間（８時間） 保育短時間認定の子どもの最長で利用可能な時間帯で、８時間とする。 

子どもの生活リズムや保育カリキュラムを考慮し、概ね児童全員がそろっ

て保育を受ける時間帯としてもらうことを基本とする。 

保育時間（11時間） 保育標準時間認定の子どもの最長で利用可能な時間帯で、11時間とする。 

（イメージ図）

２ 保育時間の設定 

 地域のニーズや各施設・事業の状況に応じて、「開所時間」「保育時間(８時間)」「保育時間(11時間)」

を設定していただきます。標準時間（11時間）認定に対応するため、開所日（土曜日含む）は 11時間

以上開所することが原則です。 

  利用児童は、教育・保育給付認定の区分によって給付として最長で利用できる時間帯が異なります。 

  「保育短時間認定」の方は、保育時間(８時間)を超えて利用する場合に「延長保育」となります。 

  「保育標準時間認定」の方は、保育時間(11時間)を超えて利用する場合に「延長保育」となります。 

（イメージ図）

・平日と土曜で保育時間帯・開所時間が異なることは可とします。

・本園・分園の保育時間は揃えてください。

・保育時間の設定は 15 分刻みにしてください。（0 分、15 分、30 分、45 分で設定してください。）

保育時間（８時間） 

保育時間（11 時間） 

開所時間 
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３ 利用にあたっての留意点 

 教育・保育給付認定の区分は「保育短時間認定」「保育標準時間認定」の２つですが、「実際の保育

の利用の日数及び時間については、保護者の就労時間帯での保育の確保や子どもの育成上の配慮の観

点から必要な範囲での利用を想定していることに留意（「子ども・子育て支援新制度に基づく支給認定

等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」（平成 26

年９月 10 日内閣府通知抜粋））」してください。

４ 申請・変更手続き 

 新設園・事業所は、事業を開始する月の１か月前までに（４月開始の場合は２月末までに）「横浜市

延長保育事業実施（変更）届」を所在区こども家庭支援課にご提出ください。 

保育時間を変更する際は、実施内容を変更する月の１か月前までに「横浜市延長保育事業実施（変

更）届」を所在区こども家庭支援課にご提出ください。ただし、年度当初から実施内容を変更する場

合は、利用案内に反映するため、前年度８月末日までにご提出ください。 

また、給付費等の請求を行う際、請求明細作成ソフトの施設・事業所情報に入力する開所時間も変

更を反映させていただくようにお願いします。区役所への届出の情報と請求明細作成ソフトに入力し

た情報が一致しない場合、支払いができないことがありますのでご注意ください。 

※保育時間の変更等をお考えの際は、各種届出を提出する前に所在区こども家庭支援課まで必ず相談

するようにしてください。 

【様式掲載ページＵＲＬ】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kosodateshien/shinseido/yoko/y

oshiki/R5seikyuuyoushiki.html 

横浜市トップページ＞事業者向け情報＞業種分野別から選ぶ＞子育て＞子ども・子育て支援新制

度への移行案内＞事業者のみなさまへ＞「請求事務について」のページはこちら＞各種様式につ

いて＞各種様式 
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19 延長保育事業について 

子ども・子育て支援制度においては、２・３号認定児童が利用する給付対象施設・事業者に

おいて、教育・保育給付認定区分に応じた保育時間を超える延長保育を実施することができま

す。 

※保育時間については、「18 保育・教育時間の考え方について」をご覧ください。

１ 延長保育の考え方 

各施設・事業者において、保育時間の考え方に基づき、保育時間（８時間）と保育時間 

（11 時間）を設定していただきます。 

教育・保育給付認定区分によって、延長保育となる時間帯が異なります。 

(1) 「保育短時間」認定の子ども

各施設・事業者が定める保育時間（８時間）を超える前後の時間帯を利用する場合に「延

長保育」となります。 

(2) 「保育標準時間」認定の子ども

各施設・事業者が定める保育時間（11 時間）を超える前後の時間帯を利用する場合に「延

長保育」となります。 

２ 延長保育の実施にあたって 

(1) 職員配置

延長時間帯の保育は、対象児童の年齢・人数に応じた市基準の保育士等を配置すること

とします。なお、「朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例」を適

用する場合はその限りではありません。（詳細は別添ＱＡ31をご参照ください。） 

(2) 間食・夕食の提供

原則として、間食・夕食の提供は以下のとおりとします。

18時 30分を超えて 19時までの延長保育を必要とする児童には間食を提供します。

19時を超えて 19時 30分までの延長保育を必要とする児童には間食あるいは夕食を提供

します。 

19時 30分を超えて延長保育を必要とする児童には夕食を提供します。 

※保護者が間食・夕食の提供を望まない場合は提供する必要はありませんが、特段の申し

出がない限り、原則として提供する体制を整えてください。

(3) 利用児童について

延長保育は、延長保育時間帯に保育の必要性のある児童について、年齢区分を問わず利

用できる制度です。各園の判断で、例えば０歳児クラスの児童は利用不可とするような取 

扱いは原則できません。 

３ 延長保育事業の実施・変更の届出 

延長保育事業の開始及び変更の際、「横浜市延長保育事業実施（変更）届」を所在区こども

家庭支援課にご提出ください。 

原則、変更適用月の１か月前までにご提出ください。ただし、年度当初（４月）から変更

する場合は、原則前年度の８月末までにご提出ください。 

４ 利用要件 

延長保育時間帯に保育が必要であることを利用要件とします。 

利用する保護者は、事前に施設に申し込むこととします。 
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５ 延長保育料の考え方 

いずれの時間帯でも、延長保育料は月額 30 分あたり 1,700 円、10 日以内利用 30 分あたり

850 円を上限とします。 

延長保育料は、第二子は 50％減免、第三子は 100％減免(０円）、ＡＢ階層減免は 50％減免

とします。なお、きょうだい区分（第一子や第二子等）や副食費徴収免除対象者の区分（「免

除（Ａ）」「免除（Ｂ）」「免除」等）、負担区分（Ａ～Ｅ階層）については、区福祉保健センタ

ーから送付する、契約締結登録者一覧に記載がありますので、そちらをご確認ください。 

 ※第二子かつ、副食費徴収免除対象者のうち免除（Ａ）（Ｂ）世帯あるいはＡＢ階層世帯の場 

合の延長保育料は 75％の減免となります。詳細は別添ＱＡ21 をご確認ください。 

 

６ 延長保育料のガイドライン 

別紙のとおりです。 

 

７ 延長保育事業の助成制度 

令和６年度の加算項目については予算事項となっているため、助成制度に変更がある場合

は令和６年３月に実施する事業者向け説明会にて、説明をさせていただきます。また、令和

５年度の加算項目に関する資料を下記ページに掲載しておりますので、そちらを参考にして

いただきますようお願いします。 

 

【掲載ページＵＲＬ】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kosodateshien/shinseido/yoko/yoshiki

/R5seikyuuyoushiki.html 

横浜市トップページ＞事業者向け情報＞業種分野別から選ぶ＞子育て＞子ども・子育て支援新制度への

移行案内＞事業者のみなさまへ＞「請求事務について」のページはこちら＞各種様式について＞各種様

式＞（施設種別を選択）＞◆参考資料「令和５年度 説明テキスト（公定価格・向上支援費・補足給付事

業）」 
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(3)　ＡＢ階層減免

２号：免除(Ａ)(Ｂ)

３号：ＡＢ階層

(3)　ＡＢ階層減免

２号：免除(Ａ)(Ｂ)

３号：ＡＢ階層

※計算後、10円未満の金額は切り捨てます。

３　延長保育料額　※休日等（日曜日、国民の祝日及び休日）

(1)　単価

１日30分あたり 80円

(2)　きょうだい児減免

第2子 50％減免

第3子 100％減免

※保育料と同じきょうだい区分を適用します。

上記以外 2,500円

3,750円 1,870円

3,750円

620円

※1人あたりの実費を上限とします。

２号：（副食費徴収免除対象者のうち）免除(Ａ)(Ｂ)
50％減免

３号：ＡＢ階層

※計算後、10円未満の金額は切り捨てます。

４　延長保育　間食代・夕食代　※休日等（日曜日、国民の祝日及び休日）

間食代 夕食代

１日あたり １日あたり

60円 180円

上記以外 120円 370円

※1人あたりの実費を上限とします。

1,250円 7,500円

２号：（副食費徴収免除対象者のうち）免除(Ａ)(Ｂ)
50％減免

３号：ＡＢ階層

※計算後、10円未満の金額は切り捨てます。

２　延長保育　間食代・夕食代（月額）※月曜～土曜日

間食代 夕食代

１月利用
（11日以上利用）

10日以内利用
１月利用

（11日以上利用）
10日以内利用

1,250円

※計算後、10円未満の金額は切り捨てます。

※30分単位で算定します。

(2)　きょうだい児減免

第2子 50％減免

第3子 100％減免

※保育料と同じきょうだい区分を適用します。

※ガイドラインの金額を上限に、各施設・事業者において、日割・時間割を設定することは可能です。

延長保育料ガイドライン（令和５年度参考）

10日以内利用 30分あたり850円

１　延長保育料額（月額）※月曜～土曜日

(1)　単価

基本単価（11日以上利用） 30分あたり1,700円
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延長保育事業Ｑ＆Ａ 

 

１ 対象者について 

 

１. 事前申し込みしていない人も使えるのか。 

 

 あらかじめ職員配置等の準備を行うことから、事前に申し込んでいただくよう市の利用案

内で周知しています。 

 
２. 延長保育の利用要件はどのように判断すればよいか。 

 
延長保育事業の利用要件は、「延長保育時間帯に保育が必要であること」としており、児

童福祉施設としての保育所の役割・目的や保育所保育指針の保護者に対する支援等、保育の

必要性について施設長が判断することとします。 
 

３. 育児休業中の人も延長保育料を支払えば、延長保育を利用できるのか。 

 

 延長保育の利用は、延長保育時間帯に、保育が必要であることを要件としています。 

育休中の方も、疾病や介護など個別の事情により、延長保育時間に保育が必要であると施

設長が判断できる場合は、延長保育の対象となります。 

 

４. 産前産後や求職中の場合は、延長保育の対象外か。 

 

 延長保育の利用は、延長保育時間帯に、保育が必要であることを要件としています。 

産前産後や求職中の方も、例えば通院や面接の時間が延長保育の時間にあたるなど個別の

事情により、延長保育時間に保育が必要であると施設長が判断できる場合は、延長保育の対

象となります。 

 

５. 標準時間認定の人は、誰でも延長保育を利用できるのか。 

 

 延長保育の時間帯に、保育が必要であることを要件としています。 

 
６. 保育標準時間認定(11 時間)を受けていれば、どの時間帯であっても 11 時間以内の利用

であれば、保育料の範囲で保育をうけられるのか。 

 
 保育標準時間認定であれば、施設が定めた保育時間(11 時間)を超える時間帯の保育は延長

保育になります。 
 保育短時間認定であれば、施設が定めた保育時間(８時間)を超える時間帯の保育は延長保

育になります。 
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７. 早朝や夕方にかけて、８時間に満たないような働き方をしている保護者は短時間認定に

なり、延長保育料がかかるのか。 

 

 認定区分は、認定申請の際、保護者の方に短時間認定を希望するかを選択していただき、

福祉保健センターが教育・保育給付認定の基準に照らし合わせ決定します。そのため、その

保護者の方が標準時間認定になるか短時間認定になるかは個別の事情によります。 

その上で、短時間認定となり、施設が定める保育時間(８時間)を超える利用がある場合に

は、延長保育の対象となります。 

 
８. 短時間認定の人も全月もしくは 11 日以上の延長保育の利用は可能か。 

 
利用することは可能です。その場合は施設が設定する保育時間（８時間）を超える時間帯

が延長保育となります。なお、働く時間帯の変更など雇用状況が変わった場合は、区福祉保

健センターにて教育・保育給付認定内容変更の手続きを行うようご案内ください。 
 

９. 短時間認定の児童が保育時間(11時間)を超える延長保育を利用することはできるのか。 

 
 延長保育を利用する要件があれば、保育時間(11 時間)を超える時間帯の延長保育を利用す

ることができます。 
 なお、雇用状況の変更等により、働く時間帯が変わった場合は、区福祉保健センターにて

教育・保育給付認定内容変更の手続きを行うようご案内ください。 
 
１０. 短時間認定の児童が延長保育を使うのはどのような場合なのか。 

 

 非定型的な超過勤務、シフト変更等が考えられます。その場合も事前に申し込みが必要で

あると周知しています。 

 
１１. 利用者が標準時間認定か短時間認定かはいつ分かるのか。 

 

 区福祉保健センターから送付する、「給付認定決定通知書」に記載があります。 

  

１２. 標準時間認定と短時間認定の切り替えの手続きはどうするのか。 

 

保護者の方に施設・事業所所在区の福祉保健センターで変更の手続きをしていただきます。 
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２ 料金について 
 

１３. 料金設定はどのように行ったらよいか。 

 

 ガイドラインの金額を上限とします。その範囲内であれば日割り等の対応もできます。 

 例えば、10 日以内利用について１回（30 分あたり）300 円という料金設定とした場合、

上限は 30 分あたり 850 円のため、１回目・２回目各 300 円、３回目は 250 円、４回目から

10 回目までは０円になります。 

 

1 回目 2 回目 3 回目 4～10 回目 合計 

300 円 300 円 250 円 0 円 850 円 

 

１４. 延長保育料ガイドラインに示されている「30 分あたり」とは、どのように考えたら

よいか。 

 

 30 分単位ごとに、利用日数を考えていただくようにお願いします。 

例）開所時間が 7：00～20：00、標準時間が 7：30～18：30 の施設において、 

標準時間認定児童が 7：00～7：30 の時間帯を５回、18：30～19：00 の時間帯を 15 回、19：

00～19：30 の時間帯を２回利用した場合、 

7：00～7：30 850 円（10 日以内利用） 

18：30～19：00 1,700 円（11 日以上利用） 

19：00～19：30 850 円（10 日以内利用） 

計 3,400 円が上限の金額です。 

 

１５. 開所時間が 30 分単位でない場合、延長保育料はどうなるのか。 

 

 ガイドラインの金額を上限に、各施設・事業者において、日割・時間割を設定できます。

（必ずしも按分する必要はありません。） 

ただし、延長保育従事職員雇用費は 15 分１単位とする利用実績により助成しているため、

開所時間は、0分、15 分、30 分、45 分の 15 分刻みで設定してください。 

 

 

１６. 短時間認定の人の延長保育と、標準時間認定の人の延長保育は同じ料金か。 

 

同じ料金です。30分あたり月額1,700円、30分あたり10日以内850円が上限になります。 

 
等、合理的な金額にしてください。 
月数回程度、突発的な利用の可能性がある保護者に対しては、延長保育の事前申し込みを

ご案内いただき、延長保育料ガイドラインの延長保育料の日割の設定をするなどの柔軟な対

応もご検討ください。 
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１７. 閉所時刻以降、さらに遅れる保護者からの費用徴収は可能か。 

 
 閉所時刻以降の保育は、延長保育事業としての助成対象外です。そのような場合の利用料

金の取扱いは各施設で定めてください。実費相当分として各施設で料金を設定し、事前に保

護者に周知して理解を得ている場合は徴収できます。 
 
１８. 産休明け児等で、午後７時を超えて利用しているが、夕食の提供が適当でなく、ミ

ルクのみの提供等により対応している場合、7,500円を徴収してもよいか。 

 
 ガイドラインの上限は 7,500 円ですが、１人あたりの実費額がそれより少ない場合は実費

額となります。 
 
１９. 延長保育料の滞納者に対して、延長保育利用の解除はできるのか。 

 
世帯の状況や滞納の期間等、個々に判断すべき事情も多いので、区役所にご相談いただく

事項ですが、最終的には延長保育利用の解除もやむを得ないと考えます。 
 

２０. 第１子と第２子が別の保育所等に通っている。きょうだい児減免の対象か。 

 
対象となります。（きょうだい児の考え方は利用料（保育料）と同一の考え方です。） 
きょうだい区分については、区福祉保健センターから送付する、契約締結登録者一覧に記

載がありますので、そちらをご確認ください。 
 
２１. きょうだい児減免対象者が、副食費徴収免除対象者のうち免除(Ａ)(Ｂ)世帯あるいは

ＡＢ階層世帯の場合、延長保育料はどうなるか。 

 

両制度とも対象となります。 
・減免無しの場合との延長保育料の比較 
第２子の場合：(きょうだい児減免 50％)×(ＡＢ階層減免 50％)＝25％（75％減免） 
第３子の場合：(きょうだい児減免 100％)×(ＡＢ階層減免 50％)＝0 （100％減免） 

    例 減免無し延長保育料 1,700 円の場合の第２子延長保育料 
      1,700 円×50％×50％＝425 円 

→保護者からの徴収額は 420 円（10 円未満切捨） 
 

２２. Ｅ階層世帯の場合、減免はないのか。 

 

 延長保育料の減免はありません。ＣＤ階層と同じ取り扱いになります。 
 

２３. 市外児童の場合、減免はどのように考えるのか。 

 

２号認定児童については、市外児童の居住市町村の保育関係部署へお問い合わせのうえ、

生活保護世帯又は市民税非課税世帯に該当する場合は減免を適用してください。 
３号認定児童については、各施設・事業者で、市外児童の保育料負担区分を把握できてい
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る場合は、その負担区分が横浜市のＡ・Ｂ階層（生活保護世帯または市民税非課税世帯）に

該当するかどうかによって減免を適用してください。負担区分を把握していない場合は、市

外児童の居住市町村の保育関係部署へお問い合わせください。 
 

３ 利用方法について 

 
２４. 間食・夕食は自宅で食べるという保護者からは、間食・夕食を提供しなくてもよい

か。 

 
児童の健康を考慮し、適宜間食（おやつ）・夕食を提供することが前提ですが、保護者と

施設との間で合意の上、間食（おやつ）や夕食を提供しないことはできます。 
 
２５. 急な残業等により突然申込を受けたものの、食事の用意が対応できないときは食事

を出さなくてもよいか。 

 
 保護者に食事を出すことができない旨を事前に説明してください。 
 
４ 延長保育事業の助成内容について 

 
２６. 開所時間が 11 時間の場合の延長保育事業の助成はどうなるのか。 

 
11 時間開所するための基本的な経費は公定価格に含まれることから、延長保育事業の助

成は、短時間認定の児童が保育時間(8 時間)を超えて延長保育を利用した場合の助成のみで

す。 
 
２７. 助成額はどのように計算するか。 

 

施設に給付される助成額は次のようになります。 

助成額＝①＋②－③ 

① 施設の開所時間や職員の雇用状況に応じて算定し施設に給付される「延長保育実施加

算」等 

② 児童の利用状況に応じて職員を雇用するための「延長保育従事職員雇用費」等 

③ 保護者から徴収した延長保育料（間食代・夕食代は含みません。） 

 

 

２８. 減免した分は市の助成対象か。 

 

 対象です。間食代・夕食代の場合、「ＡＢ階層減免費内訳報告書」を請求書と合わせて提

出ください。延長保育料の場合、報告書はありません。 

 

２９. 延長保育障害児等受入加算の要件について、事前に申し込みがなく、勤務先や移動

手段の関係で突発的に延長になった場合に加算対象になるか。 

 
延長保育事業は事前申し込みを原則としており、月 11 日以上の利用申込者を延長保育障
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害児等受入加算の対象とします。 
 

３０. 延長保育障害児等受入加算の要件について、半月以上利用申込者が対象だが、実績

は半月に満たない場合に対象になるか。 

 
あらかじめ職員配置等の対応が必要なことから、事前の利用申込が月 11 日以上であれば

加算の対象とします。 
 
３１. 「朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例」は、どのよう

な場合に適用できるのか。（※保育所・認定こども園・小規模保育事業Ａ型に限る） 

特例は、国の配置基準において、各年齢で定める職員配置基準により算定される必要な職

員数が２人を下回っている時間帯に限り、「子どもの数に関わらず保育士等を最低２人配置

する」という要件について、保育士等のうち１人を保育士資格を有しない者（子育て支援員

研修（地域保育コース〈地域型保育〉）を修了した者、保育所等で保育業務に従事した期間

が十分にある者（※）、家庭的保育者）とすることができます。 
（※：「保育所等で保育業務に従事した期間が十分にある者」とは、特例を適用する施設で、

常勤（月 120 時間以上勤務）換算で保育業務に１年以上（＝1,440 時間以上）従事し

た経験がある者とします。なお、特例による従事を開始した日から１年以内に子育て

支援員研修（地域保育コース〈地域型保育〉）を修了してください。） 
なお、延長時間帯の保育は、対象児童の年齢・人数に応じた市の配置基準に基づき保育士

を配置することとしていますが、上記特例を適用することが可能です。 
（※小規模保育事業Ａ型については「朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士配置

に係る特例」を適用すると、「安全な保育を実施するための職員雇用費」は加算対象外とな

ります。） 
 
例１ 特例の適用が認められる場合 
必要な職員数は 1.4 人を四捨五入して、１人となり、特例実施後は、２人のうち１人は保育

士資格を有しない者（子育て支援員研修修了者等）でも配置可能となります。 

年齢 
子どもの数 

（①） 

国の配置基準 

（保育士１人あたり）

（②） 

必要な保育士数 

（①÷②） 

【参考】市の配置基準 

（保育士１人あたり） 

０歳児 2 3 0.6 3 

１歳児 2 6 0.3 4 

２歳児 2 6 0.3 5 

３歳児 2 20 0.1 15 

４・５歳児 4 30 0.1 24 

  12   1.4   
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例２ 特例の適用が認められない場合 
必要な職員数は 1.5 人を四捨五入して、２人となり、この場合は、特例実施後でも、保育士

２人の配置が必要となります。 

年齢 
子どもの数 

（①） 

国の配置基準 

（保育士１人あたり） 

（②） 

必要な保育士数 

（①÷②） 

【参考】市の配置基準 

（保育士１人あたり） 

０歳児 2 3 0.6 3 

１歳児 2 6 0.3 4 

２歳児 2 6 0.3 5 

３歳児 3 20 0.1 15 

４・５歳児 6 30 0.2 24 

  15   1.5   
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20 一時保育事業について 

１ 一時保育事業とは 

・保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業（給付対象）及び横浜保育

室を利用していない（入所していない）児童を、民間認可保育所、認定こども園（幼保連携型）及び小規

模保育事業で一時的に保育する事業です。ただし、里帰り出産の場合は、他都市で認可保育所等を利用し

ている場合であっても、市内の一時保育の利用は可能です。

・現在お住まいの市町村で、認可保育所などを利用していなければ、横浜市民ではなくても利用可能です。

ただし、市外在住の方の利用は、以下のとおりの利用になります。

里帰り出産での利用 里帰り出産以外での利用 

利用料金 市の上限額 市の上限額に関わらず設定が可能 

施設への補助金 市内児童と同様の交付 基本分のみ対象 

保護者の減免制度 利用不可 

・横浜市一時預かりWEB予約システムから施設検索が可能です。WEB予約を受け付けている施設に対しては

ウェブ上から申込が可能です。その他の施設に対しては電話等で施設へ直接申込が必要です。利用料の納

付は、利用者が直接、実施施設に対して行います。

２ 一時保育利用使途の種類 

下記の利用使途で預かります。なお、児童一人あたり、利用限度は合計120時間です。 

※非定型利用で100時間利用している場合は、緊急やリフレッシュでの利用は20時間可能です。なお、120

時間を超えて利用が必要である場合は、区こども家庭支援課にご報告ください。

種  類 内  容 

非定型的保育 
保護者等の就労、職業訓練や就学、介護等により、家庭での保育が断続的に困

難となる児童をお預かりします。 

緊急保育 
保護者等の疾病、入院、冠婚葬祭などやむを得ない理由により、緊急一時的に

保育が必要となる児童をお預かりします。 

リフレッシュ保育 
育児に伴う保護者の身体的、心理的負担を解消するため、一時的に児童をお預

かりします。 

３ 一時保育の実施内容について 

  一時保育には「一般型」と「余裕活用型」があります。 

事業内容の規定や補助内容が異なりますので、施設の実態に応じて「一般型」か「余裕活用型」を選択し

てください。 

項目 一般型 余裕活用型 

1 実施施設 民間認可保育所、認定こども園（幼保連携型）、小規模保育事業 

2 実施時間 

原則として保育園の開所時間のうち11時間以上 

ただし、地域状況や利用状況等の理由により、実施しても利用が見込めないなど相当の

理由がある場合には、８時間以上11時間未満の実施時間を設定することができます。 

※補助額が変わるので注意

3 実施日 

原則として月～土曜日 

※地域状況や利用状況等の理由により、事業を実施しても利用が見込めないなどの場合

は、事業の実施を要しない日を設けることができます。
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 項目 一般型 余裕活用型 

4 
定員の 

設定 

通常の保育の定員の他に、一時預かりの

受入を行う定員枠を設けて実施します。 

各事業所の利用定員からその日の利用人数

を差し引いた人数が、一時保育で受け入れる

ことのできる人数とする「余裕活用型」とし

て実施します。ただし、各事業所の利用定員

総数を超えて受け入れることはできません。 

5 

非定型保

育の取扱

い 

パートタイム就労などの場合に利用する

非定型的保育については、各実施施設の

判断で、最大で年度末までの利用申請を

受け付けることが可能です。 

ただし、一時保育の受入枠すべてを年度

末までの申込者とすることはできませ

ん。例えば、利用枠の３分の１は一時的

な利用者のために残しておく等、一時保

育の趣旨を踏まえ御対応くださいますよ

うお願いします。 

非定型保育についても受入が可能ですが、通

常の保育所利用の児童の入所が確定した場

合、一時保育の児童が急遽利用できなくなる

可能性があります。 

そのため、長期間での予約の受付などは避け

てください。 

6 
実施施設

の要件 

・横浜市内の民間の認可保育所及び認定

こども園及び小規模保育事業であること 

・専用保育室（原則30㎡以上）を確保

していること（各保育室で実施するなど、

区長が認めた場合は例外あり）。 

・一般型との併用はできません。 

7 
事業担当

保育士 

事業を担当する保育士を定め、保育士雇

用状況へ記載する場合は、一時保育事業

に従事する時間を除外した時間で記載し

てください。一時保育事業に従事してい

る時間分については雇用状況表での記載

対象になりません。 

 

なお、保育従事者については、一時保育

の事業専用保育室（概ね30㎡）の区画

があり、当該保育室にて一時保育を行う

場合、専ら一時保育事業に従事する職員

として、保育従事者を配置し、そのうち

保育士を1/2以上とすること。 

保育従事者のうち、保育士資格を有しな

い者は、横浜市で定める研修課程（子育

て支援員研修「一時預かり事業」または

「地域型保育」）をすべて修了した後に、

保育に従事することができる。 

事業担当保育士は不要。 

横浜市の配置基準を満たす利用児童の年齢、

人数に応じた保育従事者が必要です。 

8 補助制度 

以下の補助項目があります。 

・基本分助成 

・安定運営加算（市内児童のみ対象） 

・利用児童加算（市内児童のみ対象） 

・各種の減免した利用料への補助（市内

児童のみ対象） 

・障害児受入等の各種加算（市内児童の

み対象） 

以下の補助項目があります。 

 

 

・利用児童加算（市内児童のみ対象） 

・各種の減免した利用料への補助（市内児童

のみ対象） 

・障害児受入等の各種加算（市内児童のみ対

象） 
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＜横浜市職員配置基準＞ 

 

 

 

 

 

 

 

４ 関係要綱 

（１） 横浜市一時保育事業実施要綱 

一時保育事業を実施するため手続や実施内容等を定めた要綱です。事業を実施する実施施設は、この要

綱に基づき事業を実施します。 

（２） 横浜市一時保育事業助成要綱 

一時保育の実施にかかる助成金の交付に関する要綱です。助成を受けようとする実施施設は、この要綱に

基づき助成を受けます。 

 

 

５ 利用料等 

（１） 保護者から徴収する利用料（一般型・余裕活用型） 

・利用料等…ガイドライン（上限額）に沿って、各実施施設が設定。料金は、各実施施設が直接利用者

から徴収します。 

◎利用料等のガイドライン（上限）は次のとおりです。      

日     額 
３歳未満児   2,400 円（ １日 ・１人あたり） 

３歳以上児   1,300 円（ １日 ・１人あたり） 

時間単位 
３歳未満児     300 円（１時間・１人あたり） 

３歳以上児     160 円（１時間・１人あたり） 

給食・おやつ代 全児童 合計  500 円（ １日 ・１人あたり） 

 

※日額料金は、８時間を超えた利用について適用するものとする。 

ただし、半日単位や短時間保育の設定をする場合は、一時間あたりの金額が時間単位のガイドラインを超

えないものとする。 

 ※給食・おやつ代には、18時 30分を超えて利用する児童に係る夕おやつ又は夕食代を含まない。 

A型 B型 C型
０歳児 3:1 3:1

１歳児 4:1 （補助者配置の場合5︓2）

２歳児 5:1

３歳児 15:1

４･５歳児 24:1

3︓1＋保育従事者１名

6︓1＋保育従事者１名

6︓1＋保育従事者１名

認可保育所
小規模保育事業
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（２） 利用料減免制度 

  減免対象 減免割合 減免に必要な書類の例 備考（減免対象や必要な書類について） 

1 被保護世帯 利用料全額 

「保護証明書」 

「保護（開始）決定通知書」 

「生活保護費支給証」 

・給食、おやつ代、時間外保育料は減

免の対象外 

・保護者が横浜市民であること 

2 市民税非課税世帯 利用料全額 

保護者及び世帯全員分の「税

額控除が記載された市民税・

県民税（非）課税証明書（全件

用）」 

 

・給食、おやつ代、時間外保育料は減

免の対象外 

・保護者及び保護者と同一の世帯に属

する人が横浜市民で、減免に必要な書

類を提出できること 

3 

市町村民税所得割合算

額が７万7,101円未満

である世帯 

利用料の2/3減

免 

・給食、おやつ代、時間外保育料は減

免の対象外 

・保護者及び保護者と同一の世帯に属

する人が横浜市民で、減免に必要な書

類を提出できること 

・10円未満の額については切り上げた

額を徴収すること 

4 ひとり親世帯 利用料全額 
「児童扶養手当証書」 

「福祉医療証（ひとり親証）」 

・給食、おやつ代、時間外保育料は減

免の対象外 

・保護者が横浜市民であること 

・減免に必要な書類を取得できない世

帯は対象外 

5 

多胎児減免対象（緊

急・リフレッシュ利用

目的） 

利用料全額 

「母子手帳（出生届出済証明の

箇所）」 

「住民票」等多胎児であること

が確認できる書類 

・給食、おやつ代、時間外保育料は減

免の対象外 

・保護者が横浜市民であること 

・多胎児減免分助成の対象となるのは

多胎児児童のみです。多胎児のきょう

だいは対象外。多胎児児童であれば一

人だけ預かる場合も対象となります。 

6 
はじめてのおあずかり

券を利用する減免 
利用料全額 電子クーポンで配付 

・給食、おやつ代、時間外保育料は減

免の対象外 

・計24時間分のクーポンが対象の保護

者に配付されます。 

7 

利用している家庭的保育

事業者が休業する際に代

替保育ができない場合に

行う緊急保育 

給食・おやつ代・

時間外保育料を

含み、利用料全額 

利用・休業証明書（第５号様式）   

8 

利用施設の休園等やむを

得ない事由により保育の

提供を受けることができ

ない場合に行う緊急保育 

給食・おやつ代・

時間外保育料を

含み、利用料全額 

休園施設が保護者に発行する

書類により、「自園で保育でき

ないこと」を確認、写しをとっ

てください。 

  

※保護者から減免書類を受理次第、速やかに一時預かりWEB予約システムにアップロードしてください。 
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  [料金等に関する留意点について] 

＜半日単位や短時間保育の設定をする場合＞ 

①料金設定は、1時間あたりの金額が時間単位のガイドラインを超えないものとします。 

例：半日（４時間）料金の設定も可能ですが、時間単位のガイドラインは超えないこととします。 

 ○  ３歳以上児 日額 1,300円  半日（4時間） 640円（160円  ×4時間） 

   ×  ３歳以上児 日額 1,300円  半日（4時間） 650円（162.5円×4時間） 

 

 ②実際に利用した時間に応じて徴収してください。 

例：半日（４時間）の料金を設定したが、実際の利用は１時間だった場合、１時間分の料金の徴収です。 

＜時間外保育の保育料＞ 

時間外保育の保育料は施設で適切な額※を設定してかまいません。ただし利用者に事前にわかりやすく周知・

同意を得る必要があります。 

※職員が超過勤務する場合に係るなど、実費相当の額を設定してください。 

  ＜夕食代など＞ 

本市では給食・おやつ代として徴収可能な額として、500円を上限としています。これには18時 30分を超え

て利用する児童に係る夕おやつ又は夕食代を含みません。夕おやつ又は夕食代などが必要な場合は保護者に

通知の上、別途請求とします。 

＜その他必要な実費について＞ 

利用料、給食・おやつ代以外の料金の徴収については、あらかじめ利用者に明示し、トラブルとならないよう十

分な説明をした上で、実費の範囲内で各実施施設において設定できます。 

＜児童の年齢＞ 

 利用児童加算における０歳児の月齢については、利用した当月一日における月齢とします。 

１歳児以上の児童の年齢は、当該年度の初日（４月１日）の前日における満年齢とし、年度途中に誕生日を

迎えても変更しないものとします。 

 

（３） その他 

 「一時預かり事業」は社会福祉事業として位置づけられており、社会福祉法人が一時預かり事業を行う

場合、以下のことが義務付けられています。 

・事業開始の届出（社会福祉法人以外の事業者も全て） 

・定款変更（社会福祉法人のみ） 

 

 

６ 一時預かりWEB予約システム 

  横浜市では、一時預かり施設の検索、予約をネット上でできる「横浜市一時預かりWEB予約システム」を

導入しています。 

（１） 機能  ※下線部は全施設対応必須 

利用者側機能…施設検索、空き状況確認、面談申込、利用予約、予約状況の確認 

施設側機能…空き状況公開、面談申込受付、利用予約受付、実績報告書提出 

（２） 操作方法等 

一時保育を実施する場合、横浜市一時預かりWEB予約システムに施設情報を登録し、月々の実績報告

書を予約システム上から行う必要があります。 
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実施届の提出が確認でき次第、横浜市側で施設アカウントを作成しますので、パスワード変更や保護者へ

の周知等を行ってください。 

 操作方法の流れ・詳細は、kintone アプリ「一時保育事業の関連資料」に掲載しています。事業実施前に

必ず確認してください。 

  ＜一時保育事業の関連資料＞ 

  https://h-k-yokohama.cybozu.com/k/945/ 

 

７ 助成金の種類と内容（横浜市一時保育事業助成要綱） 

一時保育事業の実施施設に対する助成金は、次の項目で構成されています。 

 （１） 基本助成（一般型） 

８時間実施施設もしくは11時間実施施設、月間延べ利用児童数に応じて助成します。 

月の延べ利用児童数が、３人以下の場合は０円です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８時間実施施設 ： 事業実施時間が８時間以上11時間未満の保育所等 

11時間実施施設 ： 事業実施時間が11時間以上の保育所等 

 

（２） 利用児童加算（一般型・余裕活用型） 

年齢別（３歳未満、以上）の利用児童数×実施時間（８時間実施・11時間実施）の単価です。 

年齢区分 
補助額（延べ利用１人あたり） 

８時間実施施設 11時間実施施設 

0歳児クラス(57日～6か月未満) 11,840 円 16,281 円 

0歳児クラス(６か月以上) 5,047 円 6,940 円 

１歳児～２歳児クラス 2,410 円 3,930 円 

３歳児以上 1,160 円 1,920 円 

   ※月齢については利用月の一日時点での月齢で判定します。 

 

 （３） 安定運営加算 

   下記の要件を満たした場合、月 12万円を補助します。 

   ＜要件＞  ・一般型の 11時間型施設であること 

           ・市内児童の 0歳児クラスの児童を含み、月 10人以上の実績があること 

 

 

 

月の延べ利用児童数 区分 
助成額（月額） 

８時間実施施設 11時間実施施設 

4～ 20 人 Ａ区分 70,610 円 93,410 円 

21～ 60 人 Ｂ区分 112,970 円 149,450 円 

61～120 人 Ｃ区分 141,210 円 186,810 円 

121～180 人 Ｄ区分 211,810 円 280,210 円 

181～240 人 Ｅ区分 282,410 円 373,610 円 

241～300 人 Ｆ区分 353,020 円 467,020 円 

301～360 人 Ｇ区分 423,620 円 560,420 円 

361 人以上 Ｈ区分 494,220 円 653,820 円 

-154-



 （４） 被保護世帯・市民税非課税世帯・市町村民税所得割合合計額が７万 7,101 円未満である世帯等減免分への

助成、ひとり親世帯等減免分への助成、多胎児減免分への助成 

    下記の表の利用料を上限とし、施設が実際減免した額を助成します。 

時間分 
３歳未満児 300 円（１時間・１人あたり） 

３歳以上児 160 円（１時間・１人あたり） 

※市町村民税所得割合合計額が７万7,101円未満である世帯等減免分については、実施時間における利用料総

額の３分の２を減免とする。なお、10円未満の端数は切り上げることとします。 

 

（５） 家庭的保育事業が休業する際・利用施設の休園等やむをえない事由により保育の提供を受けることができ

ない場合の減免分助成 

  減免した料金（利用料 給食・おやつ代・時間外保育料を含む） 

 

（６） 障害児等受入加算（一般型・余裕活用型） 

  障害児（手帳所持者、発達障害のある児童又はそれらに相当する障害があると施設長が判断す   る児童）

の受け入れにあたり、手帳等の区分に応じて加算を適用します。また「児童状況書」（１号様式）や手帳の写

し等の必要書類を添付して、施設が区に加算申請も可能です。この場合、区の決定した障害の程度の区分に応

じて職員の加配に要する人件費を加算します。 

区分 配置 児童１人あたり（日額） 

A区分 １：１相当 9,180 円 

B区分 ２：１相当 7,220 円 

C区分 ３：１相当 4,690 円 

特別支援児童  - 2,780 円 

医ケア  １：１相当 9,180 円 

※いずれの加算とも、基本分補助額が０円の月でも加算対象となります。 

 

 （７） 多胎児受入時加算 （緊急・リフレッシュの利用目的の場合に適用） 

多胎児の利用があった場合、一月ごとの延べ利用児童数に応じて加算します。 

児童１人あたり（日額） 1,200 円 
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８ 一時保育の実施に関する事務手続き（届出事務及び請求事務について） 

 （１） 一時保育の「実施」に関する届出書類 

届出書類 届出期限 届出先 

横浜市一時保育事業 

実施届 

一時保育事業を開始しようとする 

前月の 10日までに提出 

Kintone 

（下記 URL参照） 

実施内容変更届 
一時保育事業の実施内容を変更しようとする

前月の10日までに提出 

休止届 
一時保育事業を休止しようとする 

前月の 10日までに提出 

廃止届 
一時保育事業を廃止しようとする 

前月の 10日までに提出 

特定子ども・子育て 

支援施設等確認申請書 
新規実施の場合、実施届と一緒に提出 

 

＜横浜市一時保育事業実施届＞  

https://h-k-yokohama.cybozu.com/k/342/ 

実施届に記載された「一時保育の実施時間」で、助成の単価が決まります。（８時間・11時間）また、

横浜市一時預かりWEB予約システムで実施時間や利用料等を公表します。利用者向けの一時保育の案内

チラシも併せて提出してください。 

※年度当初から実施する場合は、３月 10日までに実施届を再度提出してください。 

なお、年度当初に実施届を提出していなくても、年度途中から実施は可能です。その場合は、原則、

実施月の前月10日までに実施届を提出してください。前月 10日を過ぎて実施届を提出する場合は、

保育・教育運営課（045-671-3564）までご相談ください。 

 

＜横浜市一時保育事業実施内容変更届＞   

https://h-k-yokohama.cybozu.com/k/581/ 

 

＜横浜市一時保育事業休止届＞  

https://h-k-yokohama.cybozu.com/k/582/ 

休止期間は原則６か月までです。引き続き休止が必要な場合は再度「休止届」を提出するか一時保育

を再開する見込みがない場合は、「廃止届」を提出してください。 

 

＜横浜市一時保育事業廃止届＞  

https://h-k-yokohama.cybozu.com/k/583/ 

 

 

＜特定子ども・子育て支援施設等確認申請書＞ 

  無償化の対象施設になるために必要な書類です。新しく一時保育事業を実施する場合、実施届と一緒に提

出します。なお、確認申請書は一度提出いただければ、廃止届の提出がない限り毎年の提出は不要です。書

式は実施届提出フォームからダウンロード可能です。 
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 （２） 一時保育の請求に関する提出書類 

請求方法は、一時預かりWEB予約システムからの提出とメール（郵送）での提出が必要になります。 
 

提出書類 提出期限 提出先 

横浜市一時保育事業 

助成金報告書兼請求書（※） 

     

翌月７日までに提出 

メール（ＰＤＦ）または郵送 

 

こども青少年局 

保育・教育給付課 

TEL：045-671-0234 

利用状況報告書（※） 

 

翌月７日までに提出 

一時預かりWEB予約システム 
 

各種手帳写しまたは障害児等受入加算適

用決定通知、 

被保護世帯・市民税非課税世帯・ 

多胎児・ひとり親世帯、 

医療的ケア児・特別支援児童であること 

が確認できる資料（写しで可） 

障害児等受入加算適用申請書 

（各種手帳にて加算区分が判定できる

場合、区への手続きは不要） 

助成金差額（追加）請求書（※） 

利用児童数の訂正等、 

差額が発生した場合に提出 

メール（ＰＤＦ）または郵送 

こども青少年局 

保育・教育給付課 

TEL：045-671-0234 

助成金差額内訳報告書（※） 

利用児童数の訂正等、 

差額が発生した場合に提出 

一時預かり WEB予約システム 
 

※提出の遅延（記載不備による再提出含む）により、翌々月以降の支給になる場合もあります。   

     

＜横浜市一時保育事業助成金報告書兼請求書・利用状況報告書＞  

一時保育の助成金は、原則毎月の実績に基づき、翌月末の支給となります。 

毎翌月７日までに＜一時預かりWEB予約システム＞を通じて提出します。 

請求額が０円の場合 

一時預かりWEB予約システムで「0人」として報告してください。 

なお、報告書兼請求書（ＰＤＦ）のメール（または郵送）は不要です。 

  

〇 提出の手順 

① 一時預かりWEB予約システムで利用予約、実績を登録後、「報告書出力」をクリックすると、予約シ

ステムに登録した実績情報が反映された実績報告書エクセルがダウンロードされます。 

② 実績報告書エクセルの内容を確認のうえ、「報告書提出」をクリックします。 
→利用状況報告書の提出完了です。 

③ 助成金の請求がある場合は、実績報告書エクセルの「第１号助成金報告書兼請求書」シートをPDF形
式で添付し、メールで提出します。（委任がある場合は、押印のうえ郵送で提出します。） 

→助成金報告書兼請求書の提出完了です。 
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〇 助成金報告書兼請求書の提出先  

【メールの場合】  

鶴見区 kd-ichiji-tsurumi@city.yokohama.jp 金沢区 kd-ichiji-kanazawa@city.yokohama.jp 

神奈川区 kd-ichiji-kanagawa@city.yokohama.jp 港北区 kd-ichiji-kohoku@city.yokohama.jp 

西区 kd-ichiji-nishi@city.yokohama.jp 緑区 kd-ichiji-midori@city.yokohama.jp 

中区 kd-ichiji-naka@city.yokohama.jp 青葉区 kd-ichiji-aoba@city.yokohama.jp 

南区 kd-ichiji-minami@city.yokohama.jp 都筑区 kd-ichiji-tsuzuki@city.yokohama.jp 

港南区 kd-ichiji-konan@city.yokohama.jp 泉区 kd-ichiji-izumi@city.yokohama.jp 

保土ケ谷
区 

kd-ichiji-hodogaya@city.yokohama.jp 栄区 kd-ichiji-sakae@city.yokohama.jp 

旭区 kd-ichiji-asahi@city.yokohama.jp 戸塚区 kd-ichiji-totsuka@city.yokohama.jp 

磯子区 kd-ichiji-isogo@city.yokohama.jp 瀬谷区 kd-ichiji-seya@city.yokohama.jp 

 

・メール件名、エクセル・PDFの名前を【施設所在区】施設名（○月分）としてください。 

＜例：【中区】よこはま保育園（４月分）＞ 

・エクセル、ＰＤＦにパスワード（14100から始まる 13桁の施設事業所番号）を設定してください。 

 

 

【郵送の場合】 （市庁舎ではありません） 

〒231-0015 横浜市中区尾上町１－８ 関内新井ビル９階 

横浜市こども青少年局 保育・教育給付課 一時保育助成金担当 宛 

 

＜横浜市一時保育事業 助成金差額内訳報告書・助成金差額（追加）請求書＞  

 利用児童数の訂正など、差額が発生した場合に使用します。 

 差額の発生が把握出来た時点で、保育・教育給付課までご連絡ください。 
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＜障害児等受入加算適用申請書・障害児等受入加算適用決定通知書＞ 

障害児等受入加算の申請をする場合に使用します。 

〇 申請の手順 

（１）「身体障害者手帳」「療育手帳（愛の手帳）」及び「精神障害者保健福祉手帳」「障害福祉サービス受給者証」

の交付を受けている児童 

   次のとおりの加算区分とします。 

   ア 身体障害者手帳による加配基準表 

 

障害種別 

加配区分 

A重度 

(1:1相当) 

B中度 

(2:1相当) 

C軽度 

(3:1相当) 

０・１・

２歳児ク

ラス 

肢 体  １・２級 ３・４・５・６・７級 

視 覚  １・２級 ３・４・５・６級 

聴 覚   ２・３・４・５・６級 

音声・言語   ３・４級 

内 部   １・２・３・４級 

３・４・

５歳児ク

ラス 

肢 体 １・２級 ３・４級 ５・６・７級 

視 覚 １・２級 ３・４級 ５・６級 

聴 覚   ２・３・４・５・６級 

音声・言語   ３・４級 

内部   １・２・３・４級 

 

イ 愛の手帳(療育手帳)による加配基準表 

A重度(1:1相当) B中度(2:1相当) C軽度(3:1相当) 

Ａ１、Ａ２ Ｂ１ Ｂ２ 

 

ウ 精神障害者保健福祉手帳による加配基準表 

手帳所持 C軽度(3:1相当) 

 

エ 障害福祉サービス受給者証または障害児通所受給者証による加配基準表 

受給者証所持 特別支援 

 

（２）手帳の交付を受けていない児童、または手帳の交付は受けているが（１）の加配区分では実態に即してい

ない場合 

  ア 区へ「障害児等受入加算適用申請書」提出し「障害児等受入加算適用決定通知書」の交付を受ける必要が

あります。 

  （ア）障害児の場合 

 下記(a)～(c)を、区福祉保健センターこども家庭支援課に提出してください。 

(a) 横浜市一時保育事業 障害児等受入加算適用申請書 

(b) 児童状況書（横浜市障害児等の保育・教育実施要綱 第１号様式） 

(c) 児童状況確認書（横浜市障害児等の保育・教育実施要綱 第２号様式又は第２号様式の２）」 
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   ※「身体障害者手帳」「療育手帳（愛の手帳）」及び「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている児

童については、各手帳の写しを添付してください。 

  （イ）医療的ケア児童の場合（たん吸引、導尿、経管栄養等の医療的ケアが必要な児童で、ほかに重篤な症状

がなく、集団での保育教育が可能である児童） 

 下記(a)～(c)を、区福祉保健センターこども家庭支援課に提出してください。 

(a) 横浜市一時保育事業 障害児等受入加算適用申請書 

(b) 医療的ケア児童状況書（横浜市障害児等の保育・教育実施要綱 第１号様式－２（保護者用）） 

(c) 医療的ケア依頼書（横浜市障害児等の保育・教育実施要綱 第６号様式） 

(d) 医療的ケア指示書（横浜市障害児等の保育・教育実施要綱 第７号様式） 

(e) 医療的ケア主治医意見書（兼診療情報提供書）（横浜市障害児等の保育・教育実施要綱 第８号様式） 

イ 区から実施施設に「障害児等受入加算適用決定通知書」にて適用区分が通知されます。 

（障害児等受入加算助成の支給開始日は、福祉保健センター長が申請年度の範囲内で決定します） 

ウ 「障害児等受入加算適用決定通知書」を一時預かりWEB予約システムにアップロードしたうえで、「助成

金報告書兼請求書」とＰＤＦ形式でメールに添付し、提出してください。 

(過去の利用（請求）に遡って区分が決定した場合は、「助成金差額内訳報告書」及び「助成金差額（追加）

請求書」により差額をお支払いしますので、保育・教育給付課までご連絡ください。) 

 

 

＜被保護世帯・市民税非課税世帯・多胎児・ひとり親世帯、医療的ケア児・特別支援児童であることが確認で

きる資料＞ 

利用時に保護者へのヒアリングを必ず行い、該当する児童と判明した場合は、各確認書類（写し）を一時預かり

WEB予約システムにアップロードしたうえで、請求書をＰＤＦ形式でメールに添付し提出してください。期限まで

の提出が難しい場合は保育・教育給付課までご連絡をください。 
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９ よくある問合せ 

Ｑ１ 基本の開所時間を８時間に設定した場合、基本時間を過ぎたら時間外保育料金を徴収できますか？ 

Ａ 可能です。ただし、予め利用者にその旨を周知することや不公平な取り扱いにならないようにするなど配慮してください。

なお、時間外保育料金については、従事する保育者にかかる費用など、適切な額に設定いただきますようお願いいたしま

す。 

 

Ｑ２ 「事業を担当する保育士」は専任でなければいけませんか？ 

Ａ 一時保育利用児童の状況を把握したり、一時保育児童に関する担当者という位置づけの保育士が必要です。クラス担

任など一時保育事業と事実上兼務ができない場合は除きますが、一時保育事業に影響がなければ、他の業務に従事す

ることは差し支えありません。ただし、一般型の当該保育士は保育士雇用状況表へ記載する場合は、一時保育事業に勤

務する時間（予定の時間でかまいません）を除外して記入してください。 

 

Ｑ３ 一時保育事業実施届の「４ 事業担当保育士の内容」に記載する保育士は、向上支援費の保育

士雇用状況表に重複して記載していいのですか？ 

Ａ 記載してかまいません。一般型で実施している施設が記載する場合は、一時保育事業に勤務する時間（予定の時間で

かまいません）を除外して記入してください。なお、一般型で、「通常の保育の児童」と「一時保育の児童」を、担任が通常

の保育体制の中で、合同で保育している場合は、担任の雇用状況表に記載する時間から保育に従事した時間を差し引く

必要はありません。雇用状況表の記載の方法については保育・教育給付課へご相談ください。 

 

Ｑ４ 「一時保育専用保育室」が無いのですが、事業は実施できますか？ 

Ａ 原則、一般型は一時保育事業専用保育室（最低30㎡）を確保することとしていますが、専用の部屋を確保しなくても、

入所児童の保育室面積に余裕がある（＝児童数に応じた最低基準面積以上の面積がある）場合など事業の実施に支障

がないと区長が認める場合には、一時保育を実施することができます。 

 なお、余裕活用型は空き定員のある施設にて実施することができ、専用の保育室・保育士の確保は不要です。 

 ※R５年度から認可保育所・認定こども園も余裕活用型を実施できます。 

    

Ｑ５ キャンセル料は徴収できますか？ 

Ａ キャンセル料の徴収については利用した場合支払うべき利用料を上限に、徴収しても差し支えはありません。なお、日

額上限は守ってください。 

ただし、予め利用者にその旨を周知することや不公平な取り扱いにならないようにするなど配慮してください。なお、丸一

日キャンセルされた場合、本市への実績報告対象とはなりません。 

 

Ｑ６ ８時間で予約を取っていた人が、当日３時間しか使わなかった場合、残りの５時間分の料金を徴収できます

か？ 

Ａ 予約をどのように受け付けているかによって対応が変わります。 

①予約を「１日コース」「半日コース」と施設が設定している場合 

 →実際に利用した時間分のみ徴収してください。 

④ 1 時間単位で予約が取れるようになっており、保護者が任意で保育時間を予約できる場合 

 →保護者が予約した時間分の徴収が可能です。なお利用時間分のみの徴収にしてもかまいません。 
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Ｑ７ 昼食や日中のおやつ以外に、お迎えが夕方遅くなる児童に夕おやつまたは夕食の提供を考えていますが、別

途料金を徴収することはできますか？ 

Ａ できます。昼食及び日中のおやつは「合計５００円」の範囲内ですが、夕おやつ等は含まれていないので、実費相当を

別途徴収しても差し支えありません。ただし、予め利用者にその旨を周知することや不公平な取り扱いにならないように

するなど配慮してください。 

 

Ｑ８ 非定型、緊急、リフレッシュの各保育は、全部実施する必要がありますか？ 

Ａ 原則、全て実施することとしています。  

 

Ｑ９ 非定型的保育の利用要件である「介護」とはどのような状況ですか？ 

Ａ 病人や障害者・障害児の介護または施設等へ定期的に通所している障害者・障害児の付き添いをしている、など家庭

での保育が断続的に困難な場合に該当します。 

 

Ｑ10 他園の一時保育事業と併用できますか？ 

Ａ 併用可能です。ただし、他園の一時保育の利用を含めて、利用限度範囲内（月 120時間以内）としてください。 

 

Ｑ11 幼稚園児の利用はできますか？ 

Ａ 幼稚園の預かり保育が利用できない場合（長期休業中やリフレッシュ利用など）は、可能です。利用できます。ただし、

横浜市私立幼稚園等預かり保育事業を利用できる幼稚園に通っている場合は、保育の無償化にかかわらず一時保育の

利用料金が発生します。 

 

Ｑ12 非定型を毎日利用することはできますか？ 

Ａ 120 時間を超えない利用であれば可能です。 

 

Ｑ13 非定型保育で利用している人が、リフレッシュ保育も利用することはできますか？ 

Ａ 要件がリフレッシュ保育に該当するのであれば利用可能です。 

 

Ｑ14 緊急保育を 120時間以上利用することはできますか？  

Ａ 原則 120 時間以内の利用ですが、万が一、虐待防止等の福祉的要因があり、120 時間を超えて利用する必要が

あると考えられる場合は、実施施設が区に、報告し、承認を受けたのちに利用可能です。 

 

Ｑ15 実施要綱第４条の就学猶予中とはどのような場合ですか？ 

Ａ 病弱・発育不完全、その他やむを得ない事由のために、就学困難と認められる子女（学校教育法１８条） 

 

Ｑ16 非課税減免・市町村民税所得割合算額が７万 7,101 円未満である世帯減免の適用について、４、５、６月の利

用にあたって前年度の（非）課税証明書が提出されたが、減免対象として取り扱うのですか？ 

Ａ ４～６月の利用時には前年度の（非）課税証明書をもって減免対象として扱ってください。７月以降の利用時には

新年度の（非）課税証明書をもって、減免対象可否を判断いたします。 

 ※非課税減免については、該当世帯であることを証明する書類の提出を求めていますが、ＤＶ等で住民票をうつせず、

書類が入手できない等、やむを得ない事情の場合はこども青少年局保育・教育給付課にご相談ください。 
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Ｑ17 保育の無償化と減免制度の両方が適用となる場合はどのように手続きしますか？ 

Ａ   減免の適用を優先してください。 

 

Ｑ18 通常の保育定員では受け入れていない年次の児童について一時保育を実施してよいか？ 

Ａ   認可保育施設・認定こども園の場合→可能。ただし当該年次の安全管理マニュアルを作成するなど安全面に配慮し

て開始すること。 

    小規模保育事業の場合→３歳児以上の受入は不可。その他の年次については当該年次の安全管理マニュアルを

作成するなど安全面に配慮して開始すること。 

    ※安全管理マニュアルについては各施設にて、施設の実情に応じた内容を作成してください。 

 

Ｑ19 余裕活用型で実施しているが、１歳児・２歳児の定員は埋まっており、０歳児の定員に空きがあるが、１・２歳児

の一時保育の受入をしてもよいか？ 

Ａ  園の総定員を超えない限りは余裕活用型として受け入れが可能です。なお、面積基準・配置基準は順守してくださ

い。 

 

Ｑ20 平日は通常の保育で定員が埋まっている。土曜日であれば一時保育の受入が可能だが、土曜日のみの受入

でもよいか？  

Ａ  余裕活用型においては、通常の保育を受ける児童の人数が定員以下の利用が見込まれる日のみの受入でも構いま

せん。ただし、通常の保育が優先されますので、定員を超えて預かることが発生しないよう注意をお願いします。また、

当日の配置や面積基準も超えないようご注意ください。 

なお、一般型は原則、通常の開所日に一時保育を実施していただきますようお願いいたします。 

 

Ｑ21 お昼寝の時間にお迎えに来るなどは、避けていただきたい。そうすると最低２時間以上の利用となる。２時間以

上でお迎えに来ていただくよう保護者に依頼してもよいか？その場合の保育料金は２時間以上での料金を徴収

してよいか？ 

Ａ  保護者に丁寧に説明の上、同意していただいていれば、最低２時間以上といった保育の提供をしてもかまいません。

また、実際に２時間保育を提供したのであれば２時間分の料金を徴収してかまいません。 

※急遽お迎えが必要になった場合なども想定されます。２時間以上の設定で保育を提供する場合は、Q６の半日コー

ス、一日コースの設定と同様、実際に提供した保育時間分の料金徴収としてください。 
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■一時保育事業と他の保育施設等との重複利用について
〇 利用できます 

× 利用できません 

一時保育と

の重複利用 
備考 

児
童
が
日
常
的
に
利
用
し
て
い
る
施
設
等

1 認可保育所 
（小規模保育を含む） 

× 

区が認めた休園中の施設である場合や家庭的保育事業が

休業する際などやむを得ない場合は一時保育を利用可能 

2 家庭的保育 × 

3 事業所内保育 
（給付対象） 

× 

4 横浜保育室 × 

5 認定こども園 
（２号３号） 

× 

6 一時保育事業の複数
施設の併用 

〇 
合計120時間を上限（例：A園を 100時間使っていればB

園では20時間まで利用可能） 

7 認可外保育施設（乳幼
児一時預かり事業以外） 〇 

8 認可外保育施設（乳幼
児一時預かり事業） 

〇 

一時保育事業と併用する場合はそれぞれ120時間が上限。 

（例： 

認可 A保育園：120時間の利用 

乳幼児一時預かり事業B園：120時間の利用） 

9 幼稚園、認定こども園
（１号） 

〇 

原則、通常通われている幼稚園等をご利用できる時間は、

幼稚園等をご利用ください。幼稚園等が利用できない場

合は併用可能。 

なお、横浜市私立幼稚園等預かり保育事業（市型預かり）

等の長時間預かりを実施している園※にお通いの方は、保

育・教育の無償化の対象となりません。 
※無償化対象施設の一覧で「認可外保育施設等との併用不

可」の園（市型預かりを未実施の園を含む）

（市外在住児童） 

各施設へ利用可否をご確認ください。 

利用料…市内児童とは異なる可能性があります。 

減免…なし 

無償化対象可否…お住まいの市町村に確認 

10 
「私立幼稚園２歳児

受入れ推進事業」を利

用している児童 
○ 

保育・教育の無償化の要件を満たす方は、一時保育事業、

２歳児受入れ推進事業等を合わせて月42,000円を上限に

無償化対象。 

11 

市外在住で市外の保

育所等利用している

児童 

（認可保育所・小規模

保育事業・家庭的保育

施設・認定こども園 2

号 3号） 

△ 

里帰り出産等：利用可能 

 利用料…市内児童同額 

 減免…対象外 

上記以外 ：利用不可（ただし、DV等児童の処遇にかか

わる場合はご相談ください） 
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21 休日保育・休日一時保育について 
 

就労等により、日曜、祝日に家庭で子どもの保育ができないときに、保育所等へ子ども

を預けることができる「休日保育」「休日一時保育」があります。 

 
事業実施のお願いについて 
横浜市では、休日に保育を行う「休日保育」「休日一時保育」の実施施設が少なく、新

たに実施していただける施設を募集しています。事業実施に向けて、ご検討くださいます

ようお願いいたします。 
ご質問・ご相談については、保育・教育運営課（671-3564）までお願いします。 

 

 

１ 「休日保育」と「休日一時保育」の運営基準 
 休日保育 休日一時保育 

利用児童 ・２号または３号の教育・保育給付認定を受け

ていて、平日に認可保育所・認定こども園（保

育利用）・小規模保育事業Ａ型、Ｂ型、Ｃ型・

家庭的保育事業・事業所内保育事業（地域枠）

を利用している児童 

・左記に該当しない児童で、（１）～（３）のい

ずれかに該当する児童 

（１）仕事（就労・就学、職業訓練など）の都

合により、休日に保育が必要 

（２） 病気や怪我、入院、冠婚葬祭への出席な

ど、やむを得ない理由により、緊急一時的に休

日に保育が必要 

（３）保護者の育児疲れの解消を図るため、休

日に保育を必要 

なお、左記に該当する児童でも、平日利用施

設の利用要件と同様の要件でない休日の保育

を利用する場合は、休日一時保育の利用となり

ます。 

利用要件 ・休日に保育を必要とすることとします。 
（平日利用施設の利用要件と同様の要件） 

・主に、教育・保育給付認定を受けていない児

童で休日に非定型就労、緊急、リフレッシュ保

育を必要とすることとします。 

開所時間 

、開所日 

・11 時間以上開所とし、各施設で定めます。 

・保育時間（８時間）と保育時間（11 時間）を定めます。 

・日・祝日・年末年始です。 

ただし、行事等で受入が困難な場合、あらかじめ申出し、利用月の２か月前までに市民に周

知をした日に限り、休日の保育を実施しないことができるものとします。 

利用料 ・通常の利用料に含まれるものとします。（休日

保育の追加利用料はかかりません。） 

・８時間認定及び 11 時間認定児童が認定時間

を超えて利用する場合は延長保育料の徴収を可

能とします。 

・休日一時の利用料の徴収を可能とします。 

・基本保育時間を超える時間の利用は延長保

育料の徴収をします。 

・キャンセル料をとることも可能とします。 
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        休日保育       休日一時保育 

保育士配

置 

・平日の保育と同様の市基準の保育士配置を満

たすこととします。 

（平日の乳児の利用定員が４名以上の施設にお

いては看護師、保健師、准看護師も可とします。） 

なお、開所時間中に子どもがいない場合には、

必ずしも基準の保育士配置は必要ないものとし

ます。ただし、子どもが登園した時点で市基準

の保育士配置がとれるようにしておくこととし

ます。 

 

・保育従事者が常に２人以上であること。保

育所等においては受け入れ人数の状況により

次の基準を満たすこと。小規模保育事業にお

いては、職員配置は小規模事業の事業類型に

応じ、横浜市家庭的保育事業等の整備、運営

等の基準に関する条例（平成 26 年条例第 47

号）に規定するとおりとする。 

（ア）乳児（０歳児）３人につき保育従事者

1人 

（イ）１歳児４人につき保育従事者１人 

（ウ）２歳児５人につき保育従事者１人 

（エ）３歳児 15 人につき保育従事者１人 

（オ）４歳以上児 24 人につき保育従事者１人 

・必要となる保育従事者の 1/2 以上かつ最低

１名は、保育士の資格を有すること。ただし、

保育士資格のない保育従事者は子育て支援員

研修の受講が必要です。 

週７日目

利用 

・週６日利用とします。 

・原則、平日に代替休日を設けることとします。 

ただし、祝日を含む週で週６日利用になるよう

であれば、代替休日を設ける必要はありません。 

・やむを得ず利用する場合は、休日一時として

週７日目利用を可能とします（この場合は利用

料がかかります）。 

・週７日目の利用も可とします。 

給食の提

供 

・給食の実施。ただし、保護者の同意を得て弁

当持参も可能とします。 

・給食の実施。その場合は別途給食代の徴収

を可とします。ただし、保護者の同意を得て

弁当持参も可能とします。 

申込み方

法 

・保護者が平日利用の施設に休日保育利用の希

望を伝えます。その後、保護者が休日保育実施

施設へ利用登録（年１回）し、利用希望する月

ごとに利用を申込みます。 

・休日保育実施施設へ直接申し込みます。 

・利用登録後に、利用申込みが必要です。 

利用決定 ・市が示すガイドラインにより、施設が利用を

判断します。 

 

・各施設が利用を判断します。 

 

必要書類 

 

 

 

 

 

・休日保育利用登録申請書 

・休日保育児童状況確認書（児童の普段の様子

を記入） 

・休日就労（予定）証明（申告）書 

・教育・保育給付認定決定通知書の写し 

・休日保育利用申込兼代替休日取得状況申出書 

・児童家庭状況調書 

 

申込期日 

 

 

・全施設、申込期日を統一とします。原則、利

用月の前月の 10 日まで、10 日以降空きがあれ

ば随時申込みを可能とし、期日は各施設で定め

ます。（申込み締切日以降は、保育士の配置等の

対応ができない場合、受入を断ることができる

こととします。） 

・原則利用日の７日前まで。申込開始日は各

施設で定めます。 

利用定員 ・施設ごとに利用定員を設定します。 

 ただし、〇名程度とし、日によって受入人数

が異なることも可とします。 

・利用定員は設定しません。 
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２ 休日一時保育事業について 

関係要綱 

横浜市休日一時保育事業実施要綱 

休日一時保育事業を実施するための手続や実施内容、助成金の交付に関して定めた要綱です。

事業を実施する実施施設は、この要綱に基づき事業を実施し、助成を受けます。 

利用料等について 

利用料等…ガイドライン（上限額）に沿って、各実施施設が設定。料金は、各実施施設が直接利

用者から徴収します。 

◎利用料等のガイドライン（上限）は次のとおりです。 基本保育時間 ８時間 

日額 
３歳未満児 3,300 円（ １日 ・１人あたり） 

３歳以上児 1,800 円（ １日 ・１人あたり） 

時間単位 
３歳未満児   420 円（１時間・１人あたり） 

３歳以上児   230 円（１時間・１人あたり） 

給食・おやつ代 全児童 合計  400 円（ １日 ・１人あたり） 

利用料減免について 

保護者が横浜市民の場合、利用料(給食・おやつ代を除く)減額制度があります。 

（里帰り出産や海外からの一時的な帰国、及び必要書類の提出ができない場合は対象外） 

減免対象世帯 減免率 必要書類（写し可・いずれか一つを提出） 

生活保護世帯 全額減免 
○生活保護受給証明書 ○休日・夜間等診療依頼証

○保護決定通知書 ○生活保護費支給証

市民税非課税世帯 全額減免 市民税・県民税課税（非課税）証明書（父母） 

ひとり親世帯 全額減免 
○福祉医療証 ○児童扶養手当認定通知書

○児童扶養手当証書

市民税所得割合算額が７万 7,101 円未

満世帯（年収３６０万未満相当：所得割

合算額は、税額控除前の金額） 

2/3 減免 

市民税・県民税課税（非課税）証明書（父母） 

※備考欄に税額控除額の内訳が必要です。証明書発行

窓口でその旨を申し出るようお伝えください。

多胎児減免 

（緊急・リフレッシュのみ利用可能） 
全額減免 

〇母子手帳（出生届出済証明の箇所） 

〇住民票等の多胎児であることが確認できる書類 

保護者は減免に必要な資料を利用日までに施設へ提示し、写しを提出します。施設は翌月の実績報告時に減免 

の必要資料の写しを添付します。 
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助成金の種類と内容（令和５年度） 

 

①基本助成 
 

基本助成 

助成額（実施１日あたり） 

８時間実施施設 11 時間実施施設 

２１，２３０円 ２８，５７０円 

８時間実施施設 ： 事業実施時間が８時間の施設 

11時間実施施設 ： 事業実施時間が８時間を超える施設 

 

②利用児童加算助成 

助成額（１１時間実施施設） 補助単価 

0歳(57日～6か月未満) 21,979 円 

0歳(６か月以上) 9,370 円 

1歳児～3歳児未満 5,930 円 

3歳児以上 2,820 円 

 

助成額（８時間実施施設） 補助単価 

0歳(57日～6か月未満) 15,985 円 

0歳(６か月以上) 6,815 円 

1歳児～3歳児未満 5,280 円 

3歳児以上 2,500 円 

なお、０歳児における月齢は、受け入れた月の月初時点での月齢で判断する。 

 

③障害児等受入加算助成 
 

区分 配置 児童 1人あたり（日額） 

Ａ区分 １：１相当 ９，１８０円 

Ｂ区分 ２：１相当 ７，２２０円 

Ｃ区分 ３：１相当 ４，９６０円 

特別支援児童 - ２，７８０円 

医療的ケア児 １：１相当 ９，１８０円 

 

 

 ④多胎児の利用助成（利用目的が緊急・リフレッシュ） 

児童 1人あたり（日額） 

300円 
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＜休日一時保育に関する事務＞ 

 休日一時保育に関する事務 

支給方法（原則） 
半期ごと（上半期(４月～９月) 下半期(10 月～３月)）の

実績に基づく支給 

提出先、提出方法 

（実績報告書・請求書・減免関係書類

（写し）） 

 

 

減免関係書類（写しで可） 

・障害児等受入加算適用決定通知書 

・非課税証明書 

・母子手帳（多胎児） 

・児童扶養手当証書 等 

こども青少年局 保育・教育給付課 

・実績報告書（翌月提出） 

方法：電子メール 

提出先アドレス: kd-ichiji@city.yokohama.jp 

 

・請求書（上半期分:10月提出、下半期分:４月提出） 

方法：郵送 

 提出先住所：〒231-0015 横浜市中区尾上町１-８ 

関内新井ビル９階 

横浜市こども青少年局 保育・教育給付課 

休日一時保育事業助成金 担当 

 

・減免関係書類（翌月提出） 

 方法：郵送 

 提出先住所：請求書と同一 

支給関係以外の届出書類の提出先 

提出先、提出方法 

（上記以外の書類） 

各区こども家庭支援課 
＜新規に実施の際に提出＞ 
・実施届 
・特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 
（無償化に関する書類）等 

  ※確認申請書はいったん提出いただければ、休日一時保育を 
廃止しない限り有効です。 

＜必要に応じて提出＞ 
・変更届 
・障害児等受入加算申請書 

 
・休日一時保育を実施できる施設・事業は、認可保育所・認定こども園（保育認定）・小

規模保育事業Ａ型及びＢ型・事業所内保育事業です。 
・休日とは日曜・祝日・年末年始とします。（この資料の「平日」には土曜日も含みます。） 
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３ 休日保育（「休日保育」と「休日一時保育」）運営費のモデル試算 

＜休日保育＞ 

【試算条件】保育所を例とする。 

 開所日数 6 日／月  72 日／年間  開所時間 11 時間 

加算率（各施設の保育士等の平均勤務年数等により決定される） 18％  

 休日給付受入児童数 5 人／日  360 人／年間延べ利用子ども数   

施設の各月初日の平日利用子ども数 100 人（休日等に保育を利用しない子どもを含む） 

  ※本試算では便宜的に、施設の各月初日の平日利用子ども数を毎月 100 人と仮定しています。 

 ※令和５年４月１日に施行された公定価格表をベースにしています。 

 

【公定価格の休日保育加算試算】 

 月額 356,100（単価） ＋（3,560（処遇改善等加算Ⅰ）×18（加算率18％ ※加算額は、加算率

（％）に100を乗じて得た額とされているため“18％”は数式上“×18”となります）） 

= 420,180 円 

420,180 円÷100 人（※） ＝4,200 円（10 円未満端数切捨て） 

※当該施設の各月初日の平日利用子ども数で除して得た額を子ども１人当たりの加算額とします。

（10 円未満端数切捨て） 

 月額 4,200 円×100 人＝420,000 円（月額運営費） 

 年額 420,000 円×12 か月＝5,040,000 円（年額運営費） 

 

公定価格の休日保育加算に加え、市独自助成として平日同様の市配置基準を確保するための加算

や自園調理の実施をしている場合の加算、障害児等を受け入れる場合の加算があります。 

また、延長保育を実施している場合の助成もあります。 

 

＜休日一時保育＞ 

【試算条件】 

 開所日数 6 日／月   72 日／年間  開所時間 11 時間   

 休日一時保育受入児童数 3 人／日   

216 人／年間延べ利用子ども数（内訳 3 歳未満 108 人、3歳以上 108 人）   

 

【運営費試算】 

基本分       1 日 28,570×72 日＝2,057,040 円（年額）（Ａ） 

 

利用児童加算 3 歳未満 5,930×108 人＝640,440 円 

        3 歳以上 2,820×108 人＝304,560 円 

                 合計 945,000 円（年額）（Ｂ） 

 

利用料収入（8時間（3歳未満：3,300 円  3 歳以上:1,800 円）＋延長保育 3時間（3歳未満： 

1 時間 420 円 3 歳以上:1 時間 230 円）＝11 時間で試算） 

3 歳未満 4,560×108 人＝492,480 円 
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        3 歳以上 2,490×108 人＝268,920 円 

                 合計 761,400 円（年額）（Ｃ） 

 総合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 3,763,440 円（年額） 
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休日保育の利用方法 

休日保育の利用については、事前に利用登録を行い、休日保育実施施設で利用要件・優先順位を判断し

ます。事前登録後、実際に利用する際は、月毎に申込みを行い、休日保育実施施設で受け入れの判断を行

います。 

１ 事前に休日保育実施施設へ利用登録をします。 

休日保育実施施設において、以下の休日保育利用の判断方法（ガイドライン）を基に受け入れの優先順位を

判断します。 

休日保育利用の判断方法（ガイドライン） 

利用希望が多く、申込みのあった児童全員を受け入れることができない場合は、毎月受入れの判断を行いま

す。以下のとおり休日保育の必要性を判定し、受け入れを判断します。 

＜前提条件＞ 

・休日等に保育が必要な要件が、平日の要件と同じであること。（要件は教育・保育給付認定決定通知書、

休日就労証明書等で確認する）

・どの要件でも、休日等に１日４時間以上保育を必要とすること。（この前提条件に合致しない場合は、休日

の一時保育の扱いとする。）

（１）優先順位の判断 

優先順位①～③を判断します。父、母で優先順位が異なる場合は、低い順位を適用します。 

ただし、下位順位の人が、上位順位の人を超えて受入決定されることはありません。 

優先順位①（定期：毎月利用） 

  年間を通じて、毎月休日等に保育が必要な児童。 

  例：・毎週月火が固定で休み、水～日が就労等で、毎月休日等に保育が必要。 

  ・曜日に関係なく、シフト勤務があり、毎月休日等に保育が必要。 

優先順位②（定期：毎月以外） 

毎月ではないが、年間を通じて休日等に保育が必要な児童。 

  例：・４～６月と９～10月のみ休日等に就労等で保育が必要。 

  優先順位③（不定期） 

上記優先順位①②以外で＜前提条件＞を満たす児童。 

（２）優先順位が並んだ場合の判断 

（１）で優先順位が並んだ場合は、以下の「視点」で受け入れを判断します。どの視点を優先するかは施設

で定めます。（利用登録申請受付時に申請者へ事前に説明します。必要に応じて、休日保育実施施設と休日

保育実施施設所在区は情報共有します。） 

【 視 点 】 

・月の利用日数が多い世帯優先  ・一日の就労時間が多い世帯優先 

・父母両方に要件がある世帯優先 ・ひとり親世帯優先 

・生活保護世帯優先   ・きょうだい同時の申込み世帯優先 

・在園児童優先   ・市内在住児童優先 

・居宅外労働優先   ・確実に利用する世帯優先（当日キャンセルの防止） 

・その他施設が休日保育の必要性が高いと判断した場合（事前に区と調整すること） 

※事前の連絡のないキャンセルや正当な理由なくキャンセルが続く場合は、次の利用時の優先順位が下がる

場合があります。 

２ 事前登録後、利用する際は、毎月休日保育実施施設へ申し込みをします。 

  申込みのあった児童全員を受け入れることができない場合は、事前登録でつけた優先順位を基に、受け入

れの判断を行います。 
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ご利用いただける方

●休日保育

子ども・子育て支援新制度における２号または３号の教育・保育給付認定を受け、平日
（月～土曜日）に、認可保育所・認定こども園（保育所利用）・小規模保育事業Ａ型、Ｂ
型、Ｃ型・家庭的保育事業・事業所内保育事業（地域枠）を利用していて、休日等に保育
が必要な小学校就学前のお子さま。

※平日の利用理由と休日の利用理由が異なる場合は、休日の一時保育の利用となります。
この場合は利用料がかかります。

■休日の一時保育

小学校就学前のお子さまで、下の(1)～(3)のいずれかに該当する方がご利用いただけま
す。
(1) 原則、休日保育の対象となるお子さま以外で、お仕事（就労・就学、職業訓練

など）の都合により、休日等の保育が必要となるお子さま

(2) 病気や怪我、入院、冠婚葬祭への出席など、やむを得ない理由により、緊急一
時的に休日等に保育が必要となるお子さま

(3) 保護者の育児疲れの解消を図るため、休日等に保育を必要とするお子さま
※休日保育の対象となるお子さまでも、利用を希望する施設が休日保育を実施していない

場合は、休日の一時保育の利用となります。この場合は利用料がかかります。

保育を行う休日等

●休日保育　■休日の一時保育

日曜・祝日（振替休日を含む）・年末年始（12月29日～１月３日）※

※行事等で休日保育や休日の一時保育が実施できない場合は事前にお知らせします。
詳しくは各施設へご確認ください。

　休日保育と休日の一時保育の両方を実施している施設、休日保育のみ実施している施
設、休日の一時保育のみ実施している施設があります。詳細は６～８ページ「実施施設の
ご案内」をご覧ください。

開 所 時 間

●休日保育　■休日の一時保育

実　　施　　施　　設

施設により、開所時間は異なります。また、延長保育を実施している施設もあります。
６～８ページ「実施施設のご案内」をご覧ください。

そ の 他

　初めての利用の場合は、お子さまの様子をお伺いしますので、原則お子さま同伴での面
談を行います。

　お子さまの状況により、慣らし保育を行う場合があります。
　お子さまの送迎について、施設ではお子さまの送り迎えはいたしません。保護者の方が
責任を持って、お子さまの送り迎えをお願いします。

※必要書類などは、次のURLからダウンロードできます。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/unei/kosodate/kyuujitsu.html

お仕事の都合などにより、日曜や祝日にご家庭でお子さまの保育ができない
ときは、保育園でお子さまをお預かりする「休日保育」・「休日の一時保育」
をご利用ください。＿
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２
月

３
月

利用申込締切日等 ※土日・祝日は除きます。

●休日保育　令和５年度

利用月
４
月

５
月

12/11 1/10

６
月

７
月

8/10 9/11

10
月

11
月

4/10 5/10 6/12 7/10

12
月

１
月

10/10 11/10

８
月

９
月

1/15 2/19

※休日保育の優先順位に応じて、利用できる方を決定し、利用決定日までに連絡し
ます。

※利用決定日までに、施設から利用決定の連絡がない場合は、休日保育の利用はで
きません。（利用できる方からのキャンセルがあった場合は、利用決定日以降にご
利用を保留・お断りした方へ施設からご連絡する場合があります。）

2/12

利用決定日 3/15 4/17

申込締切日 3/10

※利用を辞退される場合は、お早めに施設に申し出てください。遅くとも、利用日
の３日前までに必ず施設に申し出てください。事前の連絡のないキャンセルや正当
な理由なくキャンセルが続く場合は、次回の利用時の優先順位が下がることがあり
ます。

※申込締切日以降でも、受け入れ人数に空きがある場合は休日保育を利用できる場合
があります。申込締切後の利用については、各施設へお問い合わせください。

7/18 8/15 9/19 10/165/15 6/19 11/15 12/18

■休日の一時保育

　ご利用になりたい日の７日前までに、施設にお申込みください。
　※利用を辞退される場合は、利用日の３日前までに必ず施設に申し出てください。
　※年末年始に限っては、最大14日前が利用申請締め切りになります。
　（各施設により締め切り日が異なります。）

利　用　料

●休日保育

　休日保育を利用した場合、代わりに月～土曜日に利用している施設を利用しない
日を設ける場合は利用料がかかりません。(週６日の保育利用）
　設けない場合は「休日の一時保育」と同様の利用料がかかります。
　また、延長保育を利用する場合は、延長保育の利用料（ガイドライン　８０円／
３０分、おやつ代１２０円／１回、夕食代３７０円／１回）がかかります。
※保育短時間認定のお子さまで、施設が定める保育時間（８時間）を超える時間帯
を利用する場合は、「延長保育」となります。

■休日の一時保育

　利用料等は、直接、施設にお支払いください。なお、無断、又は利用日３日前を
過ぎてからのキャンセルについては、キャンセル料がかかります。

休日の一時保育利用料等（ガイドライン）

年齢区分
基本保育時間を超える
時間帯を利用する場合

給食・おやつ代基本保育時間（８時間）※

３歳未満児 ４２０円／１時間
４００円／１回

３歳以上児 ２３０円／１時間

（４２０円／１時間）

（２３０円／１時間）

※ 給食・おやつ代には、午後６時30分を超えて利用する児童に係る夕おやつ又は夕食
代を含みません。
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※ 保護者が横浜市民であっての被保護世帯、前年度の市民税が非課税の世帯、リフレッ
シュ・緊急目的で利用する多胎児、及びひとり親世帯については、利用料が全額減免とな
ります（給食･おやつ代は除く)｡
また、市町村民税所得割合算額が７万7,101円未満である世帯は給食・おやつ代を除く利用
料の2/3が減免となります。
・非課税相当に関する証明書類（保護証明書、保護（開始）決定通知書、生活保護費支給
証、市民税・県民税（非）課税証明書など）
・多胎児減免対象に関する証明書類（母子手帳・住民票等）
・ひとり親世帯等に関する証明書類（児童扶養手当証書、福祉医療証）
を利用日前または利用日当日に保育所に提出してください。

※ 年齢区分は、当該年度初日の前日における満年齢となります（同一年度中は同じ年
齢区分となります）。
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R５年５月８日時点

【 神奈川区 】

所 在 地 横浜市鶴見区矢向五丁目12番24号 所 在 地 横浜市神奈川区東神奈川一丁目12番地
リーデンスフォート横浜3F

実施施設のご案内

●休日保育と■休日の一時保育を実施している施設

※「休日保育受入人数」は、受入児童の年齢により変わることがあります。

① 矢向保育園 【 鶴見区 】 ② かながわ保育園

～ pm 6:30

保 育 時 間
（ 8時間）

am 9:00 ～ pm 5:00
保 育 時 間
（ 8時間）

am 9:00 ～ pm 5:00

開 所 時 間 am 7:30 ～ pm 6:30 開 所 時 間 am 7:30

連 絡 先 TEL (583)2525 : FAX (583)2573 連 絡 先 TEL （440）2031 : FAX (440)2035

受 付 時 間 am 7:30 ～ pm 6:30 （土日・祝日は除く） 受 付 時 間 am 10:00 ～

休日保育
受入人数

６人程度
休日保育
受入人数

１５人程度

交 通 ＪＲ線「矢向」下車徒歩5分 交 通 ＪＲ線「東神奈川」
京浜急行線「京急東神奈川」下車徒歩1分

pm 5:00 （土日・祝日は除く）

受 入 年 齢 満1才以降～就学前 受 入 年 齢 離乳食完了後～就学前

うみのくに保育園とつか 【 戸塚区 】

所 在 地 横浜市港南区上大岡西一丁目15番１号 カ
ミオ4F

所 在 地 横浜市戸塚区川上町464番地15翠峯壱番館２階

③ 上大岡ゆう保育園 【 港南区 】 ④

～ pm 6:30

保 育 時 間
（ 8時間）

am 9:00 ～ pm 5:00
保 育 時 間
（ 8時間）

am 9:00 ～ pm 5:00

開 所 時 間 am 8:00 ～ pm 6:00 開 所 時 間 am 7:30

: FAX (410)6690

受 付 時 間 am 9:00 ～ pm 6:00 （土日・祝日は除く）　 受 付 時 間 am 9:00 ～

連 絡 先 TEL (882)2014 : FAX (882)2015 連 絡 先 TEL (410)6690

休日保育
受入人数

９人程度
休日保育
受入人数

８人程度

交 通 京浜急行線「上大岡」
市営地下鉄「上大岡」下車徒歩1分

交 通 ＪＲ線「東戸塚」下車徒歩12分
神奈中バス「川上小学校前」下車徒歩０分

pm 5:00 （土日・祝日は除く）

受 入 年 齢 0才6か月～就学前 受 入 年 齢 産休明け～就学前

うみのくに保育園きくな 【 港北区 】

所 在 地 横浜市都筑区茅ケ崎中央46番5号 所 在 地 横浜市港北区菊名七丁目5番36号

⑤ アスクセンター南保育園 【 都筑区 】 ⑥

～ pm 6:30

保 育 時 間
（ 8時間）

am 9:00 ～ pm 5:00
保 育 時 間
（ 8時間）

am 9:00 ～ pm 5:00

開 所 時 間 am 9:00 ～ pm 6:00 開 所 時 間 am 7:30

: FAX (717)5120

受 付 時 間 am 10:00 ～ pm 5:00 （土日・祝日は除く） 受 付 時 間 am 10:00 ～

連 絡 先 TEL（948）1016 : FAX（943）2802 連 絡 先 TEL (717)5120

休日保育
受入人数

８人程度
休日保育
受入人数

５人程度

交 通 市営地下鉄「センター南」下車徒歩2分 交 通 ＪＲ線・東急東横線「菊名」下車徒歩８分

pm 6:00 （土日・祝日は除く）

受 入 年 齢 産後57日～就学前 受 入 年 齢 産休明け～就学前
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R５年５月8日時点

【 鶴見区 】

所 在 地 横浜市鶴見区岸谷1-26-12 所 在 地 横浜市鶴見区岸谷2-20-1

実施施設のご案内

●休日保育を実施している施設

※「休日保育受入人数」は、受入児童の年齢により変わることがあります。

① SEA　KID保育園 【 鶴見区 】 ② SAIL　KID保育園【休止中】

～ pm 7:45

保 育 時 間
（ 8時間）

am 8:30 ～ pm 4:30
保 育 時 間
（ 8時間）

am 8:30 ～ pm 4:30

開 所 時 間 am 7:30 ～ pm 7:45 開 所 時 間 am 7:30

連 絡 先 TEL (717)6473 : FAX (717)6786 連 絡 先 TEL (717)5162 : FAX (717)5144

受 付 時 間 am 9:00 ～ pm 5:00 （土日・祝日は除く） 受 付 時 間 am 9:00 ～

休日保育
受入人数

5人程度
休日保育
受入人数

３人程度

交 通 京浜急行線「生麦駅」徒歩3分 交 通 京浜急行線「生麦駅」徒歩8分

pm 5:00 （土日・祝日は除く）

受 入 年 齢 生後6ヵ月以降～就学前 受 入 年 齢 生後6ヵ月以降～２歳児

所 在 地 横浜市鶴見区駒岡3-4-41

③ SANDA　KID保育園【休止中】 【 鶴見区 】 ④ SAFARI　KID保育園 【 旭区 】

所 在 地 横浜市旭区四季美台72-１

保 育 時 間
（ 8時間）

am 8:30 ～ pm 4:30
保 育 時 間
（ 8時間）

開 所 時 間 am 7:30 ～ pm 7:15 開 所 時 間

am 9:00 ～ pm 5:00 （土日・祝日は除く）

受 入 年 齢

: FAX (744)8768

～ pm 7:45am 7:30

TEL (744)8768

am 8:30 ～ pm 4:30

連 絡 先

受 付 時 間

⑤ SEASON KID保育園 【 旭区 】

交 通

連 絡 先 TEL (834)8161 : FAX (834)8162

JR線「新横浜」駅よりバス「長松寺前」下車徒歩３分
東横線「綱島」駅よりバス「駒岡不動尊前」下車徒歩1
分
JR「鶴見」駅西口よりバス「駒岡不動尊前」下車５分

受 入 年 齢 生後6か月～就学前

休日保育
受入人数

３人程度

受 付 時 間 am 9:00 ～ pm 5:00 （土日・祝日は除く）

生後57日以降～２歳児

休日保育
受入人数

２人程度

交 通 相鉄線「鶴ヶ峰」下車徒歩14分
相鉄線「二俣川」下車徒歩16分

連 絡 先 TEL (489)9080 : FAX (489)9081

交 通

受 入 年 齢

受 付 時 間 am 9:00 ～ pm 5:00 （土日・祝日は除く）

生後57日以降～２歳児

休日保育
受入人数

２人程度

相鉄線 「鶴ケ峰駅」下車徒歩すぐ

横浜市旭区鶴ケ峰2-21-5

開 所 時 間 am 7:30 ～ pm 6:45

保 育 時 間
（ 8時間）

am 8:30 ～ pm 4:30

所 在 地
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R５年５月８日時点

所 在 地 横浜市鶴見区鶴見中央5-11-8

実施施設のご案内

■休日の一時保育を実施している施設

① 保育園スカイ・ウイング 【 鶴見区 】

連 絡 先 TEL (521)8880 : FAX (521)8882

開 所 時 間 am 9:00 ～ pm 17:00

受 入 年 齢 0歳児クラス～5歳児クラス（0歳児応相談）

受 付 時 間 am 9:00 ～ pm 5:00 （土日・祝日は除く）

交 通 JR/京急「鶴見」下車３分
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《主な指摘事項①》指導監査における文書指摘事項について

1

これまでの指導監査の結果、文書による改善報告を依頼した指摘事項

文 書 指 摘 事 項 【一部抜粋・要約】

【運営分野】
職員配置について、保育士の人数が認可基準を満たしていない日があった。

【保育分野】
障害のある子どもの保育について、「支援のための計画」を個別に作成していなかった。

【給食分野】
予定献立が作成されておらず、栄養量の計算も行われていなかった。

【会計分野】（認可保育所）
保育所委託費を財源として、保育所運営に関係のない支出を行っていた。

【会計分野】（地域型保育事業）
会計がその他の事業の会計と区分されていなかった。

《主な指摘事項①》指導監査における文書指摘事項について

2

前述以外の指摘事項や指導監査の実施概要については、
令和６年５月実施予定の令和６年度指導監査説明会において説明予定です。

※実施については、別途、通知予定。

なお、令和５年度指導監査説明会の資料は、下記のページに掲載しています。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/ninka/siryoutou.html

横浜市トップページ > 事業者向け情報 > 分野別メニュー > 子育て > 
社会福祉法人・施設の指導監査と法人の認可手続等 > 法人・施設向け説明会資料等

22 監査における文書指摘事項について
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